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平成３０年八郎潟町議会３月定例議会 会議録 
 

                                  第１日目 平成３０年３月６日（火） 
          

  
議長 村井 剛  おはようございます。ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しており 
       ますので、八郎潟町議会３月定例会は成立いたしました。これより３月定例会を開会い 
       たします。ただちに本日の会議を開きます。 
                  日程第１、会議録署名議員の指名については会議規則第１２７条の規定により議長よ 
       り指名いたします。１１番 伊藤秋雄君、１番  小柳聡君を指名いたします。 
         日程第２、会期の決定については、議会運営委員長 柳田裕平君の報告を求めます。 
 
議会運営委員長 柳田裕平 おはようございます。私から、３月定例会の日程・運営等につきまして審議 
       いたしました当議会運営委員会の審議経過と結果について、ご報告いたします。 
         去る２月２３日、午前１０時から第一委員会室において、当局より町長、総務課長が 
       出席し、委員会が開かれました。 
         今回の定例会の議案等は、補正予算関係が５議案、条例の一部改正及び制定が９議案、 
       過疎地域自立促進計画の変更及び公の施設に係る指定管理者の指定、当初予算関係が７ 
       議案及び、人事案件が１議案、また請願・陳情は陳情１件で、一般質問者は５名となっ 
       ております。 
         今定例会の日程は、皆さまに配付した資料のとおりでありますが、初日が議長の諸般 
       報告、町長の行政報告、町長並びに教育長の施政方針、議案の上程、提案理由の説明、 
       議案に対する質疑を行い、議案並びに請願・陳情について各常任委員会に付託すること 
       と致します。 
         ２日目は一般質問を行い、終わり次第各常任委員会に入っていただきます。 
         最終日は、各常任委員会に付託された議案等について、委員長報告の後、討論・採決 
       を行います。 
         今定例会は、常任委員会での各会計当初予算の審議に時間を要することから、本日か 
       ら３月１６日までの１１日間で行うことにいたしました。 
         よろしくご理解を賜り、ご協力くださいますようお願い申し上げ、議会運営委員会の 
       ご報告といたします。ご審議の程よろしくお願いいたします。 
 
議長 村井 剛  本定例会の会期は議会運営委員長報告のとおり、本日から１６日までの１１日間と決 
       定してご異議ございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 
 
議長 村井 剛  ご異議なしと認め、そのように決定しました。 
         議事日程については、配付している日程表のとおりであります。 
         答弁のため出席を求めた者、町長、副町長、教育長、各課課長、会計管理者でありま 
       す。尚、小柳保健課長はインフルエンザ罹患のため、欠席をしております。 
         日程第３、議長の諸般報告に入ります。この報告は、平成２９年１２月定例会最終日 
       より、本定例会までの報告事項について印刷し、皆さまのお手元に配付しております。 
       その報告書をもって、議長の諸般報告に替えさせていただきたいと思いますが、そのよ 
       うに取り計らってご異議ございませんか。 
                  （異議なしの声あり）                      
 
議長 村井 剛  ご異議ないようでありますので、以上で議長の諸般報告を終わります。 
         日程第４、これより町長の行政報告を求めます。 
 
町長 畠山菊夫  （町長の行政報告 別紙のとおり） 
 
議長 村井 剛  確認の意味で申し上げますが、行政報告以外の事項に対する質問、並びに７日の一般 
       質問と重複する質問は控えていただくようお願いいたします。            
        尚、一人一問程度で簡潔にお願いいたします。                  
        町長の行政報告に対する質問を行います。質問のある方は、挙手してください。    
                               
議長 村井 剛  はい、５番 石井議員                        
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５番 石井清人  あの記載はなかったんだけども、除雪のことでちょっと私の感想ということで述べた 
       いんだけども、県道の除雪は県だから県がやることになっているんですが、今年はロー 
       タリーじゃなくて除雪車が来たというんだけども、あまり良くなかったという町のある 
       人の話もあります。それでちょっと気が付いたのは、五城目街道の交差点、下のキンケ 
       さんの前のところなんだけども、一日市から五城目に向かうと右折なので一旦停止して 
       待つんだけども、そうすると役場方面に行く車はすりぬけして行くんだけども、雪のた 
       め幅がないので、すりぬけ難しくて待機してあったんですね、それで私思ったんだけど 
       も県の方は、県南で大雪だから除雪車来れなかったのかなと思ったんだけど、もし来な 
       かったら県から委託費でももらって、町でやったらどうだかなと、ふと思ったこともあ 
       ったのでこれ私の感想です。                           
                                               
議長 村井 剛  感想ですので、答弁はないです。尚、行政報告にはその記述がありませんので、その 
       点、留意していただくようお願いいたします。                   
        他にありませんか。はい、７番 加藤議員                    
                                               
７番 加藤千代美 ４番の五城目町とのし尿処理の関係ですけども、この前担当者からお話し伺ったんで 
       すが、いまこの問題で非常に私共、カモの生産組合で苦労している訳なんですよ、この 
       文を見ますと五城目の処理施設を行っている会社が算入出来るのではないかと思うんで 
       すが、その点はどうでしょうか。                         
                                               
町民課長 一ノ関一人 一般廃棄物収集運搬業の許可については、町の方で許可をすることとなっており 
       ます。その関係で出来ない訳ではございませんが、町内のし尿の汲み取り業者、２社あ 
       りますけれどもこの２社、いまし尿が減少している中でこれを町外の業者に許可証を出 
       した場合、その収入源となるものが少なくなるということで、現段階では許可を出すこ 
       とは考えておりませんけれども、将来的にし尿の量が減ってくることは想定されますの 
       で、その関係で広域的な関係で色々と他町村と協議をしながら、許可をすることはこの 
       後考えられることかなと思っております。以上です。                
                                               
７番 加藤千代美 いまお話されたことはよくわかりました。ただ、いま私共、井川町の湖東に受委託し 
       ている訳ですね、中々その思ったようにし尿処理がなされていないということで、保健 
       所の方から再三指摘を受けておる訳なんです、これについて行政の方から業者に対して 
       的確な指導をしてもらいたいということをお願いしておきます。           
                                           
議長 村井 剛  願いということで、他にありますか。はい、２番 柳田議員。          
                                               
２番 柳田裕平  １ページ目のはちらぼＨＯＵＳＥの件のことなんですが、一番最後の方に町内の皆様 
       から様々な意見をいただいたという風にありますが、どのような意見とかお話しが出た 
       のか、ちょっと要点だけでも教えていただきたいと思います。            
                                               
議長 村井 剛  小野総務課長。                                
                                              総
務課長 小野良幸 ただいまのご質問でございますが、議事録については持っておりませんので、私の 
       記憶の中でご説明したいと思いますけれども、まず始まったばかりのはちらぼの運営に 
       ついて、いろいろな町民の方のご意見がございます。その実態も野原理事長が説明して 
        おりましたけども、それに対してこういう風にやったらいいんじゃないかと言ったよう 
       な激励とか、町民の間で出ている意見を踏まえてこれから前向きに取り組んで行くと言 
       った理事長の前向きな考え方とか、あと質問に関しましては、そうですね、いま始まっ 
       たばかりなのでといったことで、我々も長い目でじっくり見ていきながら信じていきた 
       いとは思ってはおりますけども、そこら辺の取り組み方についての質問がございました。 
       ちょっと具体的でなくてすいません。以上です。                  
                                               
議長 村井 剛  他にありますでしょうか。はい、４番 三戸議員。               
                                               
４番 三戸留吉  １ページ目の交通会議のことについてですが、いろいろいまデマンドタクシーのこと 
       とか書いておりますが、浦大町、真坂の人達が、日曜日にやってるおもしろ市場、デマ 
       ンドタクシーもないし私方も本当に困ってる、どうか増便してもらいたいという話しも 
       聞いておって、副町長にもちょっと話ししたんだけども、いま広域でやっている交通網 
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        もちろんこれ大変難しいと思います。そこで実はうちの方、小池がちょっとなんとなく 
       取り残される感じですので、小池も一つ頭に入れながらそういう計画を組んでいただけ 
       ればありがたいなと思います。、                         
                                               
議長 村井 剛  要望ということで、他にありますか。はい、９番 近藤議員。          
                                               
９番 近藤美喜雄 一つだけお伺いします。７ページの米の生産調整の関係ですけども、これいま全国的 
       に各県の状況が公表されたりしておりますけれども、いずれこれが農協から目標が示さ 
       れておりますが、これはかってのように、いわゆる是正指導といいますか、目標に沿っ 
       て行かないような農家の場合の対応の仕方、こういう風なことはこの後一切無くなるの 
       か、あるいはそれだけはやっぱりやって行くのか、この点はちょっとこの後農家の方々 
       と接すれば必ずこの問題が出てくるので、この点一つお願いします。         
                                               
議長 村井 剛  加藤産業課長。                                
                                              産
業課長 加藤貞憲 いまの近藤議員さんのご質問ですけども、あくまでも生産の目安ということで国の 
       判断が各農業者の経営判断に任せるということになっております。ペナルティというも 
       のはありませんが、ただし、あまりにも人数の多い方々がそのような生産の方向に向か 
       うと米の下落が必ずあります。                          
        ３０年度はいま始まったばかりですので、どうなるかわかりませんがその状況が１年 
       ２年と続く限りにおいては、大幅な下落が想定されるということで、まず秋田県では全 
       農を含めて一丸となって下落に対する対応をしていきたいという考え方であります。以 
       上です。                                     
                                              ９
番 近藤美喜雄 ちょっと関連して一つだけ、米の放棄、全然作付けをしないで放棄されているのは従 
       来も問題になってきている訳ですけども、この件に対する指導は特に変わるものがある 
       ものでしょうか。                                 
                                              産
業課長 加藤貞憲 これに関しましては、国より不作付地、何も作付けをしていないということになり 
        ますけども、要は自己保全の状況を３年以上続けた場合には、国の補助金、例えば土地 
        改良も含めてですが、その対象からはずしますよということになっております。   
         本町では、そのような農地にならないように自己保全農地であった場合には、カボチ 
        ャなどの転作作物を作付けするように指導しておりまして、現在そのような農地はござ 
        いません。以上です。                             
                                               
議長 村井 剛  他にありませんでしょうか。はい、６番 北嶋議員。              
                                               
６番 北嶋賢子  ６番です。デマンドタクシーに関連してですけども、４月からデマンドタクシーの運 
        行を開始する方向で協議が整っているとありました。私らも年取ってきて免許の返納す 
        る人が、これからもっと多くなってくると思います。ですからこの回数はこれからも増 
        やしていただきたいと思います。要望です。                   
                                               
議長 村井 剛  要望というようなことで捉えておきます。他にありませんか。はい、１１番 伊藤議 
       員。                                       
                                              １
１番 伊藤秋雄 先程もちょっと質問が出ておりましたが、ようやく五城目町のし尿と浄化槽の汚泥が 
       今度搬入するということで、よかったなと私は思っております。それで４月から今度搬 
       入する訳ですが、町長の行政報告の中では、４月から６月が大変多いと、ただし、私達 
       本町では井川と段々少なくなっていくのかなという感じはしますが、五城目町で搬入し 
       た時に、量が多くなる制限がその場合には、何処にストックしておくのか、そういった 
       所もやっぱり諸々あるのではないかなと、各家庭から電話がいったりして汲み取りが制 
       限されれば、大変なのかなという感じは受けておりますが、そういった所とそれから現 
       在の私達の井川の所の翠香園ですか、その所で一日の搬入量がどの位出るのか、それ最 
       大限で搬入させるのか、それともまた汚泥はどうなるのか、そこの辺りちょっと詳しく 
       知りたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。             
                                               
町民課長 一ノ関一人 ただいまの質問でございますけども、この汚泥を受け入れる前に五城目町の汚泥 
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      はどの位あるのかというようなことで、年間分、月毎に確認しております。       
       その中で４月、５月、６月が一番多かったというようなことで、一日当たりの汚泥処  
      理量については組合では、一日８キロ㍑となっておりますけども、その湖水苑の処理施  
      設の中に貯水槽等ありますので、その槽に相当の数量が入ります。その数量を入れなが  
      ら対応していきたいと思いますけれども、万が一、対応仕切れない場合については、五  
      城目町との協議の中でもお話ししておりますけども、業者と五城目町とで連携を図りな  
      がら搬入量の制限をするという風なことで対応してもらいたいということでお話しして  
      おります。                                                   

                                                                                   議
長 村井 剛  他にありますでしょうか。はい、１０番 金議員。                       

                                                        
１０番 金一義  ただいまの関連の質問ですけども、要するに一日８キロ云々とありますけども、五城 
       目町では一日、入るのが８キロなんですが、大体一日五城目町ではどの位の量があるの 
       か、それと受け入れる料金ですね、キロ㍑当たりいくらに設定した金額なのか、１０年 
       のサイクルでやっているということですけども、取り決めまだあると思いますけども、 
       その取り決め、わかりましたらお願いします。                   
                                               
町民課長 一ノ関一人 一日当たりの量ですけれども、平均しますと、ちゃんとした正確な数字はないん 
       ですけれども、５キロちょっとになると思っております。              
        それから、処理料金ですけれども、１０リットル当たり、１７８．４円で覚書を交わ 
       しております。以上でございます。                        
                                               
議長 村井 剛  他にありますでしょうか。ないようですので、これにて町長の行政報告に対する質問 
       を終わります。                                  
                                              議
長 村井 剛  次に、日程第５、町長の施政方針を求めます。                  
                                              町
長 畠山菊夫  （町長の施政方針  別紙のとおり）                      
                                              議
長 村井 剛  町長の施政方針を終わります。                         
        次に、日程第６、教育長の町教育に関する施政方針を求めます。          
                                              教
育長 江畠廣  （教育長の教育に関する施政方針  別紙のとおり）               
                                              議
長 村井 剛  これにて教育長の施政方針を終わります。                    
        次に、日程第７、議案第２号から日程第２９、議案第２４号までの２３議案を各常任 
       委員会に付託する関係で一括上程いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。  
                  （異議なしの声あり）                   
                                               
議長 村井 剛  異議なしと認め、そのように決定いたしました。                
         提案理由の説明を求めます。                         
                                               
町長 畠山菊夫  本日提出いたします議案の概要について、ご説明申し上げます。         
                                                
    議案第２号 平成２９年度八郎潟町一般会計補正予算（第７号）について          
        補正予算書１ページ、歳入歳出から、それぞれ２，０３６万９千円を減額し、歳入歳 
       出予算の総額を３２億３，２０４万５千円としております。             
        このたびの補正は、今年度の事業における実績見込みによる予算の増減及び基金への 
       積立等に係る予算計上となっております。                     
        はじめに歳入の概要ですが、１２・１３ページ、地方交付税の普通交付税は、交付額 
       の確定により８，０９４万４千円を、特別交付税には湖東厚生病院運営費補助に対する 
       不採算地区公的病院分４，００７万３千円をそれぞれ追加しております。       
        児童福祉費負担金には現年分の保育料負担金２４２万６千円を追加しております。こ 
       れは、八郎潟保育園の入所者数の増によるものであります。             
        保健衛生使用料の墓地使用料１１３万９千円の追加は、たかおか霊園の永代使用料３ 
       区画分であります。                                
       １４・１５ページ、国庫支出金でありますが、傷害者自立支援給付費負担金を２２２  
                                                



 

 

- 5 - 

     万５千円、児童福祉費負担金の児童手当負担金を２６７万７千円をそれぞれ減額してお   
     ります。                                       
     いずれにつきましても、給付費及び手当支給額の実績見込み等によるものであります。   
      保育所運営費負担金１６５万５千円の追加は、八郎潟保育園の入所者数の増によるも   
     のであります。                                    
     社会資本整備総合交付金３，９２８万４千円、地域住宅交付金４，２２９万円の減額    
    は、いずれも交付決定によるものであります。                      
     ２０・２１ページ、財政調整基金繰入金につきましては、一般財源を確保できたこと    
    により１億５千万円を減額し、前年度繰越金には１億１８４万１千円を追加しておりま    
    す。                                          
    雑入のハロウィンジャンボ宝くじ市町村交付金１２０万９千円、市町村振興助成金２     
   ３４万６千円の減額は、いずれも交付決定によるものであります。              
    ２２・２３ページ、町債につきましては、事業の確定、実績見込み及び事業の廃止等     
   により、総額１，３５０万円を減額しております。                     
    なお、総務債の分散型エネルギーインフラプロジェクト事業計画策定事業債６６０万     
   円の追加は、事業計画の策定に係る財源の一部に過疎対策事業債を充てるものでありま     
   す。                                           
   ２４・２５ページ、歳出の主なものは、財産管理費の積立金に、総額１億８９９万６      
  千円を追加しております。そのうち財政調整基金には１億６２５万円を、がんばれふる      
  さと基金には２６５万４千円をそれぞれ追加しております。                  
   ２６・２７ページ、自治振興費の湖東厚生病院運営費補助金に５，０４７万７千円を      
  追加しております。そのうち４，００７万３千円につきましては、特別交付税で措置さ      
  れております。                                       
  ３２・３３ページ、障害福祉費の扶助費を総額で８５３万７千円を減額しております。      
   これは、自立支援給付費、日常生活用具給付費等の実績見込みによるものであります。     
    ３４・３５ページ、児童福祉費の保育所運営委託料８１７万４千円の追加は、八郎潟     
   保育園の入所者数の増などによるものであります。扶助費の児童手当３２１万５千円の     
   減額は、手当支給額の実績見込みによるものであります。                  
    ４０・４１ページ、農地費に戸村地区ため池等整備事業負担金１００万７千円を追加     
   しております。これは、県営土地改良事業に対する負担金で、戸村土地改良区が管理す     
   る上横止頭首工の修繕及び災害復旧事業に係るものであります。               
    なお、本事業につきましては、補正後額７４２万円のうち６９０万１千円を平成３０     
   年度への繰越明許費としております。                           
    また、基幹水利施設ストックマネジメント事業費負担金８０万円の追加は、川口地区     
   の揚水機の製作に係るもので、事業費の１０％を町が負担するものであります。本事業     
   につきましたも補正後額４，８５０万円のうち６８０万円を平成３０年度への繰越明許     
   費としております。                                    
   ４４・４５ページ、道路橋梁費では社会資本整備総合交付金事業を総額で３，７９２      
  万８千円減額しております。これは、事業費の確定による減額及び国庫支出金である社      
  会資本整備総合交付金の減額配分による事業の精査等によるものであります。          
   なお、補正後額１億１８４万８千円のうち３，８０７万７千円を平成３０年度への繰      
  越明許費としております。                                  
  公営住宅整備費につきましても、総額で９，５５５万７千円減額しております。これ       
 も、事業費の確定による減額及び国庫支出金である地域住宅交付金の減額配分による事       
 業の精査等によるものであります。                               
 ４６・４７ページ、消防費では、湖東地区行政一部事務組合負担金７６１万５千円         を
減額しております。これは、同組合会計の歳入予算において、交付税等が増額になっ        た
ことに伴う構成市町村の負担金の減額であります。                        
なお、各項目に計上されている人件費につきましては、５６・５７ページの給与明細        書
に記載しております。特別職では総額２００万５千円、一般職でも総額で１，１０８        万
７千円の減額となっております。                                
以上が一般会計補正予算（第７号）の概要であります。                      
                                           議案第３
号 平成２９年度国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について                ５
９ページ、歳入歳出にそれぞれ３，０４１万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額        を８
億５，９３８万１千円としております。                            ６
４・６５ページ、歳入では、共同事業交付金を総額で１，１２３万円減額し、一般          
                                             会計
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繰入金に１４７万７千円、前年度繰越金に４，０１７万円をそれぞれ追加しており        ます。 
                                            ６６・
６７ページ、歳出では、今後の支払い見込みにより、保険給付費の療養諸費に        ４６９万
円を高額療養費に４０万４千円をそれぞれ追加しております。                共同事
業拠出金につきましては、拠出金見込み額の減により総額で１，１２３万円を        減額して
おります。                                       また、
国民健康保険制度の安定運営のため、財政調整基金積立金に２，９９９万９千        円を追加
しております。                                     ６８・
６９ページ、諸支出金の療養給付費交付金償還金６５５万４千円の追加は、平        成２８年
度の給付費負担金等の精算によるものであります。                     以上が
国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の概要であります。                   
                                        議案第４号 平
成２９年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）について           ７１ペ
ージ、歳入歳出から、それぞれ２０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を６，        ６５７万
８千円としております。                                 ７４・
７５ページ、歳入では、一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金を２０万４千円        減額して
おります。                                       ７６・
７７ページ、歳出では、後期高齢者医療後期連合納付金の額確定により納付金        ２０万４
千円を減額しております。                                以上が
後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）の概要であります。                  
                                        議案第５号 平
成２９年度八郎潟町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について           ７９ペ
ージ、歳入歳出から、それぞれ４０万７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を        ２億９，
９１０万７千円としております。                             ８４・
８５ページ、歳入の主なものは、下水道使用料を３００万円減額しております。         また、
一般会計繰入金２８９万１千円を減額し、前年度繰越金に８０５万１千円を追        加してお
ります。                                        ８６・
８７ページ、下水道整備事業債の秋田湾・雄物川流域下水道事業債を２０万円        建設利息
償還金債を３２０万円それぞれ減額しております。                     ８８・
８９ページ、歳出の主なものは、負担金の確定に伴い、下水道費の秋田湾・雄        物川流域
下水道事業負担金を１７万２千円減額しております。                    なお、
同負担金の補正後額４５３万８千円のうち３０１万１千円を平成３０年度への        繰越明許
費としております。                                   下水道
維持管理費の流域下水道維持管理費負担金２９０万円及び汚泥焼却維持費負担        金３０万
円の追加は、いずれも実績見込みによるものであります。公課費の消費税及び        地方消費
税１５４万円の減額は、消費税の確定申告によるものであります。              公債費
・利子１３０万円の減額は、借入額及び借入率の確定によるものであります。         以上が
公共下水道事業事業特別会計補正予算（第１号）の概要であります。                
                                        議案第６号 平
成２９年度八郎潟町介護保険特別会計補正予算（第３号）について              ９１ペ
ージ、保険事業勘定の歳入歳出に、それぞれ４６０万５千円を追加し、歳入歳        出予算の
総額を８億８，９４８万５千円としております。                      ９４・
９５ページ、歳入は、一般会計繰入金に低所得者保険料軽減分として１７７万        円を、前
年度繰越金に２８３万３千円をそれぞれ追加しております。                 ９６・
９７ページ、歳出は総務管理費に介護保険指定機関等管理システム導入委託料        ６４万８
千円を追加しております。これは、介護事業者からの受付、申請、決済など、        事業者指
定業務を支援するシステムで、平成３０年４月からの運用に向け導入するもの        でありま
す。                                          高額介
護サービス等費８０万円の追加は、給付費の増加を見込んだものであります。         また、
介護給付費準備基金積立金には３１５万７千円を追加しております。             以上が
介護保険特別会計補正予算（第３号）の概要であります。                     
                                            続きま
して、条例一部改正等の提案理由について、ご説明申し上げます。              会議日
程資料の６ページをご覧ください。                                
                                       議案第７号 八郎
潟町営住宅条例の一部を改正する条例について                      地域の自
主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関             
                                          する法律の
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成立により、公営住宅法が一部改正されたことに伴い、認知症患者等が住宅        入居者であ
る場合における収入申告義務が緩和されることになったため、所要の規程の        整備を図る
必要があり、一部改正するものであります。                           
                                           資料１５
ページ                                    議案第８号 八郎
潟町国民健康保険条例の一部を改正する条例について                   持続可能
な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の        公布によ
り、平成３０年４月１日から都道府県が財政運営の責任主体となることを契機        に、６万
円となっている本町の葬祭費を、秋田県内のほとんどの自治体が規定している        ５万円に
引き下げるため、一部改正するものであります。                         
                                            資料１
７ページ                                    議案第９号 八
郎潟町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について              持続可
能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の        公布によ
り「高齢者の医療の確保に関する法律」が一部改正され、平成３０年４月１日        より国民
健康保険から後期高齢者医療制度に加入する際の住所地特例について、国民健        康保険の
住所地特例を受け継ぐよう見直すなど、所要の規定の整備を図る必要があり、 
        一部改正するものであります。 

 
         資料２１ページ                               
    議案第１０号 八郎潟町介護保険条例の一部を改正する条例について            
        介護保険法に基づき、第７期事業計画期間中における第１号被保険者に係る介護保険 
       料を改定するとともに、所定の規定の整備を図る必要があり、一部改正するものであり 
       ます。基準段階における介護保険料の月額を、これまでの５，８００円から６，７００ 
       円に引き上げる内容となっております。                      
                                                
       資料２４ページ                                 
   議案第１１号 八郎潟町指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係  
      る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する  
      条例について                                    
      指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準省令の一部改正により   
     指定介護予防支援事業者の事業運営における連携者に障害者指定特定相談支援事業者を   
     加えるなど、所要の規定の整備を図る必要があり、一部改正するものであります。     
                                                
     資料３４ページ                                   
 議案第１２号 八郎潟町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を    
    定める条例の一部を改正する条例について                        
     指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準省令の一部改正により    
    サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の基準を創設するなど、所要の規定の    
    整備を図る必要があり、一部改正するものであります。                  
                                                
    資料１０５ページ                                   
議案第１３号 八郎潟町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに     
   指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する 
        基準を定める条例の一部を改正する条例について                 
         指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準省令の一部改正により 
       指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るための 
       措置を講ずるなど、所要の規定の整備を図る必要があり、一部改正するものであります。 
                                                
       資料１２６ページ                                
   議案第１４号 八郎潟町企業誘致促進条例の一部を改正する条例について           
       中小企業誘致促進のため、事業所施設設置等助成の企業の対象要件となる投下固定資  
      産の取得価格を緩和するとともに、賃貸物件についても助成の対象とするため、一部改  
      正するものであります。                               
                                                
     資料１２９ページ                                  
 議案第１５号 八郎潟町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例    
    の制定について                                     
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    地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す     
   る法律の公布による介護保険法の一部改正により、居宅介護支援事業所の指定権限が、     
    平成３０年４月１日以降、県から市町村に移譲されることに伴い、指定居宅介護支援事    
    業者の指定基準を町条例で定める必要があることから、本条例を制定するものでありま    
    す。                                          
                                                
   資料１４１ページ                                   議
案第１６号 八郎潟町過疎地域自立促進計画の変更について                    
   過疎地域自立促進計画の事業内容に変更が生じたので、過疎地域自立促進特別措置法      
  第６条第７項の規定により議決を求めるものであります。                   
   計画の修正内容は、分散型エネルギーインフラプロジェクト（マスタープラン策定事      
  業）及び基幹水利施設ストックマネジメント事業を追加するものであります。          
                                                
  資料１４６ページ                                   議案
第１７号 八郎潟町の公の施設に係る指定管理者の指定について                  
  八郎潟町公共施設の指定管理者の指定期間が平成３０年３月３１日で満了となり、新       
 たに指定するには議会の議決が必要なため提案するものであります。               
  なお、今回指定するのは、これまでと同様に期間を３年間とし、１９の公共施設につ       
 いて指定するものであります。                                 
                                                
続きまして、平成３０年度各会計予算の概要についてご説明いたします。              そ
れでは、一般会計からご説明いたします。                       議案第１８
号 平成３０年度八郎潟町一般会計予算について                        平
成３０年度八郎潟町一般会計予算ですが、当初予算書１ページ、歳入歳出予算の総        額を
３４億６２８万８千円とし、前年度比３億３，３４９万１千円、１０．９％の増と        して
おります。 
         ８ページの「第２表 継続費」をご覧ください。教育費、中学校校舎改修事業につき 
       ましては、平成３０・３１年度の２カ年で総額２億５，５５６万９千円の継続費を設定 
       しており、そのうち実施設計業務委託分６８２万２千円を平成３０年度予算に計上して 
       おります。 
         別添の一般会計予算資料２ページをご覧ください。               
         歳入につきましては、町税、繰入金などの自主財源が総額で８億７，１４９万円と、 
       前年度比８，４９０万５千円、１０．８％の増となっております。          
        また、地方交付税、国庫支出金などの依存財源につきましては、総額で２５億３，４ 
       ７９万８千円と、前年度比２億４，８５８万６千円、１０．９％の増となっております。 
       同じく予算資料の４ページ、性質別の歳出につきましては、人件費、扶助費などの義務 
       的経費で１２億７，６１０万３千円と、前年度比７２６万１千円、０．６％の減、物件 
       費、補助費等などの消費的経費につきましては、総額で８億９，３３９万４千円と、前 
       年度比１億１，１８０万５千円、１１．１％の減、普通建設事業を主とする投資的経費 
       につきましては、総額で７億９，８０７万６千円と、前年度比４億１２３万８千円、１ 
       ０１．１％の増となっております。また、貸付金、繰出金などのその他の経費につきま 
       しては、総額で４億３，８７１万５千円と、前年度比５，１３１万９千円、１３．２％ 
       の増となっております。                              
       それでは予算の主なものをご説明いたします。                   
       歳入ですが、当初予算書１１ページをご覧ください。                
       町税に４億４，６６４万８千円を計上し、前年度比９０７万５千円の減としておりま  
      す。地方交付税は、普通交付税と特別交付税を合わせて１４億４千万円とし、前年度比  
      ２，５００万円の増としております。                        
       国庫支出金には、３億９，６１９万７千円を計上し、前年度比５，８６０万２千円の  
      増としております。増額の主な要因は、町営中嶋住宅整備事業に係る地域住宅交付金に  
      ついては、前年度比５，０５１万７千円増額したことによるものであります。      
       県支出金には、前年度比１，１８８万４千円増の２億１，２１０万円を計上しており  
      ますが、増額の主な要因は、給食調理場整備事業に係る学校給食施設整備事業補助金１， 
       ７８９万円を計上したことによるものであります。                 
        繰入金には、３億２９０万１千円を計上し、前年度比９，９６３万８千円の増として 
       おります。これは、財源不足を補うため財政調整基金繰入金に前年度比１億円増の３億 
       円を計上したことによるものであります。                     
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        町債には、前年度比１億５，３１０万円増の３億５，５４０万円を計上しております。 
        内訳につきましては、９ページの「第３表 地方債」をご覧ください。普通交付税の 
       代替財源であります臨時財政対策債が８，８００万円、給食調理場整備事業、基幹水利 
       施設ストックマネジメント事業など８事業について過疎対策事業債を総額で２億３，４ 
       ８０万円、小型動力ポンプ付軽積載車購入事業及び全国瞬時警報システム新型受信機導 
       入事業に係る緊急防災・減災事業債が３，２６０万円となっております。いずれにつき 
       ましても交付税措置のある地方債であります。                   
        なお、歳入の詳細につきましては、１４ページから４７ページまで記載しております。 
                                                
       次に歳出の主なものをご説明いたします。                     
       ５４・５５ページ、総務費では、財産管理費に新庁舎建設基本設計者選定委員報酬２  
      ５万６千円、５６・５７ページ、委託料に新庁舎建設用地地質調査業務委託料５３６万  
      ８千円、新庁舎建設基本設計業務委託料１，３５３万７千円を計上しております。    
       ６０・６１ページ、電子計算費の庁内ネットワーク器機更新作業委託料６７６万７千  
      円は、老朽化しているネットワーク器機の更新等に係るものであります。        
       また、秋田県町村電算システム共同事業組合負担金４，２７６万７千円は、平成２６  
      年度から稼働している県内町村の電算システム共同化に係る負担金で、均等割及び人口  
      割による共通経費が２７０万円、システム保守及び利用などの事業経費負担金が４，０  
      ０６万７千円であります。                              
      自治体情報セキュリティクラウド運営経費負担金１１２万円につきましては、インタ   
     ーネット接続について、秋田県のセキュリティクラウドを経由することから、接続に係   
     る運営経費及び通信回線経費等を計上したものであります。               
      ６２・６３ページ、自治振興費に湖東地域公共交通確保維持改善事業法定協議会負担   
     金４７万８千円を計上しております。これは、井川町を除く南秋田郡の地域公共交通再   
     編実施計画の策定に係るもので、秋田県及び関係町村等で構成されている法定協議会へ   
     の負担金であります。                                 
     ７６・７７ページ、社会福祉費には、社会福祉協議会事務局職員設置費補助金１，８    
    ７９万１千円を、トータルケアを推進する地域福祉協力員設置人材育成事業補助金６６    
    ３万７千円を、７８・７９ページ、国民健康保険特別会計操出金３，９３０万円をそれ    
    ぞれ計上しております。医療費給付費の扶助費には、総額で５，２６０万１千円の福祉    
    医療費を計上しております。うち、町単独分は５５７万８千円となっております。      
     ８０・８１ページ、障害福祉費には、自立支援給付費１億５，３００万６千円をはじ    
    め、総額で１億６，１５５万７千円の扶助費を計上しております。             
     ８２・８３ページ、老人福祉費の介護保険特別会計操出金には１億１，９７４万４千    
    円を計上しております。                                 
    ８８・８９ページ、児童福祉費には、保育所運営委託料１億２，９２５万９千円を、     
   また、えきまえ交流館はちパル内の子育てゾーンを拠点に事業を実施している地域子育     
   て支援センターの事業委託料７８４万８千円をそれぞれ計上しております。児童手当６，    
    ２２２万円は、中学校修業前までの児童等に支給されるもので、支給対象者４６４人分    
    を見込み計上しております。                               
    ９４・９５ページ、保健衛生費、予防費に予防接種委託料９０５万９千円を計上して     
   おります。この中には、乳幼児の感染症罹患の軽減を図るため流行性耳下腺炎（通称お     
   たふく風邪）及びロタウイルス感染に対する予防接種費用助成に係る新規の経費も含ま     
   れております。                                      
   ９６・９７ページ、健康増進事業費に総合健診委託料１，４０７万６千円を、９８・      
  ９９ページ、がん患者補正具購入費補助金１３万円を計上しております。これは、ウイ      
  ッグの購入経費の一部を助成に加え、乳房補正具購入経費の一部助成を新たに開始する      
  ものであります。また、がん検診精密検査費補助金３４万８千円につきましては、胃が      
  ん検診において、精密検査の対象となった方に検査費用の一部を新たに助成するもので      
  あります。                                         
  １００・１０１ページ、環境衛生費に湖東地区行政一部事務組合負担金の衛生費分と       
 して４８７万５千円を、後期高齢者医療費に県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担       
 金７，１５６万８千円を、後期高齢者医療特別会計操出金に事務費分及び保険基盤安定       
 分として総額で２，６３４万３千円をそれぞれ計上しております。                
  １０２・１０３ページ、塵芥処理費にあっては、ゴミ収集業者委託料に１，３２２万       
 円を計上しております。                                    
 １０４・１０５ページ、八郎湖周辺清掃事務組合負担金には５，２９３万１千円を、        
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し尿処理費では、八郎潟町・井川町衛生処理施設組合負担金１，０７９万４千円をそれ        ぞ
れ計上しております。                                     
上水道費の上水道整備事業出資金１，０６８万３千円は、水道管路緊急改善事業とし        て
実施する送水管布設替工事に係る上水道特別会計への出資金であります。補助対象経        費
から国庫支出金を差し引いた額の４分の１を出資するものであります。               
１０８・１０９ページ、農業振興費に狩猟免許等取得支援補助金８８万８千円を計上        し
ております。これは有害鳥獣の捕獲に従事する方の高齢化、減少が続いていることか        ら、
狩猟免許を取得し、猟銃を購入後、有害鳥獣の捕獲に従事する方に対して、それぞ        れ経
費の一部を補助するものであります。                             １
１０・１１１ページ、担い手農家育成対策費に経営体育成支援事業費補助金２９５        万８
千円を計上しております。これは、地域の中心となる農業法人などが融資を活用し        て農
業機械等を導入する際、導入経費の一部を補助するもので、要望のありました１法        人に
補助するものであります。                                  農
地費には、戸村地区ため池等整備事業費負担金３５１万４千円、基幹水利施設スト        ック
マネジメント事業費負担金４，８６０万円､湛水防除事業負担金３７５万円、１１         ２・
１１３ページ、特定農業用管水路等特別対策事業負担金７４０万円をそれぞれ計上        して
おります。                                         こ
のうち、基幹水利施設ストックマネジメント事業につきましては、夜叉袋地区の揚        水機
の据え付け、川口地区の揚水機の据え付け及び高架水槽の製作・据え付けに係るも        ので
あります。                                         土
地改良施設管理費の多面的機能支払交付金３，２０４万７千円につきましては、農        業・
農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動を支援するもの        で、
６団体に交付するものであります。                              １
１６・１１７ページ、商工振興費に、まちづくり活動センター管理運営委託料１，        １８
０万３千円を計上しております。これは、同センターの管理運営費に係る人件費、        光熱
水費及び燃料費などであります。また、まちづくり活動効果促進事業委託料１３０        万円
につきましては、商店街の活性化及び「おもしろ市場」の運営委託に係るものであ        りま
す。                                            １
１８・１１９ページ、はちらぼ補助金１，４９７万１千円は、主に「はちらぼハウ        ス・
商店」などの収益事業に係る人件費補助等であります。                     貸
付金には、秋田県信用保証協会貸付金３千万円を計上しております。               １
２２・１２３ページ、土木管理費に急傾斜地崩壊対策事業として総額８１７万６千        円を
計上しております。これは三倉鼻地区の落石対策として、高さ１．５ｍの防護柵を        延長
２７ｍにわたり設置するものであります。                           １
２６・１２７ページ、除雪対策費に除雪機械運転手育成支援事業補助金３０万円を        計上
しております。これは、除雪機械の運転手となる人材を育成するため、免許取得等        に要
する経費の一部を補助するものであります。                          社
会資本整備総合交付金事業には、調査測量委託料４，２０６万６千円を計上してお        りま
す。そのうち３，４００万円は、町道八郎潟駅東西線ふれあいロード橋の補修・補        強に
係る実施設計委託料であります。                               ま
た、町道整備工事８，２２８万３千円は、町道小池線道路改良、町道八郎潟線及び        町道
上沖谷地昼根下１号線の道路改修などに係るものであります。                  １
２８・１２９ページ、住宅費に木造住宅耐震改修等補助金９９万円を計上しており        ます。
これは、既存木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事に係る費用の一部を補助し、        住宅の
安全性の向上を図るものであります。                            公営
住宅整備費には総額で２億７，８６４万８千円を計上しております。これは老朽        化した
中嶋住宅について、既存の１棟４戸建ての住宅１０棟を解体し、１棟２戸建ての        住宅４
棟を新築するもので、そのほか、上・下水道管の整備、団地内の道路整備、防火        水槽の
設置経費も計上しております。                               １３
０・１３１ページ、都市計画費には、公共下水道事業特別会計操出金１億３，７        ７８万
９千円を、消防費には、湖東地区行政一部事務組合負担金１億５，０５９万１千        円をそ
れぞれ計上しております。                                 １３
４・１３５ページ、施設費の小型動力ポンプ付軽積載車購入費２，６４６万円は        消防団
に配備されている小型動力ポンプ付軽積載車の老朽化に伴い、５台を軽積載車に        更新す
るものであります。                                    １３
６・１３７ページ、災害対策費に全国瞬時警報システム新型受信機導入工事６９        ６万６
千円を計上しております。これは、国の要請により情報伝達手段の自動起動に            
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                                            要する
時間の短縮が可能となる新型受信機に更新するものであります。                １４
２・１４３ページ、教育総務費の給食調理場整備事業費に総額２億９５６万６千        円を計
上しております。これは、平成３２年度の小中併設校開設に先立ち、現中学校中        庭に調
理場を整備するものであります。また、中学校改修事業費、委託料の校舎改修工        事実施
設計業務委託料６８２万２千円は、平成３１年度から着工を予定している中学校        校舎改
修工事の実施設計に係るものであります。                          １６
０・１６１ページ、社会教育費、文化財保護費に小池板碑群覆屋等設置工事１，        ３９５
万５千円を計上しております。                               これ
は、平成２６年１１月に町文化財審議委員会から答申のあった「小池板碑群の風         化・
き損防止の措置及び対策について」を受け、風化・き損防止対策を講ずるための工        事費
であります。                                        １
７２・１７３ページ、公債費には、元金・利子を合わせ総額で３億２，０５４万５        千円
を計上しております。                                    な
お、各項目に計上されている人件費につきましては、１７４・１７５ページの給与        明細
書に記載しております。一般職につきましては、総額で４億５，５１２万４千円と        なっ
ており、前年度比３，７６８万４千円の減となっております。これは、退職手当組        合負
担金が前年度比３，２５５万円の減となっていることが大きく影響したものであり        ます。 
                                            １８０
ページ、地方債の平成３０年度未借入残高は２９億７，３３９万９千円の見込        みとなっ
ております。                                      以上が
一般会計当初予算の概要であります。                               
                                   
議長 村井 剛  ここで昼食のため、午後１時３０分まで休憩いたしたいと思います。       
         よろしくお願いいたします。                          

                                               
（午前１１時５８分） 

（ 休 憩 ） 
（午後１時３０分再開） 

                                               
議長 村井 剛  それでは午前中に引き続き再開いたします。議案第１９号 八郎潟町国民健康保険特 
       別会計予算より、説明をお願いいたします。                    
                                                
                     
    議案第１９号 平成３０年度八郎潟町国民健康保険特別会計予算について          
        １８１ページ、歳入歳出予算の総額を６億８，９７８万８千円とし、前年度比１億２， 
       ５８６万８千円、１５．４％の減としております。                 
        予算額が大幅に減額となっておりますが、これは、持続可能な医療保険制度を構築す 
       るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の成立により、平成３０年度から国保 
       財政の運営主体が県に移行となることによるものであります。            
        １９０ページから１９３ページ、歳入の主なものは、国民健康保険税に総額１億２， 
       ２０７万５千円を計上し、前年度比６６万円の増となっております。         
        １９２ページから１９５ページ、国庫支出金につきましては、国庫補助金の災害臨時 
       特例補助金１千円を存置計上し、そのほかをすべて廃目としております。       
        １９４・１９５ページ、県補助金の保険給付費等交付金に総額で５億１４５万９千円 
       を計上し、財政調整交付金及び１９６・１９７ページ県負担金につきましては廃目とし 
       ております。                                   
       一般会計繰入金には、保険基盤安定負担金、出産育児一時金、財政安定化支援事業分  
      として３，９２９万９千円を計上し、１９８・１９９ページ、前年度繰越金を２，６０  
      ２万８千円としております。                            
       ２００・２０１ページ、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金に  
      つきましては、いずれも廃目としております。                    
       ２０６・２０７ページ、歳出の主なものは、療養諸費の一般被保険者療養給付費に４  
      億９５７万３千円を、退職被保険者等療養給付費に１，５２５万８千円をそれぞれ計上  
      しております。                                   
      また、高額療養費では、一般被保険者分に５，４９９万１千円を、退職被保険者等分   
     に３９０万２千円をそれぞれ計上しております。                    
      ２１０・２１１ページ、国民健康保険事業費納付金の医療給付費分には総額で１億１， 
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        ８５９万６千円を、後期高齢者支援金等分には総額で４，０１２万９千円を、２１２・ 
       ２１３ページ、介護納付金分には１，１８３万円をそれぞれ計上しております。    
        ２１８・２１９ページ、後期高齢者支援金等からは、すべて廃目としております。  
        以上が国民健康保険特別会計予算の概要であります。               
                                                
   議案第２０号 平成３０年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計予算について          
       ２２５ページ、歳入歳出予算の総額を６，９５３万２千円とし、前年度比２９４万４  
      千円、４．４％の増としております。                        
       ２３０・２３１ページ、歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料に総額で４，３０  
      ５万８千円を、一般会計繰入金には、事務費及び保険基盤安定分を合わせ総額で２，６  
      ３４万４千円をそれぞれ計上しております。                     
                                                
      ２３４・２３５ページ、歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金に６，７   
     ０４万９千円を計上しております。                          
      以上が後期高齢者医療特別会計の概要であります。                  
                                                
     会議日程資料１４８ページをご覧ください。                      
 議案第２１号 平成３０年度八郎潟町公共下水道事業特別会計への繰り入れについて        
     一般会計から公共下水道事業特別会計への繰り入れについて、地方財政法第６条の規    
    定により議会の議決を求めるものであります。                      
                                                
議案第２２号 平成３０年度八郎潟町公共下水道事業特別会計予算について             
    ２３９ページ、歳入歳出予算の総額を３億１７０万３千円とし、前年度比２１８万９     
   千円、０．７％の増としております。                           
    ２４４・２４５ページ、歳入の主なものは、使用料に総額で７，４５０万円を、一般     
   会計繰入金に１億３，７７８万９千円をそれぞれ計上しております。             
    ２４６・２４７ページ、町債は総額で８，３７０万円としております。           
    ２４８・２４９ページ歳出の主なものは、秋田湾・雄物川流域下水道事業負担金５７     
   ２万５千円を、下水道維持管理費には総額で６，１８９万円をそれぞれ計上しておりま     
   す。                                           
   ２５０・２５１ページ、公債費は元金・利子を合わせ総額で２億３，４０１万４千円      
  としております。                                      
  以上が公共下水道事業特別会計予算の概要であります。                    
                                             議案
第２３号 平成３０年度八郎潟町介護保険特別会計予算について                  
  ２５７ページ、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を８億６，１４６万７千円とし、       
 前年度比１，６２４万８千円、１．９％の増としております。                  
  また、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は４８０万８千円とし、前年度比       
 １１６万６千円、３２％の増としております。                         
  ２６４・２６５ページ、歳入の主なものは、第１号被保険者保険料に保険料率改定分       
 を見込み１億６，１４９万円を、国庫負担金の介護給付費負担金に１億４，０９７万１       
 千円を、２６４ページから２６７ページ、国庫補助金に総額で７，７１３万６千円を、       
 支払基金交付金には総額で２億２，４３２万５千円を、県負担金の介護給付費県負担金       
 には１億２，１１８万８千円をそれぞれ計上しております。                   
  ２６８ページから２７１ページ、一般会計繰入金は総額で１億１，９７４万４千円と       
 しております。                                        
 ２７６・２７７ページ、歳出の主なものは、総務費に介護認定審査会共同設置負担金        に
３８３万２千円を計上しております。                              
２７８ページから２８１ページ、介護サービス等諸費には、総額で７億１，２４９万        ４
千円を、２８０ページから２８３ページ、介護予防サービス等諸費には、総額で１，        ４
５６万３千円を、２８２ページから２８５ページ、高額介護サービス等費には、総額        で
２，０７１万円をそれぞれ計上しております。                          ２
８４ページから２８７ページ、特定入所者介護サービス等費には総額で、５，５０        ２万
２千円を、地域支援事業費の介護予防・生活支援サービス事業費には、総額で１，        ８３
２万５千円を２８８ページから２９３ページ、包括的支援事業・任意事業費には、        総額
で１，７５６万５千円をそれぞれ計上しております。                      そ
のうち、２９２・２９３ページの生活支援体制整備事業費には、高齢者の社会参加  
       及び生活支援を目的とした生活支援体制整備事業委託料１２４万円を計上しております。 
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        以上が介護保険特別会計予算の概要であります。                 
                                                
   議案第２４号 平成３０年度八郎潟町上水道特別会計予算について              
       ３０７ページ、平成３０年度の給水予定戸数を２，６３０戸、前年度比２３戸の増、  
      年間総給水量を５３万５千立方メートル、前年度比２千立方メートルの減と見込んでお  
      ります。                                      
      ３２４・３２５ページ、主な収益的収入である給水収益には、１億３，８３６万９千   
     円を計上しております。                                
     ３２６・３２７ページ、収益的支出の主なものは、営業費用、原水及び浄水費に高度    
    浄水処理設備保守点検委託料６１４万６千円を、３２８・３２９ページ、修繕費に浄水    
    場修繕費３９９万６千円、高度浄水処理施設修繕費４０３万５千円を、動力費に浄水場    
    電気料１，４２５万６千円を、薬品費に４１６万４千円をそれぞれ計上しております。    
     配水及び給水費の漏水調査業務委託料８８万４千円は、音響探知などにより漏水箇所    
    を特定し、応急補修及び今後の管路更新の参考とするもので、平成３２年度まで実施す    
    る計画であります。                                   
    ３３０・３３１ページ、総係費の町村共同電算システム利用料２１５万９千円は、県     
   内町村の電算システム共同化に係る負担金であります。                   
    ３３２・３３３ページ、減価償却費では、有形固定資産減価償却費として５，８５３     
   万９千円を、営業外費用の企業債利息に７３０万６千円をそれぞれ計上しております。     
    ３３４・３３５ページ、資本的収入の主なものは、一般会計出資金に１，０６８万３     
   千円を、国庫補助金に２，１３６万６千円を、企業債に３，２００万円をそれぞれ計上     
   しております。いずれにつきましても生活基盤施設耐震化等交付金事業に係る収入であ     
   ります。                                         
   資本的支出の主なものは、建設改良費に生活基盤施設耐震化等交付金事業設計監理等      
  委託料７３５万５千円及び、工事請負費に同事業送水管布設替工事費５，７２４万円を      
  それぞれ計上しております。これは、法定耐用年数４０年を経過し耐震性に劣る石綿管      
  を、耐震性のある鋳鉄管に布設替えするものであります。同工事は、平成３１年度まで      
  の３カ年で１．６㎞の布設替えを計画しており、平成３０年度は、小池字梨ノ木地内か      
  ら浦大町字受取前地内までの５６０ｍについて実施するものであります。            
   また、企業債償還金には、３，０５２万６千円を計上しております。             
   以上が上水道特別会計予算の概要であります。                       
   以上の会計につきましては、地方自治法第９６条第１項第２号及び地方公営企業法第      
  ２４条第２項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。               
   よろしくご審議の上、何卒ご可決くださるようお願い申し上げます。             
                                          議長 村井 
剛  それでは、議案に対する質疑を行います。                         
   始めに、日程第７、議案第２号 平成２９年度八郎潟町一般会計補正予算（第７号）      
  について、質疑を行います。質疑ありませんか。                       
                                          議長 村井 
剛  はい、１１番 伊藤議員。                                 
                                        １１番 伊藤秋
雄 ちょっと委員会が違いますので、お聞きいたします。この質問は、実は３款２項２目       
 の２０節ということで、これ櫻庭鉄秀君の方でないでしょうか。児童措置費はどちらの       
 課？ 福祉課、はいわかりました。それでページ数で言えば３４ページになります。扶       
 助費の３２１万５千円が更正になっておりますが、このことについてちょっとお伺いし       
 ます。実は当初予算の説明では、０歳から３歳児の被扶養者ということで、これが年間       
 の延べ人数、８１６人と書いてありますが、これは医療費にかかったものでしょうか。       
 それともどういう計算でやったのかなと、それから３歳から中学校修了前まで、１歳か       
 ら２歳児と書いてありますが、こういうのはどういうことでやったのかなと、当初予算       
 で出てきます。まず補正で聞きたいなと思っております。よろしくお願いします。         
                                         福祉課長 齋
藤嘉生 ただいまのご質問にお答えいたしますが、当初見込みでは児童手当を支給する人が 
        延べ人数で５，５０８人程おりました。実績見込みが、５，３７８人と想定したよりも 
        少なかったことによる減額でございます。医療費に関してはこの児童手当には関係ござ 
        いませんので、よろしくお願いいたします。                   
                                               
１１番 伊藤秋雄 そうすれば、私も計算したら５，５０８人となっております。当初の見込みよりは、 
        かなり少なくなっているなと思いますが、年間の延べ人数というのは、医者にかかった 
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       分ですか、何となもんですか。                          
                                               
福祉課長 齋藤嘉生 医者ではない医療費関係ではなく、あくまでも児童手当とお考えいただければと思 
       います。医療費関係は、ここからは出ておりません。                
                                               
１１番 伊藤秋雄 そうすると児童手当はお金にすると、大体どの位ずついっているものですか。例えば 
       ０歳から３歳でも、データないものですか。                    
                                               
福祉課長 齋藤嘉生 すいません、補正の方のデータちょっと持ってきてございませんので、当初予算ベ 
       ースでお話ししたいと思います。                         
        まず、０歳から３歳未満の子どもに関しては、月１５，０００円が支給されます。３ 
        歳児以上から中学生までが、月１０，０００円という形になっておりまして、０歳から 
       ３歳児未満の１５，０００円の支給の方は、年間１，１７０万円程の支給となります。 
        ３歳児から中学校修了前は１０，０００円の方は、３，６６０万円位、総額合わせま 
       して６，２２０万円位の支給になります。よろしいでしょうか。           
                                               
１１番 伊藤秋雄 もう一回いいですか。                            
                                               
議長 村井 剛  同じのですか。                                
                                              １
１番 伊藤秋雄 同じことです。去年の場合は４５９人の中で、０歳から３歳、３歳から中学就学前と 
       いろいろ書いてありますが、それで５，５０８人、そうすれば同じ人がそれに入ってい 
       くものですか。                                  
                                              福
祉課長 齋藤嘉生 １年間で同じ人に支給されます。支給する月は６月、１０月、２月の３回です。よ 
       ろしいですか。                                  
                                              議
長 村井 剛  いいですかな、はい、他にありますか。７番 加藤議員。             
                                              ７
番 加藤千代美 議会運営委員会の提出議案説明資料の２ページ、住宅交付金が４，２２９万円を減額 
       しております。それと関連して、後で出てきますけども平成３０年の予算では、５，０ 
       ００万ですか増額して予算措置しておりますけれども、この住宅の交付決定が確定した 
       という理由になっておりますけども、積算する段階ではこれ過大見積もりであったのか 
       それとも価格が安くなってきてるのか、その辺はどうなんですか。          
                                               
建設課長 吉田久壽 ただいまのご質問でございますけれども、本要望でこの額を要望している訳ですけ 
       れども、配分が５０％でしたので額がガタット落ちております。それに追加配分を期待 
       しておりましたので、３月まで補正しなっかたということです。           
                                               
７番 加藤千代美 期待しておったけれども、歳入が入らなかったと、そう言うこと。        
                                               
建設課長 吉田久壽 歳入が入らなかったということです。                    
                                               
議長 村井 剛  他にありますでしょうか。はい、１０番 金議員。               
                                               
１０番 金一義  ３款の民生費の中で先程、町長のご説明がありましたけども、委託料で保育所運営委 
       託料が増となったということだけれども、園児が増えたという話であったようですけど 
       も、その園児さんが増えたというのが途中からなようですけども、どういう形の方々が 
       増えたのか、その原因となる根底にあるものが何だったのか、そうすれば潜在的な児童、 
       乳児がおるのか、その点本町の捉え方はどうなっているのかお知らせ下さい。     
                                               
福祉課長 齋藤嘉生 ただいまのご質問にお答えいたします。当初予算計上時には、園児を１０１名と見 
       込んでおりました。その後３月補正の時には１０７人位でしたが、２月末現在で１０８ 
                                                
      人に増えてございます。よってこの位の金額に増えたということがまず一つです。    
       増えた要因としましては、まず新生児の方が考えられます。後、転入してきた方もお  
      られますので、そのような結果になったものと思われます。              
                                              １
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０番 金一義  そうすると当初では、１０１人ですか、その期間中に７人に増えた方がおるわけです 
       けども、そうするとまだそういう増えそうな方々が、いらっしゃるかどうか、認定され 
       ている他にまだ保育所に歩かないでいるのか、いないのか、そこら辺がどうなのかとい 
       うことです。                                   
                                              福
祉課長 齋藤嘉生 ただいまのご質問にお答えしますが、新生児の情報だと思うんですけども、ちょっ 
       とそこまでつかんでおりませんので、ただこの後、可能性としては新生児が生まれると 
       は思っておりますけども、どの位の人数なのかまでは把握してございません。     
                                               
議長 村井 剛  はい、他にありますでしょうか。９番 近藤議員。               
                                               
９番 近藤美喜雄 ２点ばかりちょっとお伺いします。一つは、特別交付金の中にある厚生病院に対する 
       不採算地区公的病院に対する、特別交付税の手当の関係でありますけども、これは従来 
       の形で補填されてきた、私ちょっと気が付かなかったですけども、こういう風な名称が 
       内訳としてあったのかどうか、こういう風なことがちょっと気に掛かりました。    
        このたびの状況を見ますと、町の方で補填する補助金というのは５００万程、そして 
        ここで手当されているのが、４００万程、端数ありますけどもこういう風な状況で行き 
       ますと、約８割程入ってることになりますけども、こういう風なことの流れでこの後も 
       続いて行くものなのかどうか、ちょっとその状況をお知らせ下さい。         
        それからもう一点、分散型エネルギーインフラプロジェクトですけれども、これは今 
       委託料の関係を減額したり、あるいは起債の関係が出てきたりしてますけども、いずれ 
       これから具体的な計画を検討してると、こういう風なことになりますが、これは言うな 
       れば我々素人からすると、中央業者が八郎潟町で何をやるかということを全て取捨選択 
       するといいますか、決定していくというか、そういう風なことをしていくものなのかど 
       うか、あるいは地域の中で町の中で色々な専門家なり、あるいは例えば極端に言えば大 
       学の先生なり、あるいは農業団体なり、農業者なり、農業法人なりの色んなそういう風 
       な意見を集約する場があって、それが反映されていくものなのかどうか、まったく中央 
       業者の方へ依存してしまうものなのかどうか、この２点についてお伺いします。    
                                               
議長 村井 剛  小野総務課長。                                
                                              総
務課長 小野良幸 ただいまのご質問にお答えいたします。始めに、特別交付税でございますが、湖東 
       厚生病院に対する不採算地区公的医療分につきましては、これは湖東厚生に補助してか 
       らずっと同じ制度のもとに、補助金を交付しております。              
        今までそこの特別な不採算地区という説明はしてこなかった訳でございますけども、 
       これが何かと言いますと、病院の１床当たり、１３０万円を国が交付するというもので 
       ございまして、湖東厚生病院の場合、１００床ございますので１億３，０００万円が南 
       秋地区の各町村の方に按分で振り分けて交付されております。その交付された額が今年 
       度については、４，００７万３千円で、昨年度までは１床当たり１３０万円で入ってき 
       ておりましたけども、今年度から国の方の予算が不足しまして、約８割に近い減額をし 
       て交付されております。                              
       後それから、分散型エネルギーの事業内容でございますけども、明日の一般質問の方  
      にも若干出ております関係上、詳しくは説明出来ませんけども、事業の取捨選択につき  
      ましては、今回委託をした事業者さんの方に、こちらの希望とする事業について熱エネ  
      ルギーの活用がどうなのかといったことをお願いしております。            
       それで他の町民ですとか、大学の先生ですとか意見集約の場があるのかというご質問  
      については、無いということでお答えしておきます。以上でございます。        
                                               
議長 村井 剛  はい、よろしいでしょうか。他にありますでしょうか。             
                   （質疑なしの声あり）                  
                                               
議長 村井 剛  ないようですので、質疑なしと認めます。                   
         これにて、議案第２号についての質疑を終わります。              
                                               
議長 村井 剛  次に、日程第８、議案第３号 平成２９年度八郎潟町国民健康保険特別会計補正  
       予算（第４号）について、質疑を行います。質疑ありませんか。           
                    （質疑なしの声あり）                 
                                              議
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長 村井 剛  ないようですので、質疑なしと認めます。                    
        議案第３号についての質疑を終わります。                    
        次に、日程第９、議案第４号 平成２９年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計    
       補正予算（第４号）について、質疑を行います。質疑ありませんか。         
                    （質疑なしの声あり）                 
                                              議
長 村井 剛  質疑なしと認めます。議案第４号についての質疑を終わります。          
        次に、日程第１０、議案第５号 平成２９年度八郎潟町公共下水道事業特別会    
       計補正予算（第１号）について、質疑を行います。質疑ありませんか。        
                    （質疑なしの声あり）                  
                                             議長 
村井 剛  質疑なしと認めます。議案第５号についての質疑を終わります。            
      次に、日程第１１、議案第６号 平成２９年度八郎潟町介護保険特別会計補正      
     予算（第３号）について、質疑を行います。質疑ありませんか。             
                   （質疑なしの声あり）                  
                                            議長 
村井 剛  質疑なしと認めます。議案第６号についての質疑を終わります。            
      次に、日程第１２、議案第７号 八郎潟町営住宅条例の一部を改正する条例        
    について質疑を行います。質疑ありませんか。                      
                  （質疑なしの声あり）                   
                                           議長 村
井 剛  質疑なしと認めます。議案第７号についての質疑を終わります。             
     次に、日程第１３、議案第８号 八郎潟町国民健康保険条例の一部を改正す         
   る条例について、質疑を行います。質疑ありませんか。はい、７番 加藤議員。        
                                          ７番 加藤
千代美 議案第８号の葬祭費が、６万円から５万円に下がった訳なんですが、周辺市         
   町村の動向を見て下げたという説明になっておりますけども、以前に八郎潟町で６万円     
    にした根拠とそれから周辺市町村が５万円だという関連する資料を、委員会までに提出    
     できるよう要請しておきます。                            
                                            副町長 
千田 清 保健課の方の担当でございますので、資料提出したいと思います。            
                                           議長 村
井 剛  他にありますでしょうか。                               
             （質疑なしの声あり）                        
                                          議長 村井 
剛  質疑なしと認めます。議案第８号についての質疑を終わります。               
  次に、日程第１４、議案第９号 八郎潟町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正       
  する条例について、質疑を行います。質疑ありませんか。                   
            （質疑なしの声あり）                         
                                         議長 村井 
剛  質疑なしと認めます。議案第９号についての質疑を終わります。               
   次に、日程第１５、議案第１０号 八郎潟町介護保険条例の一部を改正する条例につ      
  いて、質疑を行います。質疑ありませんか。                         
            （質疑なしの声あり）                         
                                          議長 村井 
剛  質疑なしと認めます。議案第１０号についての質疑を終わります。              
   次に、日程第１６、議案第１１号 八郎潟町指定介護予防支援の人員及び運営並びに      
  指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める      
  条例の一部を改正する条例について、質疑を行います。質疑ありませんか。           
            （質疑なしの声あり）                    

      
議長 村井 剛  質疑なしと認めます。議案第１１号についての質疑を終わります。        
         次に、日程第１７、議案第１２号 八郎潟町指定地域密着型サービスの事業の人員、  
        設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、質疑を行いま 
        す。質疑ありませんか。                            
                  （質疑なしの声あり）                   
                                               
議長 村井 剛  質疑なしと認めます。議案第１２号についての質疑を終わります。        
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         次に、日程第１８、議案第１３号 八郎潟町指定地域密着型介護予防サービスの人員 
       、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的 
        な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、質疑を行いま 
        す。質疑ありませんか。                            
                  （質疑なしの声あり）                   
                                               
議長 村井 剛  質疑なしと認めます。議案第１３号についての質疑を終わります。        
         次に、日程第１９、議案第１４号 八郎潟町企業誘致促進条例の一部を改正する条例 
       について、質疑を行います。質疑ありませんか。はい、９番 近藤議員。       
                                               
９番 近藤美喜雄 １４号については、ここにある内容については異議はございません。ただ私はこれと 
       付帯して、いわゆるその企業という、まだ体を成していないような状況というのは、よ 
       くいま各町村で取り上げられております。いわゆる研究機関とか色んなことを取り上げ 
       ておりまして、そういう風なものから、いわゆる私方で来て欲しいと、やって欲しいと 
       いう風なことが盛んに取り上げられていますので、そういう風な意味でこの条例の前段 
       と言えば変ですが、ここまで行く前の段階でそういう風な状況を捉まえて、八郎潟町も 
       総合的に企業に向いているなという風なイメージを持っていただくということを希望し 
       てこれは具体的に何という風なことは申し上げませんけども、そういう風なこの条例の 
       他にそういう風なものを誘導出来るような、そういう風な条例規則というようなものを、 
       この後ご検討いただきたいという風に思います。よろしく。             
                                               
議長 村井 剛  要望という形で捉えておきたいと存じます。他に質疑ありますでしょうか。    
                  （質疑なしの声あり）                   
                                               
議長 村井 剛  質疑なしと認めます。議案第１４号についての質疑を終わります。        
         次に、日程第２０、議案第１５号 八郎潟町指定居宅介護支援等の人員及び運営に関 
       する基準を定める条例の制定について、質疑を行います。質疑ありませんか。     
                 （質疑なしの声あり）                    
                                               
議長 村井 剛  質疑なしと認めます。議案第１５号についての質疑を終わります。        
         次に、日程第２１、議案第１６号 八郎潟町過疎地域自立促進計画の変更について、 
       質疑を行います。質疑ありませんか。はい、９番 近藤議員。            
                                               
９番 近藤美喜雄 これはちょっと我々からすると、この資料を見て解釈せざるを得ない訳ですけれども、 
       計画の変更でありまして、変更前と変更後と対比されております。この中で変更後の中 
       で、これは１４４ページから１４５ページですけども、この中で農家の所得向上を図る 
       ため効果価値な特産品を開発、生産態勢を設置すると、こういう風なことを書いており 
       ます、①のところに、こういう風なことからいくと、当然農家個人という風な考え方を 
       おそらく超えていくのかなという感じがしますけども、その解釈、例えば農業法人でも 
       何でも農業団体でも、何でも、いわゆる農業界全体を指しているのか、農家個人だけを 
       指しているのかこの点をちょっと一つお聞きしたいと思います。           
        後それから、③のところの事業効果の所に本町農家も含めた特産品の生産態勢が築か 
       れることでという風なことを書いております。本町農家も含めたということは、本町農 
       家以外の視野に入ってると解釈されるものでしょうか。どうでしょうか。この２点を一 
       つ。                                       
                                              議
長 村井 剛  はい、小野総務課長。                              
                                             総務
課長 小野良幸 ただ今のご質問でございますけれども、前段の農家所得については個人なのか、法  
      人なのかと言うご質問でございますが、全て関係者の方については所得控除を図りたい  
      と思っていることの意味でございます。後段の本町の他も含めたと言うことについては、 
       今、分散型エネルギーのマスタープランを策定におきまして、明日の一般質問にも関わ 
                                                
      ってきますけれども、町外の事業者さんも関わってくること、となることが予想されて  
      おります。それを踏まえましての本町の他も含めた特産品の生産態勢と言う意味合いで  
      書かせていただいております。以上でございます。                  
                                              議
長 村井 剛  はい、よろしいでしょうか。他にありませんでしょうか。             
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                 （質疑なしの声あり）                    
                                              議
長 村井 剛  ないようですので、質疑なしと認めます。議案第１６号についての質疑を終わります。 
        次に、日程第２２、議案第１７号 八郎潟町の公の施設に係る指定管理者の指定につ 
        いて、質疑を行います。質疑ありませんか。                   
                  （質疑なしの声あり）                   
                                               
議長 村井 剛  質疑なしと認めます。議案第１７号についての質疑を終わります。        
         次に、日程第２３、議案第１８号 平成３０年度八郎潟町一般会計予算について、質 
        疑を行います。質疑ありませんか。はい、７番 加藤議員。            
                                               
７番 加藤千代美 歳入部門についてお伺いします。歳入の中で町税が減額になって落ちていますよね、 
       その落ちている歳入部門の町税の方の何が落ちてきたのか一つお願いします。それから 
       補正の段階でも申し上げましたけども、地域住宅交付金、５，８６０万２千円の増とな 
       っていると書いてありますけども、この積算の基礎は、前年度と比較して確かなもので 
       あるかどうか、ということであります。間違うと過大見積もりになるということであり 
       ます。それから町債についてお伺いします。町債の中の臨時対策債というのがあります 
       ね、臨時対策債というのは、交付税で認められなかったものについて臨時対策債を発行 
       するという考え方であったと思うんですが、これは歳入が確保されないときに政府が用 
       いた制度だと思っているんですけども、その点の解釈を一つお願いしたいと思います。 
        １３ページ、狩猟免許の取得なんですが、この中で猟銃の購入とかそういうものがあ 
       ります。狩猟の免許の中には、銃による規制の他に罠による規則もある訳ですよ、この 
       罠に関する免許取得については補助するのかどうか、それをお伺いします。      
        それから１４ページ、土地改良施設管理費の中の多面的機能支払交付金、３，２０４ 
       万７千円を６団体に交付するとなっております。この６団体に対して、１団体で幾らほ 
       ど交付するのか、その詳細がわかったら各団体毎に教えて欲しいと思います。     
        それともう一つですが、はちらぼの人件費については、これ計画の段階で２年間補助 
       するということを私伺っておりますけども、これはそういう考えであるのか、それで今 
       年はこれ１年目なのかどうかについてお答え願いたいと思います。以上です。     
                                               
議長 村井 剛  そうすれば１番から町税について、税務課長。                 
                                               
税務課長 千田浩美 町税の何が落ちているかということでありますけども、固定資産税の現年度分でご 
        ざいます。こちらは３年の評価替えに当たる年でありまして、それの減額分を見込んで 
        約８６９万８千円程減額しております。                     
         それからもう一つ、町たばこ税でございます。こちらは昨年度よりも２１１万６千円 
        減額となっております。これは喫煙者の減によるものとして推定しております。以上で 
        ございます。                                  
                                              議
長 村井 剛  次、吉田建設課長。                               
                                             建設
課長 吉田久壽 住宅の工事費の内訳でございますけれども、２億６，３４９万円の内、１戸１棟４  
      棟建てるということで、大体１億５，０００万、それから解体工事費が３，８００万、  
      道路工事費が４，９００万、給水工事、下水道工事、防火水槽設置工事等これら全部積  
      み上げをしまして、２億６，３４９万円となっております。              
                                              議
長 村井 剛  はい、小野総務課長。                              
                                             総務
課長 小野良幸 臨時財政対策債の解釈のことでありますが、普通交付税の一部について地方公共団  
      体がこの念書の元にお金を借りることが出来ると、その借入額については後年のまた交  
      付税の方に基準財政需要額として算入されるという風に解釈、という風な仕組みになっ  
      ております。今年度８００万の予算計上につきましては、この地方公共団体の基準財政  
       需要額と収入額を加えまして、不足する交付税見込み額のうち、これまでの借入実績を 
       元に、発行可能な額、満額を計上してございます。以上です。            
                                               
議長 村井 剛  次、加藤産業課長。                              
                                              産
業課長 加藤貞憲 お答えしたいと思います。まず始め狩猟免許の取得に関するものでございますが、 
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       これにつきましては、被害防止計画に当たる実施隊員がわが町、猟友会の会員となって 
       おります。そのため、会員になっていただく皆様には狩猟免許を取得していただきたい 
       と思います。委員ご指摘のとおり、箱罠等も使用しておりますが、本町ではあくまでも 
       熊の被害に対応してるものでございます。                     
        それと多面的の６団体の支払い内訳でございますが、これにつきましては一般会計の 
       歳入歳出の産業課関係の予算概要と一緒に、皆さんにお配りしたいと思います。    
        それから、はちらぼの人件費につきましては、当初お話ししたように、まず２年間の 
       支払いの方法については、開店してからは５０％、２年目からの分については２５％と 
        お話ししておりますが、それ以後については、以前の議会でもお話ししたとおり、それ 

         相応にお互いに協議しながら、経営状況を考えながら示していきたいと考えております。 
        以上です。                                   
                                                    議
長 村井 剛  はい、よろしいでしょうか。他にありませんでしょうか。４番 三戸議員。     
                                              ４
番 三戸留吉  １３７ページの町民課の全国瞬時警報システム新型受信機導入工事、これ今の防災無 
       線に繋がる新たな機械を導入、何かそれとも塔を建てるとか、その内容をちょっと教え 
       て下さい。                                    
                                              町
民課長 一ノ関一人 受信機については、Ｊアラート関係の受信機となります。それで平成３０年度で 
       この受信機について容量が足りないということで、３１年度から今までの物を使ってい 
       れば、容量不足で対応出来ないという風なことで今回更新するものでございます。   
                                               
議長 村井 剛  よろしいでしょうか。他にありませんでしょうか。はい、７番 加藤議員。    
                                               
７番 加藤千代美  産業課長にもう一つお伺いしますけども、さっきの件ですが、猟友会員にならない 
       と他の免許は取れないということですか。今、新しく狩猟免許を持っていなくて、罠の 
       資格を取りたいといった場合には、猟友会に所属しないと取れないという解釈ですか。 
                                               
産業課長 加藤貞憲 今回予算が３０年度当初予算で計上させていただきました。その後に要望、要領を 
       整理する訳ですが、その中にあって、わが町では熊被害が年々多くなっております。そ 
       の熊被害に対する対策のためであり、今いる猟友会の会員の皆様、かなり高齢になって 
       きておりますので、その皆様の手助けとなるべく、また次の後継者となるべく方々の育 
       成に考えております。以上です。                         
                                               
議長 村井 剛  よろしいでしょうか。次にありましたら、はい、９番 近藤議員。        
                                               
９番 近藤美喜雄 単純なことですけれど、４点ばかりちょっとお伺いいたします。一つは５５ページ、 
       ここに新庁舎建設基本設計者選定委員報酬というのが、２５万６千円程あります。これ 
       はちょっと私は、今までの関係からすると意味がピンとこないので、どういう風なこと 
       をする会議、委員なのか、というのは２５万６千円というのは一目見たらちょっと多い 
       なと、その委員会からすれば多いんじゃないかなと思ったんだけれども、役割、内容が 
       わからないので、どういう風なことをするのかこれが一点、それからもう一つ、まだあ 
       りますけど５７ページ、新庁舎建設の地質調査の関係です。これ我々今になってもう大 
       部昔の話しなんでわからないけれども、いわゆる役場の隣に同じ敷地の中へ建てるとい 
       う風なことになっているようですから、これは今までの従来の地質調査を引用出来な  
       いものなのかどうか、昔はよく例えば、なんぼ位離れていれば大丈夫だとかっていう話 
       しがあったりしたような記憶があります。まったくここは同じ敷地内と解釈すれば、そ 
       のことはどうなのか、この点が一つ、それから次は６３ページ、ここにいわゆる湖東地 
       域公共交通確保維持改善事業法定協議会、この法定協議会というのはまず今、おそらく 
       これ話題の委員会ですので、法定協議会というのは今出来た、これから稼働するだろう 
       とは思いますけども、この役割なり、その意義なり、こういうのがもうちょっと解説し 
       て教えていただきたいなと、ただ単に会議を開けばいいのかなという感じもあったけど 
       県を入れてですね、そういう風な考えですけども、法定協議会なるものを定めてやらな 
       ければならないと、そこら辺ちょっとご説明お願いいたします。           
        それから同じページの所に、さきがけの懇談会があります。これ昔といいますか、大 
       部昔あったと思いますが、大部議会で議論されて、これは取りやめしたんですその当時 
       の首長さんが、だからそういうようなこともあるので、いま一応もう一回これ予算計上 
       されてきてるので、そこら辺の考え方とは一体どういう具合に整理されたものかどうか、 
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       私もあの当時の感想から言うと、私は廃止することには賛成ではなかったです。何故こ 
       れがだめなのかという意味を私は持っていたけれども、今まずそれを復活させるという 
       そこいら辺の考え方、かっていわゆる取り上げしたものを復活させる考え方、ここいら 
       辺についてちょっとお伺いしたいと思います。                   
        それから最後になりますけども、もう一点だけ、実は今の新年度予算、これ非常に当 
       局、苦労してやっていると思います、１０％程増えていると、町長の行政報告の中にも 
       あったけれども、これから大きな事業がそろそろ入ってきている関係もあります。そう 
       いう風なことからすると、事業費が予算が増えてくるかなと思いますけども、その中で 
       私はこの予算の説明資料の、若干いくつかの感想ですけども、いわゆる自主財源、依存 
       財源、大きく分けますと、昔からそういう風な分け方というのはあったんですが、非常 
       に対比している２年間だけを見ますと、非常に整然と整理されているという風なことで 
       良くやっているなというイメージがあります。                   
        まったく自主財源も依存財源も前年度と今年度の場合は、ほぼ横並びという状況で、 
       ただ、確かに大型の事業が少しずつ入ってきてるという状況のようであります。それで 
       何故これを敢えて言うかと言いますと、実は今の町長が就任当時、町の実質公債比率と 
       いうのは最悪の状態でした。これはおそらくこのままにしておくと、大変な状況になる 
       なということであった訳ですけども、色んな面で解決したといいますか、いわゆる出来 
       るものについては借金を返した、はっきり言えばそういう風なこと、或いは積立金を増 
       やした、色んなことをやってきて、今見ると例えば地方債、これについてもおそらくそ 
       の当時と比べるとかなり減ってると思います。それから後、基金についても大部増えた 
       訳ですよね、もうおそらく５分の１、６分の１位しかなかったものだと思いますけども、 
       今もう大体３０億近くありますから、今年の場合は３億取り崩ししてますけども、２６ 
       億位見てますが、ただ最近のやり方を見てると決算時点になると取り崩しした額よりも、 
       基金の方が多くなってる場合が多々ある訳です。だからそういう風なことからすると非 
       常に頑張ってるなというイメージがあります。そのことは一つ付け加えたいと思ったと 
       ころですけれども、ただそこで一つだけお願いがあります。と言うのは今の教育関係の 
       予算が出てきました。皆さんも見てると思いますけども、国、県の補助金というのは、 
       ほとんど無い、ほとんどが自主財源、或いは起債こういう風なことになる訳ですけれど 
       も、昔からこういう傾向にあると思います。ただ、今子どものため、或いは子どもの環 
       境を整える、或いは子育てをする環境を整える、こういうことが盛んに議論されており 
       ますから、やはりこいう風なものも一つ何とか国の方でも、県の方でも今まで通りじゃ 
       なくて、ちょっと取り上げてもらうようにお願い出来ないものかと、いわゆるそういう 
       風に全県的に、或いは地域的に働きかけをしていただきたい、とこう思ってます。   
        特にこの後、役場庁舎の問題も出てきます。これも案外補助金おそらく無い、まとも 
       にいきますと無いはずですけども、そうなってくると借金に頼らざるを得ない、基金は 
       大幅に取り崩さなければいけない、こういう状況になる可能性がありますので、やっぱ 
       り頼るところは国とか県ですから、何とか一つ今の学校環境も含めてもうちょっと色ん 
       な工夫が出来ないものかどうか、或いはお願いが出来ないものかどうか、改めてこの地 
       域でまた議論していただきたいと思ってますので、よろしく一つ。          
                                       
議長 村井 剛  小野総務課長。                               
                                               
総務課長 小野良幸 ただ今のご質問でございますけれども、５５ページの新庁舎建設基本設計者選定委 
       員、この委員の方がどういうことをするのかというご質問でございます。       
        まず、この基本設計の選定に当たりましては、公募型プロポーザルという手法を用い 
       たいと思っております。分散型エネルギーでも同じ手法を使ってやっていた訳なんです 
       けれども、従来の指名型の一般競争でありますと、価格の競争だけに終わってしまいま 
       す。しかしながら、庁舎につきましてはその額だけではなくて、町民から愛される庁舎 
       になっていただきたいということで、そのストップ的な所も含めまして、トータル的に 
       業者を選びたいというやり方でございます。                    
                                                
       この業者の選定につきましては、町の方で対象となる事業者の企業に資格を持ってい  
      る従業員の方がどの位いるかとか、例えば１級建築士がどの位いるかとか、それからそ  
      の態勢はどうなのかとかについて、全部こちらの方でその範囲以内ということで公募を  
      いたします。その公募をするための条件を整えるための会議から参画していただきます  
      その委員の人達には、その公募が実際に始まって公募した場合には、今度事業者の選定  
      をしていただきます。そういった風に会議が３回から４回位想定しておりますけども、  
      ５人位の委員を想定しておりまして、金額もこのように若干膨らんでおります。     
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       それから地質調査でございますけども、確かに改善センターを建てる時にも地質調査  
      をしてございました。その時のを引用出来ないかということで、引用出来るとなれば確  
      かにいらない費用ですので、それに越したことはございませんけども、当初予算では確  
      実性を図って計上させていただいております。                    
       あと６３ページの南秋地域公共交通でございますけども、この法定協議会の負担金、  
      この協議会の役割でございますけども、２９年度において形成網計画を策定しておりま  
      す。ここについては法定協が必要であったということからこの名前を使いまして、３０  
      年度についても、この計画の後の実施再編計画について同じメンバーでまた審議をして  
      いたさきたいということで、この法定協という名前を使わさせていただきました。実際  
      ３０年度に策定する予定の形成計画につきましては、本格的な議論が始まることになり  
      ます。住民の要望も自分達の町にとって有利なものになるような意見がどんどん出てき  
      ます。これまで関わっていただいた委員の皆さんからも加わっていただきながら、より  
      良いものを作っていきたいということでの、法定協議会ということにさせていただいて  
      おります。                                     
      財政関係のお話しございましたけども、今後、大型の事業を控えまして各種基金、こ   
     れまで積立してきた基金を上手に活用しながら、また色んな事業の各種補助金等を活用   
     しながら、そこら辺は今後財政計画を立てながら将来に繋がる財政運営に向けて進めて   
     参りたいと思っております。さきがけ政経懇話会については、町長からお願いします。、  
                                              町
長 畠山菊夫  お答えいたします。経緯について、県南の３町村がこの政経懇談会に入っております。 
        これが全県的に進めようということで、魁新報社の方から加入して下さいということ 
       で、連絡協議会の方にもきました。県北も中央も今後足並みを揃えて入る予定としてお 
       ります。                                     
       それで近藤議員言われるように、以前これについては前町長さんが取り消した経緯が  
      ございますけども、自費で払えばいいということになるんですけども、昼食を兼ねての  
      色々な情報交換、そしてまた色んな勉強会みたいなものもありまして、自費で払えばい  
      いんですが、県南の方が公費を使ってやっておりますので、足並み揃えるということで  
      このように置いております。以上です。                       
                                               
議長 村井 剛  よろしいでしょうか。他にありますでしょうか。１番 小柳議員。        
                                               
１番 小柳 聡  昨年度の、私一般質問でふるさと納税についてお話しさせていただいたので、ちょっ 
       と触れさせていただきたいんですけども、ふるさと納税の返礼金が約８８万円の減とな 
       っております。ふるさと納税の返礼品に関しては、バリエーションということで増やし 
       ていただいたことは、とても有り難いことなんですけども、その後制度が変わりまして、 
       返礼品の抑制ということがありました。これ返礼品の抑制による減額なのか、そもそも 
       件数が減っているのかというところをお伺いしたいと思います。           
                                               
総務課長 小野良幸 ただ今のご質問でございますが、両方でございます。返礼品につきまして、総務省 
       の通達により寄付額の３割程度内に抑えてくださいといった要請に基づきまして、今年 
       度見直しをかけております。その結果、マガモ肉につきましては、これまで５千円寄付 
       された方には、半羽分、１万円寄付された方には１羽分のマガモを、総務省の通達の前 
       までは行っておりましたけれども、３分の１以内ということで仕組みを改めましたが、 
       やはりふるさと納税をされた方の件数は、かなり減っております。２８年度につきまし 
       ては、２８年４月から２９年３月までは、２８３件でございましたが、２９年度は２月 
       までの累計でございますが、１１７件と半数以下になっております。         
        特に５千円の寄付につきましては、２８年度、１２３件から２７件、１万円寄付の方 
       は１４９件から６３件でございます。１０万円以上の大口寄付の方については、だいた 
       い横並びの金額、人数で推移してございます。その関係で今年度の返礼品の予算額につ 
       きましては、２９年度の実績を考慮した形の予算措置となっております。       
                                               
議長 村井 剛  はい、次に３番 伊藤議員。                         
                                               
３番 伊藤敦朗  一つお聞きしたいんですけども、説明資料の１５ページですが、八郎潟駅の東西ふれ 
       あいロード橋の設計委託料ということで、３，４００万計上されておりますが、３，４ 
       ００万というと我々の感覚でいうと、大体工事費として３億前後位の工事費だという感 
       覚でおりますけども、以前視察に行った段階では塗装の塗り替えだとか、錆止めとかと 
       いうことの説明でありましたので、今回どういう工事内容なのか、それをお知らせいた 
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       だきたいと思います。                              
                                               
建設課長 吉田久壽 お答えいたします。ふれあいロードの概略設計を２９年度実施しまして、その中で 
       橋脚の杭が杭長６ｍなんですけども、それ以後大震災あったりしまして、その６ｍのと 
       ころが液状化現象の中にありますんで、液状化現象を避けるために杭打ちがＮ値２１ｍ 
        かかる訳です。それですと巨額な費用かかることから、橋脚を補強するのか、出来るの 
       かということも含めての設計委託でございます。それが大体３千万位で殆ど設計委託料 
       となります。以上です。                              
                                              ３
番 伊藤敦朗  そうすると、杭打ち直しとかという感じになるのですか。             
                                              建
設課長 吉田久壽 杭打ち直し等については、これからＪＲと協議してあらゆる方法を考えてやるとい 
       うことですので、ただ打つか打たないかは、わからない範囲でございます。      
                                               
３番 伊藤敦朗  委員会も一緒ですので、この後委員会の方でお願いします。           
                                               
議長 村井 剛  次ありませんか、６番 北嶋議員。                      
                                               
６番 北嶋賢子  はい、６番です。予算書の１１９ページ、はちらぼ補助金、１，４９７万１千円のそ 
         の下です。店舗出店改修等補助金の存置項目が置かれております。先程、町長が商工振 
       興関係では商店街の活性化に資するため、店舗の出店や改修により、集客力や買い物環 
       境の向上に係る経費について支援してまいりますという風に、先程、施政方針の中で述 
       べられました。解釈としてはどういうことなのか、それとも意欲のある商店主さん達に 
       は応援するという風に解釈したらいいか、そこら辺ちょっとお願いします。             

                                                 
議長 村井 剛  加藤産業課長。                                
                                              産
業課長 加藤貞憲 ただ今のご質問にお答えしたいと思います。町長が議案のために説明したことなん 
       ですが、要はただ古くなったから直しますよ、冷蔵庫が古くなって更新しなければいけ 
       ないから買いますよということではなくて、あくまでもお客さんの集客をどのようにす 
       るか、売上を向上するためにはどのようなことをしなければいけないか、店ではどのよ 
       うな検討をするのか、そのようなことを考えてもらいながら、この事業を活用してもら 
        いたいと考えております。以上です。                      
                                               
議長 村井 剛  他にありますでしょうか。はい、１１番 伊藤議員。              
                                               
１１番 伊藤秋雄 一点だけお伺いします。ページ数では９９ページ、４款の１項の、それで節では１９ 
       のところ、主に癌の補助となっておりますが、４７万８千円とありますが、本町では胃 
       癌の方には、３４万８千円があります。色々な癌がありますが、本町ではどの位の癌患 
       者がいるのか、データがあるものでしょうか。今日の朝の民間のテレビでも入っており 
       ましたが、色々でてますが前立腺癌が９０何％あるということで、癌が非常に注目され 
       ておりますが、何故、胃癌だけを取り入れたのかここら辺をちょっと説明お願いします。 
                                               
議長 村井 剛  小野総務課長。                                
                                              総
務課長 小野良幸 保健課の部分でございますけれども、患者数については後で確認をして、ご報告さ 
       せていただきたいと思います。また他の癌についての対策等の考え方についても、確認 
       して報告したいとおもいます。                          
                                                
                                              議
長 村井 剛  他にありますでしょうか。４番 三戸議員。                   
                                              ４
番 三戸留吉  町民課長、もう一つ。小型動力ポンプの更新ですが、５台ということですが、これ１ 
       台５００万位の予算だということだけれども、そうすれば、いま本部である軽に全部装 
       備されたものか、それとも単純にポンプ付いた他の町村にある、あの軽なのか。    
                                               
町民課長 一ノ関一人 車両本体ですけれども、今現在５分団にある車両ですけど、これ２人乗りですけ 
       れども各分団に配備されるのは、４人乗りとなります。それから中に付属として、購入 
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       するのは小型ポンプのみでございます。以上でございます。              
                                              ４
番 三戸留吉  小型ポンプだけ、そうすれば今現在使ってる小型ポンプは引き取りとか何かそういう 
       のあるの。                                    
                                              町
民課長 一ノ関一人 それで今まで使ってあったポンプも使う予定でございます。例えば、馬場目川の 
       水が増水して逆流した場合、新しいポンプでなくて今まであるポンプを活用して、新し 
       いポンプは火災等に使用するというような形にしております。以上でございます。   
                                               
４番 三戸留吉  そうすれば、例えば今７分団ある訳ですよ、７つの分団のポンプ、全部防災センター 
        に置くということ。                               
                                              町
民課長 一ノ関一人 この間の日曜日、幹部会議行いましたけれども、各分団に置いてもらうことにし 
       ております。ただし、まず狭い場合は防災センターの隣のところに置いてもいいのでは 
       ないかと想定しております。                           
                                               
議長 村井 剛  他にありますでしょうか。２番 柳田議員。                  
                                               
２番 柳田裕平  予算書１３１ページ、真ん中辺なんですが、八郎潟町街区公園整備工事というのは、 
       場所どこになるのかちょっとお聞きしたいんですけども。              
                                               
議長 村井 剛  吉田建設課長。                                
                                              建
設課長 吉田久壽 都市計画決定公園でして、中嶋３１区の大道街区公園、それから中久保街区公園、 
       家ノ後街区公園、中田街区公園、昼根下街区公園の５ヶ所でございます。       
                                               
議長 村井 剛  他にありますでしょうか。はい、１０番 金議員。               
                                               
１０番 金一義  １０款ですけども、教育費の中で１項に委託料ということで、調理場建設工事設計監 
       理業務委託料とありますけれども、この算出方法、どういう形で算出されてこの金額に 
       なってきたのか、それと合わせてこの下の委託料１３の、校舎改修工事実施設計業務委 
       託料とありますけども、まず調理場の委託料の５００某かの金額の根拠ですね、これ  
       を詳しく教えて下さい。                              
                                              議
長 村井 剛  村井教育課長。                                 
                                             教育
課長 村井健一 ただ今の質問にお答えします。まず給食調理場の委託料、５，０９１千円ですが、  
      次の中学校の改修事業の校舎改修の実施設計委託料も含めまして、ですけども今すでに  
      基本設計、３月１５まで業者委託しております。その中で概算工事費を含めました事業  
      費算定の中から算出されたものでございます。以上です。               
                                               
１０番 金一義  そうするとこれは、今の答弁だとちょっと根拠がない訳ですね、はっきり言って、そ 
       の工事の中からということで、それじゃなくて試算するためには色んな法則があると思 
       う訳ですよ、そうすればそこら辺は、どなたが数字を試算してこういう数字を出したの 
       か、ただ漠然とこういう２億某かのこれから持ってきた数字というのは、この数字は出 
       ないと思うんです。                                
                                              教
育課長 村井健一 いずれにしましても、先般、全員協議会或いは保護者説明会でも、概算事業費を公 
       表しております。その中には工事費のみならず、今言った設計或いは工事監理も含めま 
       して、今、金議員言われますように実際今後、この後発注する時は当然積み上げによっ 
       て色んな積算積み上げで、委託発注はする予定ではございますが、この段階では基本設 
       計業者からの概算見積もりによる予算計上となっております。            
                                               
１０番 金一義  そうするとこの数字というのは、業者さんの数字だということですか。例えば、業者 
       さんだとすれば何社の業者さんから見積もりを取ったのか、特定の業者との数字なのか 
       そこら辺やっぱり、ただ漠然と今これから云々という数字で、その根拠がやっぱりはっ 
       きり摑まえていないと、ただ総体的なそうするとこの建設工事費も数字なんかも、いい 
       加減な数字になっちゃうじゃないですか、まずね、そこら辺まず根拠のある数字は、役 
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       場の方のどなたが立ち会って、どなたとどなたが見てそういう数字になったのか、それ 
       私ちゃんと調べてある訳ですよ、この数字を出すためにはどうしたらいいかと、そのた 
       めに私言っている訳で、ただ、今の答えだと漠然とした答えで、そうするとあなた方、 
       役場の中でこいうもの作るんだけども、そうすると業者から出てきた数字を、ただこの 
       まま生かされるのであれば、数字は間違っていないと思うんだけども、出てきた根拠な 
       るものの、一つ一つの積み重ねがある訳ですよ、その積み重ねた根拠のものの数字が、 
       どこにその数字が当てはまって、どうだこうだと、ここの向かいに設計屋さんもいるん 
       だけども、そういうものがちゃんとある訳ですよ、だからそこら辺が予算書に出てきた 
       中で、どのくらい把握して出してるのか、今聞くと全然把握してないようなので、そこ 
       ら辺がまずどうなっているのかということです。                  
                                               
教育課長 村井健一 まず一つは、この後実施設計入る訳です、そしてその実施設計を基にした工事の入 
       札を予定してます。ですので給食調理場プラス中学校の改修工事の事業費、概算事業費 
       を出すためには、まずこの後工事の実施設計の方も、この前にお話しした工事内容を基 
       に、この後また委託までの精査をして参ります。                  
        実際、委託実施設計を発注する際は、例えば給食工事の概算工事費或いは中学校の改 
       修に係る工事費に対する、例えば用途別で体育館ですとか給食調理場ですとか校舎とか 
       用途別で、その概算工事費の何％とかという積み上げで、積算される予定となっており 
       まけども、この予算を計上する段階では、基本設計を受注している業者からの概算見積 
       もりによる予算計上となっております。                      
                                               
議長 村井 剛  金議員、特別に許します。基本的には質問は３回までですので、ただし、今非常に大 
       事な、しかも継続した内容ですので、適切な答弁をしていただくということを求めて、 
       発言を許します。だからよろしいです。                      
                                               
１０番 金一義  これ別に、村井さんをいじめるためにやっている訳じゃなくて、そうすると、この物 
       を出した業者さんは何社で、見積もりを取って入札したのか、その１社の業者でね、そ 
       うするとこの数字なるものが、今業者さんから出てきたものを鵜呑みにしてやってるよ 
       うだけども、そうすると町としては今後どうのこうのというんだけども、これが基本に 
       なると思う訳ですよね、そうするとちょっといいですか、議長いいですか、これからと 
       いうけども、要するにこの工事期間というのは何日を想定してるんですか。      
       それと後、これに係る直接の人件費とか管理費ですよ、管理費の人件費と何人位見て  
       るのか、そういうのちゃんとわかってこういう数字だしてるのかということですよ。  
        それと、この物を作るための一般管理費、これはどの位みてるのか、たぶん我々はこ 
       の数字だけで５百何万ときてますけど、詳しく書いた物の羅列した物は、じゃあ担当の 
       方にはその業者さんからきてるということですか、きてないということですか、ただこ 
       の数字を鵜呑みされて、ようするに載っけたのか、そこら辺のことをやっぱり我々おか 
       みの人事ですから、出てきた物を我々信用すればいいんですけども、やっぱりそこら辺 
       がちょっと、信用してるんだけども担当の方々と業者さんとの共有が、どの位の中身の 
       共有があるのか、そこら辺がはっきりしないと、この数字というのは本当に出せない数 
       字じゃないかと思う訳ですよ、今の話しを、流れを聞くとですね、これから云々とある 
       けど、５百某のその数字がどういう形でここに出てきたのか、２億某は別にしても管理 
       費の数字というのは、ここにどういう形で出てきたのかということは聞かなかったです 
       かその業者さんには、ただこうだよ、といったものを、そうだなという形でこの物に載 
       せたのか、そこら辺がはっきりしないとちょっと。                 
                                               
議長 村井 剛  村井教育課長。                                
                                                
                                             教育
課長 村井健一 先程もちょっとお話ししましたけども、例えば１５節、工事請負費の給食の２億某  
      の工事費についても、現段階では基本設計、概算設計であります。それと同様にこの設  
      計の部分についても、同じ形で概算の部分でございます。すなわちこの後、実施設計を  
      発注する段階で、今申しましたように細かい積み上げをした物で設計を組みまして、予  
      定価格を決めまして、それともう一つは、今現在３月１５日迄を委託の期間として、あ  
      る業者に、今基本設計業務を委託してございます。                  
       ですから、その業者もこの中学校、小中併設に関わる全ての概算事業費を出すべくた  
      めの数字でございまして、実際、発注する際はこれから精査して設計を組むという形に  
      なります。                                     
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                                             １０
番 金一義  じゃあその精査するのは、誰が精査するのですか。はっきり言って。おたく達が今こ  
      の形で何もわかってないじゃないですか、この数字が出た中身が、ただ概要、概要と言  
      うんだけども、これは２億某かの概要でこういう数字が出たんだよと、その業者さんが  
      おっしゃってるでしょうけど、そうすると工事期間が何日で、例えばそれを作るのに何  
      日の実施期間ですか。                                
                                             教育
課長 村井健一 工事期間につきましては、一応給食調理場につきましては、３１年の１月の完成   
     を目途にして、工事を発注する予定でございます。委託につきましては、何て言います   
     か先程から申します通り、概算事業費での。                      
                                             議長 
村井 剛  ちょっと暫時休憩します。                             
                （ 休 憩 ）                        
                （ 再 開 ）                        
                                            議長 
村井 剛  それでは再開いたします。村井教育課長。                      
                                            教育課
長 村井健一 そうすればただ今の一連のご質問の件に関してですが、今、議員言われましてる通   
     り内容について今一度、基本設計を受注している業者さんと、この後、今この場に資料   
     ないので、後で提出して示したいと思います。                     
                                             議長 
村井 剛  はい、７番 加藤議員。                              
                                            ７番 
加藤千代美 今の件に関連しますけども、委員会審議に入るまでに、この詳細な中身を提出しても   
     らわないと、委員会審議が出来ないと思います。ですから、貴方の話を聞いてると工事   
     請負費の明細がないと、これがわからない訳ですけども、単純に委託料についてそれに   
     何％かけたような話になってる感じがしないでもないので、その辺をまずはっきりとし   
     た資料を出して欲しい、これ委員会審議までお願いしておきます。            
                                             議長 
村井 剛  関連する内容ですので、よろしくどうかお願いします。他にありますでしょうか。    
      はい、８番 村井議員。                               
                                           ８番 村
井 昇  村井です。１１５ページの、１３番の委託料の松くい虫防除とありますが、これ多分    
    三倉鼻だと思いますけども、この面積はどの位で、そこだけなものか、またどの様な方    
    法で散布するのか教えてもらいたいです。                        
                                            議長 
村井 剛  はい、加藤産業課長。                                
                                           産業課長 
加藤貞憲 松くい防除の薬剤散布についてでございますが、場所については真坂の三倉鼻、そ     
   れから真坂の高岡コミュニティセンターの周辺の所、それから中羽立運動公園の３ヶ所     
   でございまして、総面積は３．６ｈａとなっております。以上です。             
                                           
議長 村井 剛  はい、よろしいでしょうか。８番 村井議員。  

 
８番 村井 昇  この散布方法はどういう形で。                        
                                               
産業課長 加藤貞憲 すいません、地上散布でございます。                    
                                                

 
議長 村井 剛  他にありますでしょうか。                          
                   （質疑なしの声あり）                  
                                               
議長 村井 剛  ないようでありますので、議案第１８号についての質疑を終わります。      
         次に、日程第２４、議案第１９号 平成３０年度八郎潟町国民健康保険特別会計予算 
       について、質疑を行います。質疑ありませんか。                  
                  （質疑なしの声あり）                   
                                               
議長 村井 剛  質疑なしと認めます。議案第１９号についての質疑を終わります。        
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         次に、日程第２５、議案第２０号 平成３０年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計予 
       算について、質疑を行います。質疑ありませんか。６番 北嶋議員。         
                                               
６番 北嶋賢子  ６番です。委員会が今終わってからの協議になると思いますけれども、ちょっと質問 
       したいと思います。予算が４．４％増の２９４万４千円の増になっておりますけども、 
       これは昨年やってきて２００万、３００万位の金額が足りなかったから、今回その予算 
       を多くしたのかどうか聞きたいと思います。                    
                                               
議長 村井 剛  はい、小野総務課長。                            
                                               
総務課長 小野良幸 保健課長がおりませんので、詳しいことは委員会の方で説明させたいと思いますが、 
       この予算の編成に当たりましては、２９年度の実績を考慮しながら編成していただいて 
       おります。以上でございます。                          
                                               
議長 村井 剛  よろしいでしょうか。他にありますでしょうか。                
                   （質疑なしの声あり）                   
                                               
議長 村井 剛  質疑なしと認めます。議案第２０号についての質疑を終わります。        
         次に、日程第２６、後案第２１号 平成３０年度八郎潟町公共下水道事業特別会計へ 
       の繰り入れについて、質疑を行います。質疑ありませんか。             
                  （質疑なしの声あり）                   
                                               
議長 村井 剛  質疑なしと認めます。議案第２１号についての質疑を終わります。        
         次に、日程第２７、議案第２２号 平成３０年度八郎潟町公共下水道事業特別会計予 
       算について、質疑を行います。質疑ありませんか。                 
                  （質疑なしの声あり）                   
                                               
議長 村井 剛  質疑なしと認めます。議案第２２号についての質疑を終わります。        
         次に、日程第２８、議案第２３号 平成３０年度八郎潟町介護保険特別会計予算につ 
       いて、質疑を行います。質疑ありませんか。                    
                  （質疑なしの声あり）                   
                                               
議長 村井 剛  質疑なしと認めます。議案第２３号についての質疑を終わります。        
         次に、日程第２９、議案第２４号 平成３０年度八郎潟町上水道特別会計予算につい 
       て、質疑を行います。質疑ありませんか。                     
                  （質疑なしの声あり）                   
                                               
議長 村井 剛  質疑なしと認めます。議案第２４号についての質疑を終わります。        
         次に、日程第３０、請願・陳情について上程します。お手元に配付しております請願 
       ・陳情文書表は、陳情１件であります。                      
        提出された議案並びに陳情について、議事日程、及び請願・陳情文書表の記載の通り 
       所管の常任委員会に付託することに、ご異議ございませんか。            
                  （異議なしの声あり）                   
                                               
議長 村井 剛  ご異議なしと認め、所管の常任委員会に付託することといたします。事務局から委員 
       会控室を報告いたします。                            
                                               
議会事務局長 鳴海一元 総務産業常任委員会は、第１委員会室でお願いします。教育民生常任委員会は、 
        第２委員会室でお願いします。以上です。                    
                                               
議長 村井 剛  これより各常任委員会を開いていただきます。                 
                                                
        なお、日程確認のみ追加したいと思います。明日は、午前１０時より本会議を開きま 
       す。本日の会議は、これをもって散会いたします。どうもご苦労様でした。      
                                                
                                （ 午後３時７分 ）     
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         平成３０年八郎潟町議会３月定例会 会議録             
                                                
                          第２日目 平成３０年３月７日 （水）   
                                              議
長 村井 剛  おはようございます。ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しており 
       ますので、八郎潟町議会３月定例会は成立いたしました。              
        これより、本日の会議を開きます。                       
        答弁のため出席をもとめた者、町長、副町長、教育長、各課課長、会計管理者であり 
       ます。                                      
       なお、小柳保健課長は、インフルエンザ罹患のため欠席をしております。       
       日程第１、これより一般質問を行います。最初に６番 北嶋賢子君の一般質問を行い  
      ます。                                       
                                             ６番 
北嶋賢子  議席番号６番 日本共産党の北嶋賢子です。質問に入ります前に、少しだけご報告を   
     したいと思います。春のお彼岸も近くなり、日の光も心なしか暖かく感じられる頃とな   
     りました。異常気象によるものなのか、この冬は大雪に困っている方達が大勢います。   
      各々の自治体の雪対策補正の状況の、調査報告依頼のＦＡＸが上部から流れてきまし   
     た。県内でも補正を組んだ自治体の方が多く見受けられました。             
      ところが、家のように雪が降らなかったために、被害を被った者もいます。はちパル   
     のお客様に、いつも雪の下人参を持ってくるのに、今年はどうしたのと聞かれます。毎   
     年小学校の３年生の子供達が、社会科の時間に見学に来る人参畑の人参です。給食で春    
    まで食べる人参です。一反歩程作っています。いつもだと雪の上に出た人参の葉っぱは    
    カモシカの餌になります。そして雪を寄せて人参を掘り出します。ところが今年は、雪    
    が降らなかったために、土の上部に出た部分の人参までカモシカに食べられてしまいま    
    した。食べた跡お碗みたいに、くるんとなっています。母に言わせるとカモシカも生き    
    なきゃならないからと言いますけど、大被害です。このような被害もあるということを    
    当局の皆さんの頭の隅においていただけたら幸いと思います。               
     今期は一括質問方式ということで、３問の質問をさせていただきます。準備をしまし    
    た。それでは１問目から入ります。再生可能エネルギーの推進について、また、あのよ    
    うな恐ろしい３月１１日がやってきます。今を生きる私達は、物を大切にする心、生命    
    を育む心、郷土の文化と伝統を伝えていく心で、故郷を百年後にも引き継いでいく責任    
    があると思います。誰にもある大切な故郷、福島県の原発事故の起こる前は、夫の故郷    
    の浜にたち、太平洋に向かって両手を広げますと、右手５Ｋに第２原子力発電所、左手    
    ５Ｋに第１原子力発電所、原発に挟まれた集落です。富岡町、故郷の集落は今でも帰還    
    困難区域です。                                     
    原発の建つ時に、原発は命の代償になるからどうして反対しないのかと私が言いまし     
   た。暮らしが貧しい中で高校に行かせてくれた家族に、夫は何も言えませんでした。だ     
   から私が言いました。秋田女と鬼ごころと言われたものでした。傍聴に来ているお母さ     
   ん達には申し訳ないですけども、秋田女と鬼ごころとまで言われました。           
    おりしも地域は原発景気で沸いていました。原発関連死となった義理の母、あれから     
   もう７年です。柚子やビワの実がたわわに実る温暖風光明媚な所へ、もう一度行ってみ     
   たいと私は思います。ですから、夫の郷愁は私以上だと思います。容赦なくもぎ取られ     
   た故郷です。ですから、再生可能エネルギー太陽光の話しが来た時には、否応なく飛び     
   つきました。一反歩ちょっとの面積ですが、順調に稼働しています。太陽が昇り、沈む     
   まで働きます。第一に放射能の心配がないクリーンなエネルギーです。参画希望者が出     
   たら大いに推奨すべきでないでしょうか。                         
    今年は税金の申告に入れました。名称は高岡サンパワーエナジー太陽光発電所と名称     
   を付けております。これが一問目の質問でございます。大いに推奨するべきではないで     
   しょうかと言うことです。                                 
   ２番目は、陸上イージス・アショアの配備について、昨年１２月１９日、安倍政権が      
  閣議決定した陸上配備型迎撃ミサイルシステム（イージス・アショア）、この配備の候      
  補地に秋田市と山口県萩市が上げられています。山口県は安倍総理の地元です。秋田県      
  は菅官房長官の地元です。レーダー使用中の強力な電磁波は、健康な男性に影響を及ぼ      
  すと言われています。                                    
  知事も健康上の問題と触れていますが、それでなくても人口減の秋田県に危険なミサ       
 イル基地はいりません。平成２９年度の防衛白書では、「イージス艦８隻で全国をカバ       
 ーする」と明記しています。なぜ今、イージス・アショアが必要なのか、配備事態が軍       
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事的な緊張を高め、戦争と秋田県が標的になる危険を呼び込みます。北朝鮮の核、ミサ        イ
ル問題の解決にはならないと思いますが、ということで２番目にしました。             ３
番目には、遺伝子組み換え食品の表示について、遺伝子組み換え農作物が輸入、流        通し
始めてから２０年になります。日本は家族農業が主なので、国内での商業栽培は行        われ
ていません。スーパーに並ぶ豆腐や納豆の表示欄を見ますと、原材料名、大豆（遺        伝子
組み換えではない）という表示をよく見ます。多くの消費者は、不安や疑問を持っ        てい
て、出来れば食べたくないと思っています。                          消
費者庁は、これまでに表示見直しの検討会を７回開催しています。全ての食品に表        示義
務づけを求める消費者団体と現状維持を志向する事業団体の意見が真っ向から対立        をし
ています。日本は、食料の輸入大国です。２０１６年の食料自給率は、牛肉１１％        豚肉
７％、鶏肉９％、卵１３％、牛乳・乳製品２７％、大豆７％でしかありません。          家
族の健康維持を願う主婦にとって、安全な食物を調理し、安心して家族に食べさせ        る、
より安全な物を選んで購入出来る表示はこれからも絶対に必要と思います。            そ
して、農作物の価格を保証する事によって、農家がやる気を起こし自給率の向上に        つな
がると思いますが、ということで３問の質問を忠告させていただきました。ご答弁        よろ
しくお願いいたします。                                     
                                     町長 畠山菊夫  お
はようございます。本日は多くの皆様から傍聴に訪れていただきまして、本当に感        謝申
し上げます。議会活性化に繋がるものと思っております。ありがとうございます。         そ
れでは、北嶋議員のご質問にお答えいたします。原子力発電については、私は現在        建設
中の大間も含めまして、基本的には新しい原発は作らず、古い廃炉から廃止すべき        と、
そのように思っております。                                 太
陽光発電や風力発電など、再生可能エネルギーの推進は、積極的に進めなければと        考え
ております。平成２４年７月に固定価格買取制度が導入されてから５年半が経過し        まし
た。この間に、ＣＯ２排出消滅にも大いに貢献できることから、太陽光発電を中心        に急
速的な導入が進み、発電量に占める自然エネルギーの割合は、全国で平成２３年度        の９
％から平成２７年度は１５％に増加しております。                       本
町にあっては、現在、県外の一事業者が町内で風力発電を実施したいので、町有地        をお
借りできないか、というご相談があったところでございます。行政財産の貸与手続        きを
進める予定としております。                                 固
定価格買取制度の価格が当初に比べれば下がってきているものの、今後についても        事業
者が相談に訪れた場合は、条件さえ整えば、私は前向きな姿勢で対処したいと考え        てお
ります。                                          次
に、政府が導入を決めた地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」の配備先        とし
て、秋田市の陸上自衛隊新屋演習場が候補予定地として報道されておりますが、公        式に
はまだ決定されて折りません。                                佐
竹知事も、小野寺防衛相の「地元首長の理解が必須」との発言に対し、「理解する        かし
ないかは、今の段階では全くの白紙」と述べたと、秋田魁新報が２月１０日に報じ        てい
ます。                                           ま
ずは、今後の動向を見据えていきたい、と考えております。                   次
に、遺伝子組み換え食品の表示についてですが、現在、遺伝子組み換え表示が義務        付け
られている品目は、大豆、トウモロコシなどの８農産物と豆腐、納豆、コーンスナ        ック
などの３３の加工食品であります。世界における遺伝子組み換え農産物の作付け面        積は
増加傾向にあり、特に米国における作付け面積割合は、大幅に増加しております。         ま
た、遺伝子組み換え農産物については、複数の遺伝子組み換え品種を掛け合わせた        スタ
ック品種の開発・生産が増加しております。                          こ
のような状況下で、消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、        消費
者が求める情報や、遺伝子組み換え農産物の流通状況及び事業者の実行可能性等を        考慮
しながら、遺伝子組み換え表示制度のあり方について、「遺伝子組み換え表示制度        に関
する検討会」で、議論をしていることと承知しておりますが、重視しなければなら        ない
のは、消費者あっての事業者・生産者であることが前提となります。消費者が誤解        する
ことのない表示制度が求められることから、わかりやすい明確な情報提供が重要と        なり
ます。このことが、北嶋議員が述べられた農作物の価格に反映するものと思ってお        りま
す。                                            ま
た、農作物の価格補償についてですが、平成３１年１月に収入保険制度が始まりま        す。
この収入保険制度は、ナラシ対策での米と大豆、麦などだけでなく、野菜・果樹も        対象
となることから、畑作へ力を入れようとする農業者にとっては、貴重な制度と感じ          
                                             ま
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す。生産意欲が湧くことにより自給率も上がることに期待したいと思います。以上で        ご
ざいます。                                           
                                      ６番 北嶋賢子  
有り難うございました。１番なんですが、家で太陽光を始めてから数件の問い合わせ        が
ありました。その都度、井川町の会社の紹介をしています。家では１，６００万の借        金
をしましたけれども、先程、町長のお話しでは価格が下がっているという話しもあり        ま
した。１，６００万の借金をして、２０年のローンで払っても、いくらかは今残って        い
ます。それで申告の対象になって、そして申告させていただきました。でも国はまた        原
発の再稼働をしようとしています。福島では、多くの子供達が甲状腺のがんで病んで        ま
す。今朝の朝いちでも、原発の地域のことをやっていましたけども、常磐道を走ると        除
染した黒い袋が山積みになっています。この原発事故で本当にこれを経験したことで、        人
の温かさを知ることが出来ました。                               
主人の実家なんですが、あちこちと逃げ惑い、やっぱり秋田に行くかということで、        秋
田に来ようとしたけれども、山形の天童市でガス欠になって、天童市のお世話になり        ま
した。私達が天童市に駆け付けた時には、すでにスポーツ会館にいましたけども、１        ６
０人の被災者がおりました。今は小名浜に家を建てて住んでいますが、まだ、富岡町        の
住人のままです。町から出て行かないでくれと頼まれて、まだ富岡町の住人だという        こ
とでした。後生に残すためにも、私達や家族の経験したことを活字にしておいた方が        い
いのかなと、７年経ってこの頃思うようになりました。                      そ
して２番ですが、イージス・アショアの問題です。北朝鮮のミサイルがハワイに狙        った
時の飛翔が、秋田県と青森県の県境付近を通るといいます。そしてグアムを狙った        時に
は、山口県の上空を通るといいます。秋田の新屋地区は住宅地です。新屋には妹夫        婦が
います。割山には従兄弟の家族がいて、勝平にも従兄弟の家族がいます。勝平には        小学
校、中学校、そして商業高校があり、支援学校もあります。そのような地域に８０        ０億
もの巨額な税金投入の巨大なミサイル基地は不要だと思います。                 傍
聴されてます皆様の中にも、お孫さんが高校に通ったり、親類縁者がいると思いま        す。
秋田市では平和委員会が中心になって、県交渉したり、反対運動をしております。         行
政が定住・移住を呼びかけている農村部でも、子どもが出来なくなるような条件の        ある
所に来る人はいないと思います。今、世界でもこのイージス・アショアのミサイル        基地
のある所は、農村部になっております。それが秋田市ということで、驚いていると        ころ
でございます。                                       平
和委員会が今、署名活動したり反対運動を今行っております。子どもが出来なくな        るよ
うな、例えば大潟村に来たとしても、子どもができなくなるような所には、来る人        はい
ないと思います。それだけ怖い電磁波を発生します。ミサイルを発射させない、戦        争を
起こさせないためにも、アメリカと北朝鮮は直ちに対話をすべきだと思います。          そ
して町民を守るためにも、この後、はっきりと意思表示が必要になってくるのでは        ない
かと思います。                                       ３
番目には、自給率の向上で締めました。家では今、１０軒のハウス２棟、１６軒の        ハウ
ス２棟で主に、小松菜、ホーレン草を作っています。作業している所に人が入って        来る
と、やややややー、じぇんこ敷かってるみたいだな、このように言います。それほ        ど、
今年の野菜の高値は異常です。かと言って予算のある学校に高く卸す訳にはいきま        せん。
安全な野菜を子ども達に食べさせるために、無農薬で遺伝子組み換えでない安全        な野菜
を、子ども達に食べさせるために始めたことだからです。                   孫の
誕生ケーキを、はちらぼに取りに行きました。ホーレン草の高いことにびっくり        しまし
た。少しでも目玉になれば、毎日１０袋のホーレン草を協力することにしました。         す
ぐに無くなるそうです。                                   こ
こからは産業課への提案ですけども、ビニールをかけたままの冬越ししているハウ        スが
町内にあります。その方達に作るきっかけを作って欲しいと思います。私にもきっ        かけ
がありました。私のきっかけは恥ずかしいことなんですけども、選挙で失敗した時        に秋
田の中央市場の丸果の社長が、畑があるんだったら野菜を作れ、取りに行ってやる        から、
このように丸果の社長さんから言われました。冬でも加温しなくても作れる野菜        のある
ことも教えていただきました。朝いちの能代への丸果の便の帰りに寄って、積ん        で行っ
てくれました。これがあったから学校給食に取り組むことができました。            はち
らぼハウス・商店共に目玉商品があれば人も来ます。地元の野菜でいっぱいにな        ること
を願って、提案をさせていただきました。はちらぼのここの部分は産業課への提        案でご
ざいます。考えていただきたいと思います。少しでもやっぱり、高い物があると        人も来
ないし、安い物があれば人も来るようになるので、せっかく遊んでるハウスをや           
                                            っぱり
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遊ばせておかないで、そして冬場でも野菜作れるものだから、ここら辺をやっぱ        り指導
していったら、もっと地元の野菜を食べられるようになると思います。             ただ
一点だけ、町長にイージス・アショアが農村部に来た時に、良いか悪いかという        風に判
断しなければならない時が来ると思います。町長さんだから、だからそのこと、        ちょっ
と一点だけ再質問という形で、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。          
                                      町長 畠山菊夫  
今の候補地は新屋の演習場であって、うちの方に来ることは無いと思いますけども、        国
政の方でやることであって、受け入れが秋田市或いは、県になると思いますけども、        出
来れば来ないで欲しいというのが本音でございます。私としては、反対とかすること        は
出来ませんけども、そのような考えであるということをわかって欲しいと思います。         以
上でございます。                                        
                                     ６番 北嶋賢子  は
い、有り難うございました。終わります。                            
                                     議長 村井 剛  こ
れにて、６番 北嶋賢子君の一般質問を終わります。                      次
に、７番 加藤千代美君の一般質問を行います。                         
                                     ７番 加藤千代美 ７
番 加藤千代美であります。私からは大きい３点についてお伺いしたいと思います。         ま
ず最初に、経営所得安定対策（米の直接支払交付金）の廃止に伴う平成３０年度の        町の
農業政策について、お伺いしたいと思います。平成２９年度は、米価が例年より若        干高
く推移したことにより、政府の手厚い交付金等により農家にとっては、まずまずの        所得
が確保されたのではないでしょうか。                             平
成３０年からは、稲作農家が将来にわたって安定経営できるか重要な節目となる年        であ
ります。今までは、経営規模の拡大は生産費を下げ、農家所得の向上の鍵となると        いう
考えの基、規模拡大、あるいは法人化を進めてきましたが、補助金等の見直し等に        より
大規模な農家ほど米価が下落した時の打撃が大きく一種の賭けになる可能性がある        ので
はないでしょうか。                                     そ
の一つが平成３０年（２０１８年）産の米政策見直しであります。平成３０年（２        ０１
８）年から支払い交付金（１０a 当たり７，５００円）が廃止されることになりま        した。
３０ヘクタールの規模では２２５万円の減収、出来秋の需給次第にもよるが、暴        落した
平成１４年度産を例にとって試算をしてみると、水田作経営の平均祖収益は前年        比で２
０万円の減収となっており、２０ヘクタール以上の規模の農家では減収幅が３３        ４万円
に達し規模拡大のマイナス面が出た格好になっております。                  そこ
で伺いたいのでありますが、町では平成３０年度から廃止になる経営所得安定対        策（米
の直接支払い交付金）７，５００円の農家所得の減少を、どんな政策を立てて農        家所得
をカバーするのか、国、県では色々な政策をすでに発表しているようであるが、        町では
国、県のどのような政策を取り入れたのかお伺いしたいと思います。              また、
農家の出来秋の米価の変動等にとらわれない政策のために農地の汎用化をどの        ような形
で進行しているのか、農地の汎用化は、民主党政権の時は建設業者のためにあ        る事業で、
農家のためになっていないと言う観点で大幅に消滅された事があります。          しかし、
農地の汎用化は米あまり減少の基では、米の代わりになる、しかも米に勝る        作物体型を
つくる上では、絶対に必要な事業であります。                      そこで我
が町では、この農地の汎用化を図るために、過去どのくらいの予算を投資し        たのか、平
成３０年には、どのぐらい投資する考えがあるのか伺いたいと思います。          作物体型
については、今まで通り枝豆一本でいくのか、それとも先日、秋田湖東２月        号で発表さ
れた色々な作物の組み合わせを参考にして指導していくのか、４つの点につ        いてまず最
初にお伺いしたいと思います。                                  
                                  町長 畠山菊夫  加藤議員
のご質問にお答えいたします。平成３１年１月から収入保険制度が始まりま        す。対象者
は、青色申告実績の農業者で、対象品目の限定は基本的にありません、補填        額は青色申
告実績年数により補償限度率があり、保険方式と積立方式の補償限度額９０        ％の上限を
満たすには、青色申告実績年数が５年となります。                    農業者は、
収入保険制度と農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度等の類似制度に        ついては、ど
ちらかを選択し加入することになります。                       今年は、収
入減少影響緩和対策、いわゆる、ナラシ対策となります。                ナラシ対策
は、認定農業者・集落営農、認定新規就農者が対象となり、対象品目は米        ・大豆等です。
補填額は標準的収入を下回った、その差額の９割を国の交付金と農業者               
                                        の積立金で補填
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するものでございます。                              暗渠の過去の
実績数、人数と面積では、今年度の実績見込みを含めまして、１５１農        業者、１９７．
９９ヘクタールとなっております。                         作物体型とい
うご質問ですけれども、営農類型のことを言っているかと思いますけど        も、農業経営基
盤の強化の促進に関する基本的な構想の第２で、経営の規模、生産方式        経営管理の方法、
農業従事の実態等に関する営農類型毎に指標を示しております。           認定農業者の新
規及び更新等の際に、農業経営改善計画認定申請書の提出を受ける際        認定の目安として
の指標であり、経営体により営農類型は色々様々でございます。３問        目まででよろしい
かと思いますので、以上でございます。                              
                               ７番 加藤千代美 価格補償のこと
についてですが、今年から７，５００円が無くなる訳であります。し        かし、国ではもう
すでに政策を発表しておりまして、私、今ここに持っておりましたけ        ども、衆議院が通
過したので、これはまもなく入ってくる情報だと思いますが、カバー        クロップというの
を導入すると、８，０００円の１０a 当たり補助金を出すと、こうい        うような政策が国
から示されております。それについて、町では情報を得ているのかど        うか、この情報は
私が、３０年の２月１０日、新時代の法人経営政略の中で国に関係す        る人方が私のとこ
ろに資料提供したものであります。                        まず、その情報
を得ているかどううか、が一つであります。この情報の中には、８，        ０００円を得るた
めに、どんな作物をやるかという名目まで受けております。これにつ        いてまず、情報を
得てるかどうかを一つお伺いします。                       もう一つは、農
地の汎用化でありますが、先程、２９年度までの実績があるというこ        とはわかりました。
平成３０年度については、すでに申し込みを取っているのかどうか、        これについては、
私共、増反地を取得したので、大潟村土地改良区では、３０年の１月        ２５日に、３０年
度予算についての、私共の農業経営者に対しての要望を取っています。         町ではこの要
望を取っているのかどうか、これをまず一つお伺いしたいと思います。         作物体型につ
いては、ここに湖東の２月号があります。この中で作物類型の試算をし        てございます。
その試算の中で、一番収益が高い作物、何と何を組み合わせると一番収        益が上がるか、
という実態例をここに書いてあります。実績に基づいてですね。これは        先程、町長が言
ったんですけども、認定農家の類型に合わせて経営を指導する、こうい        う主張でござい
ましたけれども、この書類を見ますと、長ネギの夏、秋、冬これが１０a                 当たり一番収
益が高い訳です、そういうことも勘案しているのかどうか、その点につい        てお伺いした
いと思います。                                         
                                 町長 畠山菊夫  国の７，５
００円に代わる補助金、それに国が今色々施策を行っております。今、加        藤議員さん言
われたのも一つの施策かと思いますけども、前もって質問要旨に書いてい        ただければ、
私の方で調べますけども、果たしてそれが今、実際国の方で打ち出してい        るのかどうか
は、私方把握しておりません。                            以前、加藤
さんのご質問の中で、大潟村が国の補助事業をやっているけども、八郎潟        町は何故国の
補助事業で出来ないかという質問がございましたけども、私方も後で調べ        たら、大潟村
の方に調べた結果、国の補助事業ではなくて、大潟村が単独でやっている        事業と伺いま
した。ですから、質問をしたいのであれば前もってそのように書いていた        だければ、私
方もその質問に対して調べます。今の段階では、加藤さんの言ってること        にはお答え出
来ません。以上でございます。                                  
                                 産業課長 加藤貞憲 ご質問に
お答えいたします。まず、暗渠排水の要望調査の件でございますが、２８        年度の国の補
助金に関して、平成２９年度に繰越明許した事業がございます。今回の提        出資料の中に
も、２９年度の実績見込みということで、表示させていただきますが、大        部分の方、今
回、事業について見合わせたいということで、お断りしている方々がおり        ましたので、
その分の方々について県からの指導もございましたので、その方々の分に        ついて、要望
を提出させていただいております。                          それと営農
類型についてでございますが、八郎潟町の職員では、営農指導員、それか        ら経営指導員、
そういう職員は現在おりませんので、これについては農協さんで指導し        ていただけるも
のと考えております。以上です。                                 
                                ７番 加藤千代美 町長からはお
話しあったんですが、やっぱり我々議員も勉強してる訳ですよ、色んな        会議に出て行っ
て、そして色んなデータを持って来て、こういうお話しをしている訳な        んですが、これ
をだいのうし会の研修に私行って、県庁から貰ってきた資料に基づいて        お話ししている
訳なんですけども、その中には農業の担い手の育成について、という資        料があります。
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米の状況について聞く資料も頂いて、これは当然、町の産業の担当者の        方々には県の方
も指導していると思います。これは衆議院が通過したので、予算額も出        ておりますから
決定してくるはずです。それがまず一つであります。                 それから営農
類型については、やはり農家所得が上がるような指導体制をしていかな        いと、農家の所
得がなかなか上がってこないと思うんですよ、この４番目についてはい        らないと言いま
したけど、確かに営農指導は農協で行っておりますけども、やはり経営        面の指導と農業
指導は農協で行うが、実際に行政とタイアップしていくためには、双方        が一体になった
協議会を設立してやって行くというのも、一つの方法だと思うんですね、        これは私の要
望になりますけども、そういうこともまず検討してもらいたい、営農体型        については、
やっぱりせっかく湖東農協でこういう新聞出してるんですから、これを参        考にして、こ
れから農家の人を指導していただければ有り難いと思います。それについ        てはどうです
か。 

                                               
町長 畠山菊夫  加藤さん、営農指導については、答弁いらないということを私言ってないのであって 
        ご質問しなかったから、私しないのであって、今始めてご質問したんです。改めて、そ 
       うすればお答えしますけども、営農指導、経営指導につきましては、農業協同組合法に 
       より農業協同組合が行うべき事業としております。                 
        しかしながら、農業振興のためには連携を欠くことは出来ず、共に農業者及び地域発 
       展のため、寄与していきたいと思います。                     
                                               
７番 加藤千代美 営農指導と経営指導は、農協だということがわかりました。しかし、行政もそれに携 
       わって一緒になってやって行くというシステムを確立したらどうか、ということについ 
       てはどうですか。                                 
                                              町
長 畠山菊夫  今言った通り、一緒にやって行くこととしておりますので、ご理解していただきたい 
       と思います。                                   
                                              ７
番 加藤千代美 作物体型の指導については、どう考えていますか。                
                                              議
長 村井 剛  はい、加藤産業課長。                              
                                             産業
課長 加藤貞憲 今のご質問にお答えしたいと思いますが八郎潟町の水田活用の交付金の産地交付金  
      の中で、推奨作物という表示をして、皆様に通知を差し上げております。これについて  
      は農協さんが進めている野菜については、八郎潟町もそれに添って推奨していくという  
      ことで進めております。なお、推奨作物につきましては、県の産地交付金に対しても同  
      様な扱いになっております。以上です。                       
                                              ７
番 加藤千代美 県の推奨作物、そして農協でも進めようということになってますけども、ここにせっ 
       かく４つの例題を挙げて農協が示している訳ですよ、そうするとやっぱり営農指導を確 
       立しながら、どうしても所得の高い物を推奨していくというのが、本来の姿じゃないで 
       すか。そしてこの作物の高い物が出来ない場合には、私が前題で申し上げた通り、農地 
       の汎用と農地の基盤整備、農地の暗渠というものを、きちっとやれば上がるとかそうい 
       う指導等も農協と相談して、是非やってもらいたいということを要望しておきます。  
                                               
議長 村井 剛  要望ということですので、次の質問に入って下さい。              
                                               
７番 加藤千代美 じゃあ２番目の質問に入っていきます。新規事業として考えている、バイオマス事業 
       の進捗状況について、お伺いいたします。                     
        １１月の全員協議会で「木質バイオマスを利用した八郎潟ブランド特産品開発事業」 
       で木材を利用し「バイオマスを活用した熱エネルギー」を利用し、４つの事業「マガモ 
       ウナギ、ジュンサイ、レストラン直売所」の内容を説明されましたが、これらの事業の 
       全てを実施するのか、その骨格が決まっているのかお伺いいたします。        
        また、どんな方法で材料、どんな材料を確保し、どんな手法いわゆる「熱」を発光さ 
       せるのか、単純に木質バイオマスと言っても廃棄物系バイオマスか、それとも未利用バ 
       イオマスか、３つ目として、資源作物バイオマスか、どちらかを検討しているのか、そ 
       の上に立って地域の埋蔵量を研究、検討し何年継続できる事業かまで見極めているのか、 
       また木質バイオマスエネルギーで確保したネルギーとあるが、工業熱学で確保したエネ 
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      ルギーか、それとも生物学的な物で確保したエネルギーなのか、まで検討しているのか、 
       巷では事業の実施者が決まったかのような話もあるが、決まっていたならばその事業者 
       の会社名を紹介してほしいと思います。                      
        仮に、本町以外の会社が事業実施者である場合には、本社機能をどこに置いて、その 
       事業を行うのかについてもお伺いいたします。事業を行う場所、雇用者数がどのくらい 
       になるのかも、お知らせ願いたいと思います。お願いします。            
                                               
町長 畠山菊夫  まず、分散型エネルギーインフラプロジェクト事業、マスタープランの策定は、この 
       ３月１２日までに総務省へ報告書を提出することになっており、現在まだ流動的な部分 
       もあることを、ご承知おきしていただきたいと思います。              
        報告書の内容につきましては、適宜な時期に議員の皆様にご報告させていただきます。 
        ご質問のバイオエネルギーを確保する燃料についてと、バイオエネルギーを確保する 
       手段、これについては木質チップを燃料に、ガス化して燃焼させるガスタービン方式  
       による発電を想定しております。                         
        ４つの事業についてですけども、想定する熱需要として、マガモ、ウナギ、ジュンサ 
       イ、レストランや直売所を揚げておりますけども、マスタープランの策定委託事業者で 
       ある、日本総研(株)が関係者にヒアリングをした結果、マガモについては生産のための 
       熱利用は必要がないとのことであり、本計画では熱需要の観点から検討しないこととし 
       ました。                                     
       ウナギの場合は、生育に適した水温の確保、ジュンサイの場合は通年栽培時の冬期間  
      のハウスの加温、それぞれに一定の熱利用が見込まれることから、本計画にて熱利用等  
      の計算をし、事業実現性について検討しております。                 
       レストラン・直売所につきましては、熱利用事業の実現性を見い出してから考えるこ  
      ととし、本計画では触れませんでした。                       
       ４つ目の業者が決定したのかについてですけども、発電及び熱供給を行う事業者につ  
      いては、現在、決定しておりません。熱利用側の事業者については、一事業者がジュン  
      サイ栽培を実施する方向で調整しておりますが、通年栽培等の熱利用については、事業  
      の採算性や事業者の確保などの観点から未定となっております。            
       また、その他の熱利用事業者は今のところ未定となっております。いいですか。    
                                              ７
番 加藤千代美 おおまかでは決定してないということなので、これ以上質問してもこれは無いと思い 
       ますから、３つ目にいきたいと思います。                     
        食育教育について、お伺いしたいと思います。私が給食を受けたのが、小学校１年の 
       時でした。当時の給食は、今みたいに物が豊富にある時代と違い、ご飯はあるが、おか 
       ずがない、おかずを同一種の物と平等に頂くという物でした。            
        そのため、隠れておかずなど持参すると先生に怒られるという中で給食を食べた記憶 
       があります。飲み物は脱脂粉乳であったと記憶しています。その何年か後にコッペパン 
       に変わり、パン食が主体の給食になっていったような気がいたしております。     
        このような子供時代を過ごした私達の子供が、米離れをおこし、しいては米あまりの 
       現象を生みだして来たのではないかと積年の思いに駆られています。         
        幸いにして本町においては、パン食と米食が半々と聞いておりますが、このたびの学 
       校給食施設の建設を境にして、本町の米、野菜等を全面的に利用した学校給食に変えて 
       いったらどうでしょうか。                            
        そのことにより長い年月を要するかわからないが、いつかは米を食べる生徒の数、人 
       口が増え、極端ではあるが、やがて日本人の主食である米の需要が高まるのではないで 
       しょうか。                                    
       また、米の需要が増えることにより、農家が潤い、主産業が農業である我が町におい  
      ては、町全体が豊かになると思うのでありますが、それについてお伺いしたいと思いま  
      す。                                        
                                             議長 
村井 剛  江畠教育長。                                    
                                           教育長 
江畠 廣 加藤議員のご質問にお答えします。                          
     給食の献立メニューにつきましては、すべてに米飯にする考えは持っておりません。    
     本町は、今までも週に１回だけはパンか麺類を主食としておりまして、他町村に比べ    
    ると米飯が多い状況となっております。今行っている給食の献立等につきましては、子    
    供達からも大変評判が良く、毎日の給食を楽しみにしておりますので、そのようにして 
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        続けていきたいという風に考えております。                   
         それから地産地消のことでありますけども、本町は秋田県内でも、地産地消の取り上 
       げている率というのは、７０％を超えておりまして、トップクラスでございます。これ 
       も町の環境保全米を使用していること、それから野菜等につきましては、フラワーベジ 
       タブルの方から大変なご支援、ご協力をいただいて、全て、そういう面は給食の方に調 
       達しておることを付け足しておきたいと思います。以上です。            
                                               
７番 加藤千代美 非常にうれしい言葉を聞いた訳でありますが、今後もこの継続をこの形で長いこと継 
       続してもらって、やがて米が大好きになるような子供を育成してもらいたいと思います。 
        以上です。終わります。                            
                                               
議長 村井 剛  これにて、７番 加藤千代美君の一般質問を終わります。            
         次に、８番 村井昇君の一般質問を行います。                 
                                               
８番 村井 昇  ８番 村井昇です。おはようございます。                   
         今年は、我が町では積雪が例年に比べると大部少なかったため、年配者にとっては楽 
       な冬であったと思います。反面、雪の少ない分、農家にとっては水不足になるのではな 
       いかと心配もあると思います。本題に入りますが、私からの質問は、３点の一括質問で 
       すので、よろしくお願いしたいと思います。                    
        先般、全員協議会でも質問がありましたが、空き家の調査対策について伺います。  
        昨年町内会長を通じて、ＮＰＯ法人はちらぼによる空き家についての調査がありまし 
       た。毎年、高齢者や一人暮らしが増える中、空き家も少しずつ増加していると思われま 
       す。平成２８年度の調査時点では、１８３棟であったようですが、昨年の調査した時は 
       どのくらいになっていたでしょうか。                       
        人口減少の防止のために、比較的新しい空き家を貸し与えて町外からの移住者を増や 
       すためのＰＲもある、と私は思いますが空き家の調査はどの程度進んでいるのでしょう 
       か。空き家をそのままにしておくと、建物の老朽化が進み、隣近所は非常に迷惑してい 
       る空き家もあります。空き家の持ち主や所有者に対して、改善、指導を行っているよう 
       ですが、一向に改善されません。ＮＰＯ法人はちらぼが調査しているようですが、今後 
       の対策と計画をお知らせ下さい。 
         ２つ目として、スーパーの閉店に伴う対応についてお聞きします。数年前から閉店し 
       た商店が多くなりましたが、昨年の暮れ、中心街にあったファミリースーパーも閉店し 
       てしまい、特に羽立、夜叉袋地域またその近くの住民にとっては、大変不便になったと 
       話しを聞きます。我が町の中心部であったスーパーで、駐車場もあり便利であったよう 
       ですが、町ではこのような変化に対して、今後どのような対応をして行くのでしょうか。 
        ＮＰＯ法人はちらぼは、空き店舗の再利用も考えていたようですが、その点について 
       はどの程度進んでいるのでしょうか。                       
        最後に、新商品と特産物の開発について伺います。八郎潟のあんごまは大変好評で、 
       これから彼岸や５月の連休、お盆などは車の渋滞になる程、繁盛しています。あんごま 
       に続く商品の開発を考えてはどうでしょうか。隣の五城目町では、木いちごの商品開発 
       が行われ色々な商品が売られています。                      
        我が町では基幹産業である米の加工商品の開発に力を入れてはどうでしょうか。商品 
       の開発には、時間と経費がかかると思いますが、予算を設けて新商品と特産物を作れな 
       いものでしょうか。以上３点につきまして、答弁をお願いします。          
                                               
町長 畠山菊夫  村井議員のご質問にお答えいたします。                    
         ＮＰＯ法人はちらぼに、空き家の利活用に資するため、空き家調査を委託いたしまし 
       た。調査には町内会長及び近隣住民の皆さんよりご協力を頂き、感謝しております。  
        調査報告では、平成２６年前回調査より新規空き家２８戸増え、空き家戸数は１９１ 
       戸となっております。                               
       調査内容は、新規空き家の確認、外観調査、比較的に新しい空き家２４戸を対象に所  
       有者、管理者の確認調査をした結果、１０戸について所有者の把握が出来、貸借、譲渡、 
       解体などの希望を確認し、３戸については貸借及び譲渡どちらでも構わないと回答があ 
       り、家屋の中を確認させていただきました。                    
        多額の修繕費が必要な物件や、断念すべき物件もあり、専門業者による再調査が必要 
       となります。修繕には補助金等を活用する予定としており、貸借条件や修繕の規模、工 
       法などの所有者の了承を得て、検討したいと考えております。            
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       次に、危険空き家についてでありますが、空き家を起因とする様々な問題が、全国に  
      おいて発生し、管理されない空き家が増加傾向にあります。しかしながら、空き家は、  
      所有者の私的財産であり、所有者や管理者が適正管理する義務があります。町では、町  
      民の地域安全・安心のために管理が行き届いていない空き家の所有者へ改善のための助  
      言・指導等を行っていますが、ご指摘のとおり、なかなか改善されていないのが現状で  
      ございます。                                    
      この要因の一つとして、経済的理由などで解体に踏み切れない事情があることも事実   
     であります。また、昨年の９月定例会で、危険性のある空き家に対して解体費用の補助   
     について検討するとの答弁をしており、現在、補助金制度導入に向けての補助要綱等の   
     策定作業を進めており、平成３０年度補正予算対応で、なるべく早い時期に支援してま   
     いります。                                      
     次に、スーパーの閉店に伴う対応のご質問ですが、永らく町民の食生活を支えてこら    
    れた、スーパーファミリーさんの閉店は、大変残念に思います。              
     はちらぼＨＯＵＳＥ・はちらぼ商店の開業にあたっては、ファミリーの正木社長には    
    仕入れから資機材などのご指導を頂き、共に商店街の振興に寄与するものと思っており    
    ました。はちらぼＨＯＵＳＥ・はちらぼ商店は、皆様に永く愛されるために、日々努力、   
     研究し、本町の食生活、商店街振興、地域コミュニティの振興に努めますので、今後も   
     色々とご指導ご鞭撻を頂きたいと思います。                      
      ファミリーさんの店舗の利用についてですが、利用構想は現時点では債権者のことも   
     ありますので、現時点では考えておりません。                     
      次に、新商品と特産物の開発についてですけども、議員ご指摘のように、あんごま餅   
     は畠栄さん、土橋さん共に、県内外で好評を博している状況でございます。        
      ９月議会でも、特産品開発についてお答えしておりますが、新たな特産品の開発につ   
     きましては、農業者、商工者、観光協会など各種団体と協議しながら、今後とも模索し   
     て参りたいと思っております。以上でございます。                   
                                             ８番 
村井 昇  町では、はちパルや田んぼアートなど他町村からたくさんの人が来ています。せっか   
     く観光客が来てもらっても、特産品や販売品が少ない訳です。やっぱりこういうのは菓   
     子屋の場合でも、農家の場合でも、ある程度予算を設けながら講習会や儲かる特産品を   
     作るように、指導者を呼んでやってもらえないでしょうかと思って、まずその点につい   
     て聞きたいと思います。                                
                                            町長 
畠山菊夫  色々、村井議員言われるとおり、それはもう大切なことであると思っております。米   
     の加工品、これもいずれ手がけていかなければいけないと思いますけども、実際、誰が   
     やるかということに尽きると思います。指導も大事でしょうけども、やる人がいれば町   
     では積極的に色んな形でご支援して行きたいと思います。商工業者、観光協会共、色々   
     そういう意味では、今話してるところでございます。                  
                                             ８番 
村井 昇  誰がやるかという方法がある訳ですが、ある程度予算を置いて、この位の予算で研究   
     してみないかという方法もあると思うんですが、如何なものでしょうか。         
                                             町長 
畠山菊夫  そう言うことも含めまして、今後考えて行きます。                  
                                            ８番 
村井 昇  よろしくお願いします。それから空き家の件ですが、私の近くにも空き家がある訳な   
     んです。それで先日、大変風が強く、ハウスが剥がれたりした訳なんですが、その時屋   
     根のトタンとか、木っ端ですか昔で言えば、それが道路まで飛んできてるんです。事故   
     が起きてからは遅いため、なんか所有者に対して注意とか、まず解体してもらえれば一   
     番良い訳なんですが、屋根を覆うようなことをしてもらうとかしなければ、事故が起き   
     てからは遅いと思いますので、後で町民課の方から見に来てもらって、対応したいと思   
     いますが、どうでしょうか。                             
                                             議長 
村井 剛  一ノ関町民課長。                                  
                                           町民課長 
一ノ関一人 今、村井議員さんが述べれられた件についても、町の方で承知しております。      
    その件については、本人が不在ということで、色々と調査しておりますけれども、数     
   名の方に現在当たっております。そういう風な形で今後も応急的な処置だけでも、対応     
   出来ないかというような事で、お願いをして参ります。                   
                                           ８番 村
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井 昇  わかりました。以上をもちまして、私の質問を終わりたいと思います。どうも有り難    
    うございました。                                    
                                           議長 村
井 剛  これにて、８番 村井昇君の一般質問を終わります。                  
     次に、５番 石井清人君の一般質問を行います。                    
                                           ５番 石
井清人  ５番 石井清人です。一般質問をさせていただきます。２つの一般質問をお願いしま    
    す。１つ目は、八中体育館は小・中併設校９学年の体育授業をこなせるか。八小体育館    
    を曳き家してサブ体育館にできないか、であります。                   
     ２０２０年４月に八郎潟小学校・中学校の併設校がスタートします。改築委員会の話    
    し合いも進み、過日、町当局から校舎改修計画の概要をお聞き致しました。         
     それによると、小学校では全学年１クラス、中学校では１年生が１クラス、２年生・    
    ３年生が２クラスずつ、合わせて１１クラスです。現在の子供数から試算すると、小学    
    校で１９０名、中学校で１２３名、全体で３１３名です。大変にぎやかで活発になるで    
    しょう。小学生がたくましい先輩たちの勉強態度や部活動にあこがれや目標を持つこと    
    ができたり、また、中学生が小学生の面倒を見たりなど、今までにはなかった八郎潟町    
    の新しい教育の姿が生まれてくるのではないでしょうか。                 
     現在の出生数から見ても将来的に、これ以上の教室数は必要としませんから、今回の    
    改修でこの後ずっとやっていけると思います。                      
     校舎改修が２億５千万円で済むのであれば、今までの小学校・中学校の２つの校舎を    
    維持管理していくより、このたびの小・中併設方式が維持管理や教育の新しいスタイル    
    として良い選択であったと感じます。                          
     ところで、素人なりの疑問なのですが、八郎潟中学校の体育館が体育の授業で今まで    
    中学生のみが使用していたものが、小学生６学年の授業が入ってきたときに、支障なく    
    使えるものでしょうか。                                 
    インターネットの資料で見ると例えば現在の小学校３年生の体育の授業時数が、週あ     
   たり１０５時間で４５分授業とすると、２．３コマとなります。また中学校３年生でも     
   週あたり１０５時間で５０分授業とすると２．１コマとなります。              
    しかし、時間の途中でやめる訳にはいきませんから体育の授業は、週２コマか週３コ     
   マのどちらかになると思います。仮に、週２コマの体育授業とすると、小学校・中学校     
   合わせて１１クラス、２２コマ必要になります。週３コマの体育授業とすると３３コマ     
   となります。体育館を１日６コマで使用できると仮定すると、週３０コマ使用可能です     
   から週２コマずつの授業だと余裕があります。週２．５コマ授業ずつだとぎりぎり、週     
   ３コマ授業ずつだと不足することになります。八郎潟小学校と中学校は週あたり、どの     
   位の体育授業コマ数を取っているものでしょうか。                     
    また、給食後のお昼休みには体育館で遊びます。混み合わないでしょうか。そして放     
   課後は中学生は部活動があります。現在の部活動では体育館をどのように使い分けして     
   いるものでしょうか。                                   
   小学校にはスポ小活動があります。小学生のスポ小活動は八中体育館を使用する予定      
  はないでしょうか。改修計画では校舎本体の教室数や特別室は十分確保されているので      
  心配はありませんが、体育館については収容力が心配なところです。              
   八郎潟小学校校舎は築４０年となり、校舎自体は老朽化が進んでいると思いますが、      
  体育館は簡素な造りですし、そんなに痛んだようには見えません。これを使わないとい      
  うことはもったいない気がします。                             
   そこでこの八郎潟小学校体育館を中学校のそばまで、曳き家してはどうでしょうか。      
   私は全くの素人ですから、どの位の経費がかかるかはわかりません。ですが、昨年、      
  弘前城を曳き家したのがテレビで報じられていました。技術的には可能だろうと思いま      
  す。                                            
  小学校グランドと中学校校舎の間には道路があります。Ｂ&Ｇプールに行く道です。       
  その先は田んぼですから、農作業の方も通ると思います。いずれ中学校の改修工事が       
 始まれば、現場詰所とか資材置き場になって通行止めの可能性もあるのではないかと想       
 像いたします。それであれば、いっそのこと、この道路を廃止して小学校体育館を曳き       
 家し、中学校校舎近くまで持ってきて、渡り廊下をつけてサブ体育館にしてはどうでし       
 ょうか。小学校グランドも拡張すれば併設校サブグランドとなり、まさに小・中一体と       
 なります。八小体育館の曳き家とうまく配置すればサブ体育館、サブグランドとして使       
 い勝手が良くなると思います。そうすれば授業に余裕が出てくるし、中学校の部活動と       
 小学生のスポーツ少年団活動でもすみ分けが出来て、無理なくやれるような気がします。      
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  車を気にせずに行けるので、水泳の授業でＢ&Ｇプールに行くにも安心ですし、便利       
 で安全になります。夏場にＢ&Ｇプールに来る人、農作業の人は迂回しないといけない       
 ので、その方達については不便になりますが、学校のことと思えば理解してくれるもの       
 と思います。小・中併設校に期待いたします。以上が１つ目の質問でした。            
  次に、２つ目の質問に入ります。                               
 題名は奥羽・羽越新幹線構想で八郎潟新幹線駅は可能性があるか、であります。秋田        県
では「フル規格の奥羽新幹線・羽越新幹線の実現に向けて」というパンフレットを出        し
ています。これは平成２８年８月発行です。このパンフレットの背景には、２８年９        月
に秋田県や県内市町村、経済団体と「奥羽・羽越新幹線整備促進期成同盟会」を設立        し、
着工に向けての強力な運動を行っていくことを決議したからです。                期
成同盟会の設立総会には、本県選出国会議員や県内各自治体首長、経済団体関係者        など、
１７０名が参加したとありますから、大きな盛り上がりだろうと思います。           もと
もとこのことに、熱心だったのは山形県で、ずっと以前から期成同盟会が設立さ         れて
いました。内陸の新庄市、山形市からはミニ新幹線が走っていますが、酒田、鶴岡        温海
地区は不便であります。                                   私
が感じるのは山形県の知事に引っ張られてこのようなものが出来たのではないかと        思っ
ています。仮に青森から秋田を通り新潟を経て富山までの新幹線構想を運動すると        なれ
ば、青森県、新潟県にも期成同盟会があればよいと思うのですが、どんな現状のも        ので
しょうか。                                         私
自身はこの構想には疑問を感じている一人ですが、実現するまでには何十年かかる        見通
しでしょうか。仮に秋田から青森に新幹線が伸びるとすれば、秋田の次の停車駅は        八郎
潟になる可能性はあるのでしょうか。                             新
幹線は高速で走って都市間移動の時間短縮をすることにメリットがあるのですから        終始
止まっていては意味がないのですが、町民の方には、この構想に八郎潟町としての        メリ
ットを期待している方もいるのではないかと思い、質問いたしました。              旧
国鉄が民営化されて、ＪＲ東日本となりました。運営を続けていくには黒字を出さ        なけ
ればなりません。営業係数という指標があって１００円の運賃を稼ぐのに、いくら        コス
トがかかるという数字があります。これで行くと羽越線は２０７．８円です。赤字        路線
です。                                           以
前、新潟行の特急「いなほ」に乗りましたが、乗客数も少なく、本当に寂しい路線        でし
た。秋田から新潟方面に新幹線で行かなければならない人はいるのかなと、ふと思        いま
した。本荘駅や酒田駅、鶴岡駅で乗り降りするものの、あとはわずかで、通り過ぎ        る駅
も無人駅のようで寂しい感じでした。                             新
幹線の魅力は高速化と輸送力にあります。大量のお客さんを速く運べます。            し
かし、青森方面や新潟方面に速く大量に行くだけの需要と人口、或いはこの新幹線        を使
って秋田に入り込む交流人口の拡大は期成同盟会、或いは県としてどの位見ている        もの
でしょうか。                                        ま
た、フル規格新幹線が出来れば、在来並行線は第３セクターに移行します。そうす        ると
運賃の値上げや地域自治体の経営負担も出てきます。そういうデメリットもあるの        です
が、期成同盟会は良いことばかりを言わず、デメリットも公表すべきです。            Ｊ
Ｒ東日本には、７０位の路線があるそうです。そのうち黒字なのは東北、上越、北        陸の
新幹線と首都圏の路線だけで、首都圏以外の地方路線は、全て赤字路線です。           首
都圏と新幹線の売り上げで地方路線を走らせている現状ですが、青森から秋田を通        り新
潟、富山と続くこの羽越新幹線が出来た際の営業収支をどの程度と試算している         もの
でしょうか。このあたりもわからない点ですが、期成同盟会の説明など聞いており        まし
たら教えて下さい。                                     在
来奥羽線は青森、秋田、山形、福島です。秋田県から首都圏に向かうには、奥羽新        幹線
が最適だと思います。横手市、湯沢市も通過しますから。フル規格の奥羽新幹線・        羽越
新幹線の２線を同時に運動するよりは、奥羽新幹線に絞って運動した方が秋田県に        とっ
てはよいのではないかと考えます。これが２つ目の質問であります。以上２点につ        いて、
ご答弁、よろしくお願いいたします。                               
                                    町長 畠山菊夫  石井
議員のご質問にお答えします。                               ２０
２０年は、ごめんなさい、教育長の答弁でした。新幹線構想について答弁いたし        ます。
羽越新幹線については、富山市を起点とし新潟市・秋田市を経由して青森市まで        を結ぶ
全長５６０㎞、奥羽新幹線については、福島市を起点とし山形市を経由して秋田        市まで
を結ぶ全長２７０㎞の新幹線鉄道として、昭和４８年に決定された基本計画路線           
                                            でござ
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います。しかし未だ基本計画の段階に留まっております。                   青森
県や新潟県は、羽越新幹線建設促進同盟会の会員ではありますが、県独自の同盟        会はな
く、この点で山形県や秋田県とは温度差があるように感じられます。              国の
新幹線基本計画に位置づけられた路線が、ほぼ完成に目途がついてきたことから、        全国
の未着工の基本計画路線、１０路線の動きが各地で始まったことにより、昨年、秋        田県
でもこの動きに乗り遅れまいと、秋田県の整備促進期成同盟会が設立された経緯が        あり
ます。                                           ご
質問の、整備期間、費用負担、八郎潟駅の停車駅の可能性等につきましては、国の        基本
計画段階での域では、「不明」と回答せざるを得ません。                    費
用に関して言えば、平成９年１０月開業の北陸新幹線高崎・長野間の実例では、１        ㎞当
たりおよそ７０億円程度かかったとされております。地方負担は、整備事業費の半        額を
ＪＲが支払う貸付料、いわゆる新幹線の施設使用料の残額の１／３、すなわち事業        費の
１／６であり、地方負担分の９割に地方債が充当可能で、その元利償還金の５～７        割に
国が地方交付税措置を行う仕組みとなっております。                      さ
て、昨年８月に、山形県を事務局として沿線６県（青森、秋田、山形、福島、新潟、        富
山）の担当課長などで構成される「羽越・奥羽新幹線関係６県合同プロジェクトチー        ム」
が発足しております。                                    こ
のプロジェクトチームでは、沿線エリアの地域ビジョンや費用対効果、整備手法の        ３項
目について調査・検討を進め、結果を政府への要望活動などに活かす方針で、平成        ３１
年度を目途に最終報告書をまとめることにしております。                    ま
ずは、当面は秋田県の整備促進期成同盟会の気運醸成に乗りながらも、前述した最        終報
告書が完成し、各種データが公開された時点で、周辺自治体とも意見交換をしなが        ら、
町の基本的な考え方を決めていきたいと考えております。大変失礼しました。あと        は、
教育長が答えます。                                       
                                     教育長 江畠廣  石
井議員の１点目のご質問にお答えします。                           ２
０２０年は小学校６クラス、中学校５クラスで、体育の授業時数は、年間３５週の        うち、
小１は週２．９時間、小２～小４までは週３時間ずつ、小５と小６が週２．６時        間ずつ
となっており、中学生はそれぞれ週３時間ずつとなっております。指導計画の内        容とし
て、配当時間のうち、保健分野を小学校は３年と４年の２年間で８時間程度、５        年と６
年の２年間で１６時間程度、中学校は３年間で４８時間程度配当することになっ        ており
ます。もし体育館を定められた体育授業時数分を１クラスが全面使用するとなれ        ば、議
員のご心配・ご指摘のとおり、コマ数が多く運用できません。ほかに学習発表会        などの
学校行事の練習などにより、例えば小学校が体育館を長期間に渡り専用に使うこ        となど
もでてきます。                                      剣道
場や柔道場の活用も含め、外での体育授業と保健の授業との組み合わせをうまく        操作す
ることや２クラスが片面ずつ一緒に授業するなどについて、また、小・中が共有        する箇
所についても体育と同じようなことが課題として考えられますので、３０・３１        年度で
小・中学校の先生方と教育課程検討委員会を積み重ね、お互いに支障なくうまく        運用で
きるように研究してまいります。                              体育
館の休み時間の活用については、中学生は基本的に遊ぶことはありません。小学        生の利
用割り当てだけ考えていけばよいと思っております。                     また、
部活動では現在八中体育館を日常的に使っている運動部は男子バスケと卓球で        す。ほか
に、夜間と土曜日にバドミントンも２日間ほど使用しております。女子バスケ        が町体を
使えない時や冬場になると、外の部活も曜日や時間を調整して使用している状        況です。 
                                           小学校グ
ランドや小学校体育館はスポ少などの社会体育で活用することが中心になる        と思いま
す。現段階で、議員提言の曳き家にして移動することまでは、考えておりませ        ん。ただ、
必要に応じて正課で使用することは、出てくると思います。                ちなみに、
曳き家にした場合の費用ですが、単純に持って行くだけで６千某万です。         行くために
は、行く経路、道路の移動の仕方、全て作っていかなきゃいけませんので、        予想して億
は軽く超えるだろうと言う風なことであります。中学校体育館は学校体育で、        小学校体
育館並びに町民体育館については、女子バスケット部の使用以外は社会体育で        使用する
ことを基本として考えております。                                
                                   ５番 石井清人  丁寧な
ご答弁、有り難うございました。ちょっとわからないところ、再質問させてい        ただきま
すのでお願いします。                                      
                                           それで、
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中学校体育館のことなんですが、今、併設校、一貫校も多くなっております        けども、ど
この併設校、一貫校も体育館は一つなのでしょうか、或いはメイン体育館、        サブ体育館
という風にして、建築するものでしょうか。他町の事例もあったら一つ教え        て下さい。 
                                          それから私
の提言なんですけども、前の全員協議会の時に、確か、小学校と中学校で        は授業時間が
違うということを聞いておったんですけども、そうすると例えば、小学校        の授業が４０
分とか４５分で終わる、中学生が４５分とか５０分となると、ずれが出る        訳なんだけど
も、そうした場合にお昼休みは早く終わったり、遅く終わる、小・中で変        わると思うけ
ど、もし時間差があっても午後は一緒に並べば、午後の始業の時間のチャ        イムは２つ一
緒に鳴らせるからいいんでないか、これ素人発想なんだけども、これが例        えば小学校が
早く午後の授業が始まる、中学校が終わるというと、何かベルの、もし違        っていたらで
すよ、チャイムがずれるから迷うのかなというようなことも、ちょっと思        ったので、こ
れ私の提言です。                                  それからで
すね、教育長さんが曳き家については考えてない、ということなのでわか        りましたけど
も、ただ、夏場になると小学校グランドも、もったいないと多分使うと思        います。そう
した時に、あそこ道路あるから横断歩道の表示があればいいかなと、ふと        思い付きまし
た。例えば小学校のグランドから併設校に戻る時、土手からびょっと子供        が出れば、車
と当たる可能性もあるから、そこが私ちょっと心配で、もしだったらそう        いう事もある
のかなと思いましたので、ちょっと話してみました。                  今の小・中
併設校の体育館のところ、他町の事例がありましたらお願いします。                
                                  教育長 江畠廣  義務教育
学校とか一貫教育小・中学校と或いは併設校と似てます。様々でありまして、        付いてる
学校ってありますよね、併設で言えば繋がっているとこ、別々の一貫教育校型        もありま
すから、そういう時は当然２つそれぞれにあります。                    それか
ら、併設校につきましては、義務教育学校もそうですけど、大抵はまず１つな        んですね、
でこの前、雄和の方に視察に行って来ましたら、小学校の方の校舎と体育館        は付けて、
そちらの方は２つございました。ですので、そこの自治体の財政事情、その        他、或いは
子供の人数、学級数そういうことも鑑みてですね、２つ必要か１つ必要かと        いう形で進
めているのかなと考えております。                           いずれに
しましても、私思うのは、八中体育館が小学校の体育館２つあるのと同じこ        とですから、
２面なってますので広さからいいますとですね、ですので、きっと例えば        小学校１年生
と２年生は一緒に授業が出来るだろうと考えております。そういう形で調        整して行くと
いう風なことになろうかと思います。                         次に、小・
中の時間は当然、小学校の基本は４５分授業です。中学校は５０分授業、        これが基本で
あります。ただ、中学校の場合は、色んな事情がありまして４５分に変更        になったりと
か、そういう風なこともあるんですね、ですので一番厳しいのは、普段の        学校えんの中
で突然そういう風な物が出て来た時にですね、どう対応するかということ        が一番大変な
んです。実際に、ですので小・中の先生方が職員室などにおる訳ですので、        教務の先生
もお互いの連携、その他が非常に大切になってきます。そういうところを色        々相談しな
がら、開校に向かってスムースに支障なく行けるような方向で考えて行きた        い、という
風に思っております。普段、たぶん４５分と５０分ですので、全部同じ小学        生が続けて
行って、途中から急に中学生が入るというようなことは有り得ないとこだと        思います。
工夫の仕方としては、１時間目、２時間目、小学生が使って中休みの時間あ        りますので、
中休みの時間から中学生がずれて入って来るとか、かち合うようなことは        避けないとい
けませんので、そういう風な工夫があるかと思います。                 次、当然小
学校のグランドとかそういう所も使いますので、横断歩道のことなんです        が、これ我々
だけで横断歩道とかは付けられませんので、これは町民課とか警察の公安        課と十分話し
合いをして、なるべく危険にならない方策を検討して参りたいという風に        思います。以
上です。                                            
                                 ５番 石井清人  再々なんで
すけども、私の感想だけ一つ話して終わりたいと思います。答弁有り難う        ございました。
それで新幹線構想をずっと遠い将来のことなので、私方生きてるうちに        日の目を見るか
どうかわからないですけども、夢として語れればいいなと思います。い        ずれそういう物
が出来て、新幹線が八郎潟を通って来た時に、そうすれば八郎潟駅も新        しい駅になって、
八郎潟駅なのか八郎潟盆踊駅なのか八郎潟願人踊駅なのか、そういう        全国にアピール出
来るような物も出来るかもしれないし、夢を語るのもいいのかなと思        います。そういう
ことで感想です。以上で質問を終わります。どうも有り難うございま                
                                       した。     
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                                議長 村井 剛  これにて、５
番 石井清人君の一般質問を終わります。                      それでは、小
柳聡君の一般質問がある訳ですけども、ちょうど昼食を挟んで参ります        ので、出来る所
まで１番の所という風なことで進めていきたいと思います。              それでは次に、
１番 小柳聡君の一般質問を行います。                             
                                １番 小柳 聡  １番の小柳聡
です。通告に基づき一般質問をさせていただきます。                 昨年の３月定
例会で、一般質問を随分させていただきまして、本日、このように傍聴        者がたくさんい
る中でお話しをさせていただけることは、大変光栄です。午後になった        らどうなるのか
なと思う面もあるんですけども、本日はテーマを人口減少問題、小・中 
        併設校の２つに分けて、お話しをさせていただきたいと考えております。      
         まずは、全国規模で問題となっており、その中でも特に秋田県にとって深刻な課題で 
       ある「人口減少問題」について、お話しさせていただきます。            
        ご承知のように秋田県は、人口減少率が全国で４年連続でワースト１位となるなど、 
       深刻な問題であり、我が八郎潟町も同様に人口減少問題が進んでおり、当町においても 
       避けて通ることなど出来ない問題だと感じております。               
        ２０４０年には、我が町の人口が４，０６９人となる推計人口も出ており、今現在３ 
       分の２規模の人口予測となっております。そのような中で人口増加を目標とすることは 
       現実的には難しいこととは思いますが、右肩下がりの減少率を緩やかにすること、縮小 
       社会に耐えうる持続可能な将来像を描くことが、我々町政に携わっている人間の宿命だ 
       と感じております。                                
       ただ、この問題は非常に複雑であり解決は容易ではありません。今回の質問は、具体  
      的に踏み込んだ話しではなく、人口減少社会に挑む八郎潟町の覚悟や、大きな方向性を  
      確認出来たらと思っております。                          
       まず最初に、今現在の八郎潟町の人口減少対策、またその効果などもあれば含めてお  
      伺いしたいと思います。                               
                                             町長 
畠山菊夫  小柳議員のご質問にお答えいたします。                       
      まずは、最近の人口減少の要因による実態データをお知らせいたします。秋田県年齢   
     別人口流動調査報告書によれば、平成２７年１０月から平成２８年９月までの１年間の   
     出生・死亡による自然増減率は、本町ではマイナス１．１３％、県平均でマイナス０．   
     ９１％、県郡部平均でマイナス１．３１％となっております。              
      一方、転入・転出による社会増減率は、本町がマイナス０．５３％、県平均でマイナ   
     ス０．４０％、県郡部平均でマイナス０．６５％であり、県内で増減率が最も低かった   
     のは、マイナス０．１４％の潟上市でありました。                   
      本町の人口減少対策ですが、平成２９年度では、結婚祝い金支給、これ１０万円、こ   
     れは実績としては９件でございます。次に、出産祝い金支給、３万円、これは実績が１   
     ７件でございます。それから八郎潟 de 愛サポート事業、これは実績が１件でございま    
    す。結婚支援センターへの入会登録料助成金、これの実績が３件、その他は不妊治療費    
    補助、妊婦検診委託、ふるさと回帰支援交付金などについて、施策を進めて参りました。   
      なお、直接的な人口減少対策ではないものの、学童保育、給食費助成、地域子育て支   
     援センター、保育所における乳幼児受け入れ、幼稚園預かり保育、介護予防関係事業、   
     各種健康増進関係事業などの間接的な施策も実施しております。             
      なお、これら施策の実施により、人口減少幅の抑制には、いくらかはつなっがている   
     ものと考えております。                                
                                            １番 
小柳 聡  今、人口減少幅が当町は増があるんですね、減少率の、その中では第２世帯に入る所   
     でございますので、本当にその中間にいるのかなというのが私の本音でもございます。   
      結婚祝い金が１０万円という所もありました。私の時には無かった制度でございます。  
       大変羨ましくも思いますけども、町は本当住みやすい環境というものが、子育て世代  
      にとっては、とても評判になっております。こういったものを、もうちょっと口コミを  
      通してですね、広げて行くこともいいのかなと思います。               
       どうしたら人口減少を食い止めることが出来るのか、はたまた、人口減少を前提にま  
      ちづくりを考えていくのか、まずはしっかりと現実を受け止めて、色々な問題に我々も  
      当局と含め一緒に向き合って行きたいと考えております。               
       そこで、１０年間の人口推移を調べてみました。１０年前の３月は６，９９９人、そ  
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     して今現在は６，０２２人、ちょっと数値変わってると思いますけども、実に９００人   
     以上の人口減少となっておりました。世帯数も比較してみました。１０年前は２，４７   
     ５戸、そして直近の世帯数は２，４９２戸でした。この数字、少し目線をずらすと、人   
     口が９００人以上も減っているにも関わらず、世帯数はほとんど減っていない、むしろ   
     少しだけではありますが世帯数は増えているという事実にありつきます。         
      まずは、この数字を当局として、どのように分析、判断いたしますでしょうか、お伺   
     いします。                                      
                                            町長 
畠山菊夫  いくつか挙げて、お答えしてみます。                        
      子のみが転出しても、親世帯はそのままである、子夫婦が親と同居せず、町内の別住   
     所へ転居する、子夫婦が親と同居していても、世帯分離する場合があります。       
      それから、介護施設の中には、入所施設が単独世帯としての住所地となる施設があり   
     ます。うたせ苑５０世帯、ケアハウスたかおかの杜１５世帯、などの理由で世帯数は減   
     少しておりません。                                  
                                            １番 
小柳 聡  ９００人減っているというボリュウムに対して、うたせ苑とか色んな施設の世帯数、   
     やっぱり核家族というのが、多分一番の要因ではあろうかと思います。今聞いた数字を   
     考えただけでも、おそらく世帯数としては、世帯の中に占める人数、これがおそらく減   
     少しているのではないかと考えますけども、いかがでしょうか。             
                                             町長 
畠山菊夫  家族の世帯数は、当然減少しております。                       
                                           １番 小
柳 聡  もう一回ご質問します。この中に空き家はこの世帯数という数の中には含まれていな    
    いという認識でよろしいでしょうか。                          
                                            総務課
長 小野良幸 空き家につきましては、一部の人は空き家に住所を置きながら、住んでいない方も   
     いるかとは思いますが、数的にはそんなに多くはないだろうと思っております。      
                                             １番 
小柳 聡  そうなのであれば、人口減少が進む中で世帯数が変わらずに、さらに空き家に関して   
     は増加しているという構図になろうかと思います。世帯に占める家族構成の数が減少し   
     ている中で、少しではあるんですかども、建物が増えているという現状を私自身が危惧   
     しております。                                    
     空き家問題に関して、ちょっとここから触れようと思ったのですけども、先程、村井    
    議員がお話ししたこともありますので割愛しますけども、将来の人口を考えた時に、必    
    要に迫られる問題であると思いますので、空き家問題、早急に考えていただきたいと思    
    います。                                        
    さて、この流れを自治体の公共施設に置き換えてみたらどうなるでしょうか。        
    当町では子育て支援施設、児童館が１２施設ある中で９施設が築４０年前後となって     
   おり、約１００施設ある町営住宅においても、その約４割が築３０年以上でございます。    
     現時点では、これらの建物もあって当たり前、無くなったら困るという声が多数だと    
    しても、今後も続いて行く人口減少により、人口構成の変化等により、需給バランス変    
    化が出て来ると思います。施設によっては、長寿命化をしていく物、場合によっては集    
    約・複合化も図ることが出来るでしょうけども、その際には廃止等も状況によっては検    
    討しないといけなくなる施設もあることが想定されます。                 
     人口減少社会を生きて行くということは、町民のみならず、全国規模の多くの自治体    
    で幅広く認識されていると思います。我が町をとって見ても、この１０年間で９００人    
    以上の人口が減少したという事実、この数字を３４ある町内会で一律に考えた場合には、   
     ４つの町内会が無くなっている位のインパクトを受けました。              
      すでに子供会では、子供会としての機能を持たなくなっている町内会も存在します。   
      私の住む町内の子供会も、街中にあると自負はしてるんですけども、３１年度になる   
     と、２世帯しか子供会に残らないという現実もございます。こういうことを踏まえまし   
     て、今すぐという話しでもないんですけども、自治会再編も視野に入れた公共施設など   
     を行っていく管理はありますでしょうか。お伺いします。                
                                             町長 
畠山菊夫  平成２８年度に策定した「八郎潟町公共施設等総合管理計画」において、公共施設等   
     の管理に関する基本的な考え方を示しております。                   
      公民館や集会所など、機能移転が可能な施設や用途が重複している施設等については   
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    町民サービスを考慮しながら統合や整理を検討することとし、稼働率の低い施設は運営     
   改善を徹底し、それでもなお稼働率が低い場合は、統合や整理も検討することとしてお     
   ります。                                         
   自治会再編も視野に入れた公共施設管理を、とのことでありますが、自治会再編方針      
  は未定であります。ただし、平成３０年度では、個々の施設について個別施設計画を策      
  定したいと考えており、施設の維持管理、修繕、更新・改修、統合・廃止等の実施方針      
  を定めて参りたいと思っております。                            
                                          １番 小柳 
聡  自治会再編ということは今ちょっと、というお話しでございました。それでは今後で      
  結構なんですが、町民アンケート等を取る際などに、自治会再編に対する意向調査みた      
  いな物を、加えていただけることは出来ないでしょうか。すみません、これ通告にあり      
  ませんでした。                                       
                                         総務課長 小
野良幸 自治会の再編についてのアンケートでございますけども、昨年、町内会長さん向け      
  のアンケート調査を実施しております。今のところは、この調査内容を基にしながら、      
  今後町民向けのアンケートを実施するかどうかは、検討して参りますけども、全ての町      
  民からアンケートを取った物が、結果にどう反映されていくかというのは、すごい私に      
  とっても不安な部分がございます。                             
   アンケートが全て、という事ではいかないとも思っておりますので、その実施に当た      
  りましては慎重を期した検討を重ねて参りたいと思っております。               
                                          １番 小柳 
聡  私も、もちろんアンケートのデータを鵜呑みにするということではないんですけども、     
   ちょっと統計を知りたいなというところもございました。                  
    全ての建築系公共施設を更新するとした場合に、今後４０年間で約１９３億、年平均     
   ４．８億円の費用が必要となる統計も出ております。総額の圧縮を図りながら標準化を     
   保つようにして行きたいと思います。                           
    また、ちょっとせっかくなんで人口減少社会における、自治体運営にかかすことの出     
   来ないテーマの一つに、広域連携があると思います。し尿処理施設が来年度から五城目     
   町との連携をとることになったことは、当町と井川町にとっても、また五城目町にとっ     
   てもお互いにメリットがあるからこその連携であると感じております。私としても、も     
   っとこういった広域連携の形を積極的に増やして行くべきだと考えております。周辺自     
   治体も同様に、人口減少が進んでおります。湖東３町における１０年間の人口減少は、     
   ３，８００人を超えました。２０年前を考えた時には、おそらく今も当町程度の人口減     
   少数になろうかと思います。今回の質問では、多くは語りませんけども、だからこそ可     
   能になる連携もあるのではないかと考えております。                    
    当局として今後、積極的な広域連携を模索していく考えはあるでしょうか。また、あ     
   るとしたら、どのような分野をお考えでしょうか、お伺いいたします。            
                                           町長 畠
山菊夫  公共施設については、先程述べた通りでございますけども、単独自治体では、なかな     
   か効果が上がらないものもございますので、秋田県、そして周辺自治体と連携を深めな     
   がら取り組んでいかなければいけません。それから事業に関しても、一緒にやることで     
   大部予算が浮くこともありますので、そういうことも視野に入れながら取り組んでいか     
   なければと思っております。                                
                                          １番 小柳 
聡  私としてはですね、、例えば供給量がある物、こういった物が例えば、３町でなくて      
  もいいんですけども、おそらく今まで沢山いた人口の物で供給してきた物が、例えば２      
  町になっても出来るという可能性を示したい、と思って発言をいたしましたけども、ま      
  ず、今回これで半分終わりましたので、終わります。                     
                                          議長 村井 
剛  小柳君の一般質問が、もう１点ある訳なんですが、昼食のため、午後１時３０分まで      
  休憩いたしたいと思います。                                 
            （午後１２時３分）                          
             （ 休 憩 ）                           
           （午後１時３０分再開）                          
                                        議長 村井 剛 
 午前中に引き続き、再開いたします。                             
 １番 小柳聡君の一般質問を続けます。                            
                                       １番 小柳 聡 
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 午前に引き続き、一般質問を続けさせていただきたいと思います。                
 次の話題は小・中併設校に関して、のお話しをさせていただきたいと思います。２月        １
６日に八郎潟小・中併設校について説明会が開催されました。小学校が老朽化し、少        子
化の影響もあり平成３２年度に中学校校舎に統合するというお話しです。先程の話題        で
挙げたように、ファシリティマネジメントの観点で考えれば、すばらしい選択をした        の
は間違いありません。私自身も保護者の一人として、参加させていただきましたが、        子
供にとってもそれなりの環境整備が整えられることに、大筋では安心感を持ちました。        
 環境を今までにない形に変えていくというのは、なかなか簡単ではないかもしれませ        
ん。いろいろな予測出来ないことも新たに、少なからず出てくることでしょう。           
 教職員においても、新たな環境に順応するというのには、時間がかかる可能性も考え        ら
れます。それを踏まえて、併設校における教職員配置数は、適当であるかというのを        お
伺いさせていただきたいと思います。                               
                                      教育長 江畠廣  
小柳議員のご質問にお答えします。                               
小中連携教育を進める小中学校のスタイルには、義務教育学校、小中一貫校型小学校        ・
中学校、小・中併設校とあります。本町は小・中併設校とする訳ですが、小学校の教        諭
定数は、学級数により定められております。小学校であれば、６～７学級の場合、学        級
数の人数となり、児童数が９０人を超えれば、プラス１人となっております。            ２
０２０年、本町の場合、普通学級６、特別支援学級１の７学級ですが、１９２名の        児童
数ですので、教諭数は８名となります。中学校は、普通学級６、特別支援学級１の        学級
数プラス４となっており、教諭数は１１名と定められております。これに指導方法        工夫
改善のための加配教員が、町に配置されれば１名か２名の教諭が増えることとなり        ます。 
                                            学級数
は３３年度・３４年度と１クラスずつ減っていきますが、在籍数は３０人を超        え増える
ことになりますので、先生方の負担も大きくなると思われます。少しでも多く        の加配教
員数を確保する努力はして参ります。                           併設校
にする理由の一つとして、教育環境の整備を上げているとおり、将来、中学校        が３クラ
スになった場合の対応が課題です。小学校の先生方に兼務してもらう必要がで        てきます。
学校が離れていると兼務はできません。運用の仕方については、今後先生方        と話し合い
を深め進めてまいります。                               次に、小
・中併設校の教諭以外の職員は、基本的に小学校籍の校長が１名、小・中学        校それぞれ
に教頭１名ずつの配置で、小学校長は中学校長を兼任します。事務職１名、        養護教諭１
名、栄養教諭１名と定められております。                            
                                   １番 小柳 聡  ただ今
の質問に関しては、配置数が適当であるというお答えは、私も一応想定はして        おりまし
た。ただ、規模の縮小に伴った上で、新しく併設校としてスタートする際に、        このたび
の教育長の施政方針でもありましたけども、加配教員、もしくはまたサポータ        ーの町単
で配置するといった措置も、私としてはお願いしたいところでもございます。         また人
数が減って、単純に教職員を削減するという意味合いではちょっと違うんです        けども、
現状と比較して無理がないのかなといったところを危惧しておりました。           先生に
とっても環境が変わる中で、例えば事務員、養護員、栄養教諭、こういった皆         さんに
関してはおそらく、今までよりは事務量が増えるのではないかなということも想        定して
おります。そういったことも踏まえて、先生達のストレスが子供に影響しないよ        うにや
ってほしいなという意味での、質問の趣旨でございました。                  次に、
小学校と中学校の休み時間が違うということで、なおさら感じることなのでご        ざいます
けども、授業をしていても遊び声が気になるというシチュエーションが考えら         れます。
これは私、受験生と小学生が一緒になるということの意味を込めて、お話しさ        せていた
だいてるんですけども、これがテスト期間なら、なおさら感じることでござい        ます。中
学生に子供の声に慣れてもらうのか、小学生に配慮してもらうのか、定かでは        ございま
せんけども、これから長いスパンで考えなくてはいけない問題であると思いま        す。です
ので、せめて受験生の教室に関して防音対策等、施せないかなということをお        伺いした
いと思います。                                         
                                   教育長 江畠廣  議員の
提案については今後検討したいと思いますが、騒音の影響をできるだけ避ける        ことので
きる位置と考えて、中学生は３階としております。受験生となる３年生の教室        について
は、位置が固定されている訳ではありません。３２年度は５クラスの形になり        ますけど
も、１つずつ減っていくことから、教室が足したところに入るのか、それとも        別の方に
入るのか、そこは固定されているものではありません。ですので、３階にある        全ての教
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室に防音設備を施すことは、財政上難しいのではないかと考えております。          ただ、
小学生、中学生が何かと我慢して過ごさなければならない状況にだけは陥らな        いように、
児童、生徒への指導のあり方や約束毎について先生方と相談しながら進めて        いきたいと
いう風に考えております。                                    
                                  １番 小柳 聡  今の質問
はですね、次の質問に関連する話題でもありますのでお聞きしました。           遊具・遊
び場スペースを徹底していただくということは、外で遊ぶ機会がなかなか今        の現在の子
供達は少ないので、私としては大変うれしく思っておりますが、遊具・遊び        場スペース
と校舎の距離感、ここがまずちょっと１点お聞きしたいというか、遊具スペ        ースと受験
生、３年生の部屋ですね、距離感の問題性はないのかというところと、遊具        ・遊び場ス
ペースと駐輪場の距離感が近いというのが、私の中でちょっと気になってい        るところで
ございまして、そこの距離感の問題はないのかというところを、お伺いした        いと思いま
す。                                              
                                  教育長 江畠廣  最初のご
質問ですけども、距離感的には今ある駐輪場のところに遊具スペースが来る        訳ですけど
も、隣にＢ&Ｇプールもあります。３階の方に影響を及ぼすとすれば、むし        ろ、水泳の
時間じゃないかなと、普通、遊具で遊んでる場合もそんなに騒いで遊んでる        訳ではござ
いませんので、特にプールの時は、キャーとかアーとか騒いでいます。それ        は今までも
そのような所でもありますので、私としてはそんなに深く影響ないのかなと        考えており
ます。                                        あと、次
の方にいきます。遊具・遊び場スペースとして、５００平方メートルの広さ        をとってお
ります。ブランコ３連、低鉄棒３連、雲梯、その他の遊具を設置しますが、        勢い余って
落下する危険が予測されるブランコの設置場所と前後の向き、周辺等につい        て、安全面
には十分配慮して設置いたします。                           また、遊
び場スペースは外部と直結する部分にあることから、東側、つまり駐輪場と        の境と、西
側プールとの境と、南側道路との境の３方向に柵を設置することにしており        ます。以上
です。                                             
                                  １番 小柳 聡  はい、有
り難うございます。今のお話しを聞いて納得するところが多々ありました。         今までも
プールはあったので、おそらくそんなに騒音というのは気にならない、とい        うのはある
と思います。他の話しは昨日、教育長の施政方針で出ていたところもありま        すので、若
干重複する内容となってしまいますけども、せっかくの機会なので、お話し        をさせてい
ただきたいと思います。                                ３０年度、
３１年度は新たな教育要領が学習指導要領への移行措置期間である、と私        認識しており
ますけども、当町における具体的な対応等あったらお知らせ下さい。                
                                  教育長 江畠廣  まず始め
に、英語科への対応ですが、教育行政の方針でも述べましたが、３０年度は        移行措置扱
いになり、５・６年生で年間５０時間の英語学習、３・４年生で年間１５時        間の英語活
動を行います。年間７０時間の総合的な学習時間から、それぞれ１５時間を        英語に振り
替えて、火曜日と木曜日の午前中の時間割に組み込んで進める予定となって        おります。 
                                          全ての英語
授業に学級担任の他に、英語活動サポーターと、火曜日の５・６年生の英        語にはＡＬＴ
のカール先生、木曜日の５・６年生の英語には英語免許のある方にサポー        トいただき、
授業を構築する計画です。                              このことは、
中学校が各学年２学級ずつで英語の授業数が増え、カール先生１人で小        学校までの全て
を対応することができないからです。特に教科となった５・６年生につ        いては１Ｃ３Ｔ
形式、つまり１クラスに担任の先生とプラス英語のカール先生、それか        らもう１人の方
を入れて１クラスに３人入る形にする計画です。例年に比べ時数が増え        る分を含めて今
回予算計上しておりますので、よろしくご審議いただきたいという風に        思っております。 
                                       次に、「特別な教
科道徳」への対応ですが、３０年度から評価がでてきます。指導要        錄への評価は記述式
と示されておりまして、先生が児童一人一人について、コメントを        書くことになります。
小学校では道徳の副読本のほかに、学習内容や振り返りを書いた        学習シートを綴ってお
く「ほかほかファイル」と、児童のいいところや考えてほしいと        ころなどのコメントを
綴る「あったかファイル」というものを作っており、先生同士で        引き継ぎできるような
態勢をとっております。ほかに、各教室には「道徳コーナー」が                  
                                     設けられ、児童の優れ
た発言や考えなどが掲示されております。                   また、学級を超えて
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先生方が児童のよさを発見したときには、担任の先生に逐一報告        するようにしておりま
す。                                    私はよく教育長会等
で、本町の道徳教育の取り組み事例を紹介するとともに、担任以        外の先生が、個々の児
童の活動から見つけたことを、コメントとして残しておいてやる        などの、評価に役立つ
いろいろな工夫を取り入れていくことで、担任の先生の評価記入        への労力が軽減される
し、客観的な評価が可能になっていくのでは、と話ししておりま        す。今年度は小・中が
連携して「いのちの教育あったかエリア事業」を実践できたこと        で、児童・生徒の心が
豊かになったことは勿論のこと、先生方も指導方法を工夫・改善        できたことで、今後の
道徳教育推進につながっていくもの考えております。              付け加えて、小学校
を代表して三浦教諭が、県教育センターに１年間、道徳指導の研        修にでており、３０年
度は小・中の先生方に、学んだことを伝達して進めるなどで、本        町の道徳教育推進の牽
引車になることが期待できるものと考えております。              次に、学習へのプロ
グラミング導入については、昨年マスコミにも取り上げられてお        りましたが、八郎潟中
学校で五城目町のＮＰＯ法人「ＣＯＢＯＮ」松浦誠様からのご協        力もあり、ペッパーロ
ボットを使った公開授業を行っております。今後、時間がとれれ        ば、小・中連携事業の
中でＩＣＴを得意としている中学校の技術科担当の秋山教諭が、        小学校に乗り入れ授業
として実施する計画を持っているようです。                  ちなみに、中学校技
術科では秋山教諭が個人で持っているタブレット１９台を使って        ソフトやアプリを開発
したときなどに、今年度は３年生が３時間、１・２年生がそれぞ        れ２時間ずつの授業を
実践しております。３２年度の実施に向けて、小学校の先生方に        も研修を深めていただ
くよう指示して参ります。                          タブレットの保有数
について、小・中学校のコンピュータ機器については、平成２３        年から更新しておりま
せんが、併設校開設前の平成３１年度に、児童用・生徒用として、        これまでのデスクト
ップ型からタブレット型に替えて、各３６台ずつ更新する予定でお        ります。言い過ぎた
かしら。                                            
                              １番 小柳 聡  今、分けて質問し
ようとしてたところも、ご丁寧にご答弁有り難うございました。          まずは道徳の話し
にも、ちょっと質問しようと思っていたんですけども、「いのちの        教育あったかエリア
事業」の指定を受けまして、昨年本町で実践された訳なんですけど        も、私自身の子供の
感想を聞いてもですね、とても命の尊さを学ぶ考機会を与えていた        だいたことに感謝し
ております。そのことに、もうちょっと補足等あれば、やったこと        に対する感想などあ
ったらお聞きしたいと思います。                                 
                              教育長 江畠廣  実は、「いのちの
教育あったかエリア事業」につきましては、国から下りてきてる訳        ですけども、指定事
業になっております。従いまして授業時間実践するほかにですね、        報告というものがあ
って、予算計画書と実践報告資料が出される形になっております。        これちょっと参考に
しながらお知らせしますと、まず成果としては、道徳の授業改善や        授業と関連づけた多
様な体験活動を、年間を通して計画的に実施したことにより、命の        大切さや人とつなが
る良さについて、子供達に実感を伴った理解を図ることが出来た、        道徳に関連した学習
関係の工夫は、道徳的価値に関する意識の高揚と継続につながる自        他の良さを感じる場
づくりになりました。アンケート調査や振り返りの記述からは、自        己肯定感の向上が見
られ、取り組みの成果が感じられました。 
         道徳の授業の総合参加、共通実践の成果と課題の共有等に、小・中で連携し取り組む 
       ことにより、道徳教育に対する教職員の意識が高まりました、という成果が挙げられて 
       おります。以上、ご紹介します。                         
                                               
１番 小柳 聡  ご丁寧な答弁有り難うございました。今の現代の子供は、デジタル環境が充実して 
        いるせいもあるんですけども、ＳＮＳ依存というのもあったりすると思います。道徳の 
       授業というものを通して、現実の世界での道徳性を育んでいただいて、また家庭教育、 
       地域社会との連携した教育を進めていただきたいと思います。            
        最後にちょっと、タブレットのことで、じゃ今現在タブレットというものは、１９台 
       というのは個人所有のものであって、学校で所有している、ということではないんです 
       か。                                       
                                              教
育長 江畠廣  学校では現在は、タブレットございません。あくまでも秋山教諭個人のものが１９台 
       ありまして、それを使って中学校の方では授業を何時間か実践なさっております。   
                                                
       これもですね、小学校の先生方には、まだプログラミングの取り掛かりというものが  
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      難しいものがありまして、色々と情報を共有しながら子供達にアプリとかソフト、それ  
      ともそういうものを作成させる諸準備の与え方とかを研究して、３２年度の新学習指導  
      要領に取組めるような形に、仕向けていきたいという風に考えております。       
                                              １
番 小柳 聡  是非、環境を充実させていただきたいと思います。長々となりました。午前と午後を 
       跨いだことで、午前の終わりの方は私の不本意な感じになってしまいましたけども、ま 
       ずこれで質問を終わります。有り難うございました。                
                                               
議長 村井 剛  これにて、１番 小柳聡君の一般質問を終わります。              
         これにて、一般質問を終了しました。これより、各常任委員会を開いていただきます。 
        なお、最終日３月１６日は午後３時より本会議を開きます。            
        本日の会議は、これをもって散会いたします。大変ご苦労様でした。        
                                  （ 午後１時５５分 ）   
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                              第１１日目 平成３０年３月１６日 
（金）                                             
     議長 村井 剛  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、
八郎潟町議        会３月定例会は成立いたしました。                  
              これより、本日の会議を開きます。                 
              答弁のため出席を求めた者、町長、副町長、教育長、各課課長、会計管理
者でありま        す。                                 
             日程第１、本会議で各常任委員会に付託されました議案第２号から議案第２
４号まで        の２３議案、並びに請願・陳情について、各常任委員長の報告を求めます。 
             始めに、総務産業常任委員長、伊藤敦朗君の報告を求めます。      
                                                
    総務産業常任委員長 伊藤敦朗   （総務産業常任委員長報告  別紙報告書のとおり）  
                                                
   議長 村井 剛  次に、教育民生常任委員長 加藤千代美君の報告を求めます。       
                                                
  教育民生常任委員長 加藤千代美  （教育民生常任委員長報告  別紙報告書のとおり）    
                                                
 議長 村井 剛  これより、各常任委員長報告に対する質疑を行います。            
          まず始めに、総務産業常任委員長 伊藤敦朗君に対する質疑を行います。    
           質疑ございませんか。                          
                    （質疑なしの声あり）                 
                                                
議長 村井 剛  ないようでありますので、総務産業常任委員長 伊藤敦朗君に対する質疑を終わりま 
       す。                                       
       次に、教育民生常任委員長 加藤千代美君に対する質疑を行います。         
       質疑ございませんか。                               
                （質疑なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  ないようなので、教育民生常任委員長 加藤千代美君に対する質疑を終わります。    
      これにて、各常任委員長に対する質疑を終わります。                 
      次に、各議案に対する討論並びに採決を行います。                  
      日程第２、議案第２号 平成２９年度八郎潟町一般会計補正予算（第７号）について    
    討論を行います。討論ありませんか。                          
               （討論なしの声あり）                      
                                            議長 
村井 剛  ないようですので、採決いたします。議案第２号について、委員長の報告は可決であ   
     ります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。       
                  （起立多数）                       
                                             議長 
村井 剛  起立多数であります。よって議案第２号は、委員長報告のとおり可決されました。    
      日程第３、議案第３号 平成２９年度八郎潟町国民健康保険特別会計補正予算（第４   
     号）について、討論を行います。討論ありませんか。                  
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  ないようでありますので、採決いたします。議案第３号について、委員長の報告は可   
     決であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。    
                  （起立多数）                       
                                             議長 
村井 剛  起立多数であります。よって議案第３号は、委員長報告のとおり可決されました。    
      日程第４、議案第４号 平成２９年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計補正予算（第   
     ４号）について、討論を行います。討論ありませんか。                 
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第４号について、委員長の報告は可決で   
     あります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。      
                                                
                （全員起立）                         
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                                            議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第４号は、委員長報告のとおり可決されました。    
      日程第５、議案第５号 平成２９年度八郎潟町公共下水道事業特別会計補正予算（第   
     １号）について、討論を行います。討論ありませんか。                 
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第５号について、委員長の報告は可決で   
     あります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。      
                 （全員起立）                        
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第５号は、委員長報告のとおり可決されました。    
      日程第６、議案第６号 平成２９年度八郎潟町介護保険特別会計補正予算（第３号）   
     について、討論を行います。討論ありませんか。                    
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第６号について、委員長の報告は可決で   
     あります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。      
                 （全員起立）                        
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第６号は、委員長報告のとおり可決されました。    
      日程第７、議案第７号 八郎潟町町営住宅条例の一部を改正する条例について、討論   
     を行います。討論ありませんか。                           
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第７号について、委員長の報告は可決で   
     あります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。      
                 （全員起立）                        
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第７号は、委員長報告のとおり可決されました。    
      日程第８、議案第８号 八郎潟町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、   
     討論を行います。討論ありませんか。                         
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第８号について、委員長の報告は可決で   
     あります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。      
                 （起立多数）                        
                                             議長 
村井 剛  起立多数であります。よって議案第８号は、委員長報告のとおり可決されました。    
      日程第９、議案第９号 八郎潟町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例   
     について、討論を行います。討論ありませんか。                    
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第９号について、委員長の報告は可決で   
     あります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。      
                 （全員起立）                        
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第９号は、委員長報告のとおり可決されました。    
      日程第１０、議案第１０号 八郎潟町介護保険条例の一部を改正する条例について、   
     討論を行います。討論ありませんか。                         
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第１０号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                 （全員起立）                        
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第１０号は、委員長報告のとおり可決されました。   
                                                
     日程第１１、議案第１１号 八郎潟町指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに    
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    指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める    
    条例の一部を改正する条例について、討論を行います。討論ありませんか。         
               （討論なしの声あり）                      
                                            議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第１１号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                 （全員起立）                        
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第１１号は、委員長報告のとおり可決されました。   
      日程第１２、議案第１２号 八郎潟町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及   
     び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、討論を行います。討   
     論ありませんか。                                   
               （討論なしの声あり）                      
                                            議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第１２号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                 （全員起立）                        
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第１２号は、委員長報告のとおり可決されました。   
      日程第１３、議案第１３号 八郎潟町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、   
     設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な   
     支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、討論を行います。  
       討論ありませんか。                                
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第１３号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                 （全員起立）                        
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第１３号は、委員長報告のとおり可決されました。   
      日程第１４、議案第１４号 八郎潟町企業誘致促進条例の一部を改正する条例につい   
     て、討論を行います。討論ありませんか。                       
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第１４号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                 （全員起立）                        
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第１４号は、委員長報告のとおり可決されました。   
      日程第１５、議案第１５号 八郎潟町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関   
     する基準を定める条例の制定について、討論を行います。討論ありませんか。       
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第１５号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                  （全員起立）                        
                                             議長 
村井 剛 起立全員であります。よって議案第１５号は、委員長報告のとおり可決されました。    
     日程第１６、議案第１６号 八郎潟町過疎地域自立促進計画の変更について、討論を    
    行います。討論ありませんか。                             
               （討論なしの声あり）                      
                                            議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第１６号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                  （全員起立）                        
                                                
                                            議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第１６号は、委員長報告のとおり可決されました。   
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      日程第１７、議案第１７号 八郎潟町の公の施設に係る指定管理者の指定について、   
     討論を行います。討論ありませんか。                         
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第１７号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                  （全員起立）                       
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第１７号は、委員長報告のとおり可決されました。   
      日程第１８、議案第１８号 平成３０年度八郎潟町一般会計予算について、討論を行   
     います。討論ありませんか。                             
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第１８号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                  （起立多数）                       
                                             議長 
村井 剛  起立多数であります。よって議案第１８号は、委員長報告のとおり可決されました。   
      日程第１９、議案第１９号 平成３０年度八郎潟町国民健康保険特別会計予算につい   
     て、討論を行います。討論ありませんか。                       
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第１９号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                  （全員起立）                       
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第１９号は、委員長報告のとおり可決されました。    
     日程第２０、議案第２０号 平成３０年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計予算につ    
    いて、討論を行います。討論ありませんか。                       
               （討論なしの声あり）                      
                                            議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第２０号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                  （全員起立）                       
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第２０号は、委員長報告のとおり可決されました。   
      日程第２１、議案第２１号 平成３０年度八郎潟町公共下水道事業特別会計への繰り   
     入れについて、討論を行います。討論ありませんか。                  
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第２１号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                  （全員起立）                       
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第２１号は、委員長報告のとおり可決されました。   
      日程第２２、議案第２２号 平成３０年度八郎潟町公共下水道事業特別会計予算につ   
     いて、討論を行います。討論ありませんか。                      
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第２２号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                  （全員起立）                       
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第２２号は、委員長報告のとおり可決されました。   
      日程第２３、議案第２３号 平成３０年度八郎潟町介護保険特別会計予算について、   
     討論を行います。討論ありませんか。                         
                                                
               （討論なしの声あり）                      
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                                            議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第２３号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                  （全員起立）                       
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第２３号は、委員長報告のとおり可決されました。   
      日程第２４、議案第２４号 平成３０年度八郎潟町上水道特別会計予算について、討   
     論を行います。討論ありませんか。                          
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。議案第２４号について、委員長の報告は可決   
     であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。     
                  （全員起立）                       
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第２４号は、委員長報告のとおり可決されました。   
      次に、日程第２５、請願・陳情について、討論、採決いたします。           
      受理番号第１号 最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める陳情、について討論   
     を行います。討論ありませんか。                           
                （討論なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。受理番号第１号について、委員長の報告は採   
     択であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。    
                  （全員起立）                       
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって受理番号第１号は、委員長報告のとおり採択することに   
     決定いたしました。                                  
     ここで議案配付のため、暫時休憩いたします。                     
                 （休 憩）                         
                 （再 開）                         
                                            議長 
村井 剛  再開いたします。                                  
     次に、委員会提出議案第１号を日程に追加し、日程の順序を変更し直ちに議題とする    
    ことに、ご異議ございませんか。                            
               （異議なしの声あり）                      
                                            議長 
村井 剛  ご異議ないものと認めます。追加日程第１、委員会提出議案第１号 最低賃金の改善   
     と中小企業支援の拡充を求める意見書について、を議題といたします。          
      本案について提案理由の説明を求めます。                      
                                             総務
産業常任委員長 伊藤敦朗 委員会提出議案第１号 最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める  
      意見書について                                   
      上記の議案を、別紙のとおり、会議規則第１４条第２項の規定により提出します。    
      八郎潟町議会議長 村井剛殿 提出者 総務産業常任委員長 伊藤敦朗         
      提案理由 ２０１７年の改定による地域別最低賃金は、最も高い東京で時給９５８円、  
      最も低い地方は７３７円です。この金額では、憲法が保障する”健康で文化的な最低限  
      の生活”はできません。また、地域間格差は、時間額で２２１円にまで広がり、地域経  
      済を再生させるうえで、地域間格差の是正と最低賃金の大幅な引き上げが必要です。   
       あわせて、中小企業への助成や融資、仕事起こしや単価改善につながる施策を拡充す  
      ると同時に、最低賃金を改善することは、景気刺激策として有効です。         
       以上をふまえ、最低賃金の地域格差をなくして大幅に引き上げ、中小企業支援策の拡  
      充を求めることから、意見書を提出するものです。                  
       最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書（案）             
       地方自治法第９９条の規定による別紙意見書（案）を会議規則第１４条第２項により  
      提出します。平成３０年３月１６日 提出者 伊藤敦朗 賛成者 金一義、小柳聡、三  
      戸留吉、村井昇、伊藤秋雄                              
      この意見書の提出先は、内閣総理大臣 安倍晋三殿、厚生労働大臣 加藤勝信殿です。  
                                              議
長 村井 剛  本案に対する質疑を行います。質疑ございませんか。               
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                  （質疑なしの声あり）                   
                                              議
長 村井 剛  質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案の審査については、委員会付託を省略 
       し、討論省略のうえ可決することに、ご異議ございませんか。            
                  （異議なしの声あり）                   
                                               
議長 村井 剛  ご異議なしと認めます。よって委員会提出議案第１号は、可決と決定しました。  
         次に、日程第２６、議案第２５号 八郎潟町固定資産評価審査委員会委員の選任につ 
       き同意を求めることについて、を上程いたします。                 
        本案について提案理由の説明を求めます。                    
                                               
町長 畠山菊夫  本日提出いたします議案の概要について、ご説明申し上げます。         
         議案第２５号 八郎潟町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること 
       について                                     
       町固定資産評価審査委員会委員の櫻庭正男氏は、平成２５年３月に就任以降、税務行  
      政において、多大なご尽力をいただいてきましたが、このたび一身上の都合により辞職  
      の申し出があり、この３月末日をもって退任されることになりました。         
       これに伴い、小野勤氏を同委員としてお願いいたしたく、地方税法第４２３条第３項  
      の規定により同意を求めるものであります。                     
       小野氏は、人格も高潔で、固定資産の評価に関し豊富な識見を有する者として提案す  
      るものであります。                                 
      なお、任期につきましては、前任者の残任期間であります、平成３０年４月１日から   
     平成３１年１２月２５日までであります。                       
      よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。           
                                             議長 
村井 剛  これより議案に対する質疑を行います、質疑ございませんか。             
                （質疑なしの声あり）                     
                                            議長 
村井 剛  質疑なしと認めます。討論を行います。討論ありませんか。              
                （討論なしの声あり）                     
                                            議長 
村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。                       
      日程第２６、議案第２５号 八郎潟町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意   
     を求めることについて、本案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。       
                  （全員起立）                       
                                             議長 
村井 剛  起立全員であります。よって議案第２５号については、同意することと決定いたしま   
     した。ここで議案配付のため、暫時休憩いたします。                  
                  （休 憩）                        
                  （再 開）                        
                                             議長 
村井 剛  会議を再開いたします。                              
      次に、お手元に配付しております資料のとおり、追加案件が３件あります。これにつ   
     いて、本日議会運営委員会を開催しております。                    
      議会運営委員長の報告を求めます。                         
                                             議会
運営委員長 柳田裕平 皆様、ご苦労様でございます。私から３月定例会の追加案件を審議いたしま  
      した当議会運営委員会の審議経過と結果についてご報告いたします。          
       本日、午後１時３０分から第１委員会室において、当局より町長、総務課長が出席し  
      委員会が開かれました。当局より平成２９年度八郎潟町一般会計補正予算（第８号）に  
      ついて、平成２９年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）について、  
      及び人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、を追加案件として上程した  
      いとの申し出がありました。                            
       このことから、追加案件として日程に追加し、議案第２６号 平成２９年度八郎潟町  
      一般会計補正予算（第８号）について、議案第２７号 平成２９年度八郎潟町後期高齢  
      者医療特別会計補正予算（第５号）について、及び諮問第１号 人権擁護委員の推薦に  
                                                
     つき意見を求めることについて、を上程することに決定しました。            
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      以上、議会運営委員会の報告といたします。                     
      ご審議のほどよろしくお願いいたします。                      
                                             議長 
村井 剛  お諮りします。議会運営委員長報告のとおり、追加日程第２から第４を日程に追加し   
     議題とすることにご異議ございませんか。                       
                （異議なしの声あり）                     
                                             議長 
村井 剛  ご異議なしと認めます。                               
     追加日程第２、議案第２６号 平成２９年度八郎潟町一般会計補正予算（第８号）に    
    ついて、追加日程第３、議案第２７号 平成２９年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計    
    補正予算（第５号）について、及び追加日程第４、諮問第１号 人権擁護委員の推薦に    
    つき意見を求めることについて、を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。   
      始めに、追加日程第２、議案第２６号 平成２９年度八郎潟町一般会計補正予算（第   
     ８号）について、を議題といたします。                        
      追加日程第２、議案第２６号 平成２９年度八郎潟町一般会計補正予算（第８号）に   
     ついて、を上程いたします。                             
      提案理由の説明を求めます。                            
                                             町長 
畠山菊夫  追加議案の概要と提案理由についてご説明申し上げます。               
      議案第２６号 平成２９年度八郎潟町一般会計補正予算（第８号）について       
      補正予算書１ページをご覧下さい。                         
      歳入歳出にそれぞれ３，４５５万円を追加し、予算の総額を３２億６，６５９万５千   
     円としております。                                  
     この度の補正は、国・県補助事業において、このたび補助内示があった事業にかかる    
    予算計上となっております。なお、補正額全額が事業者へのトンネル補助事業であり、    
    次年度への明許繰越費としております。                         
     ８・９ページ歳入の概要ですが、農林水産業費国庫補助金に、地域経済循環創造事業    
    交付金２，５００万円を追加しております。これは、総務省が推奨する「ローカル１万    
    プロジェクト事業」において、総事業費の２分の１を事業者が金融機関の融資を受け事    
    業実施いたしますが、事業の新規性・モデル性が極めて高いと認められたことから、融    
    資残額について、本来財政力指数に応じた補助率にたよらず、１００％の補助率が適用    
    となり、交付されるものであります。                          
     また、農林水産業費県補助金に、担い手確保・経営強化支援事業費補助金９５５万円    
    を追加しております。これは、消費税抜き対象経費のうち、２分の１を金融機関の融資    
    を受け実施しますが、その残額について補助されるものであります。            
     歳出については、農業振興費に「ローカル１万プロジェクト事業」として、地域経済    
    循環創造事業交付金事業費補助金２，５００万円を計上しております。           
     これは、地域経済の好循環の拡大を目的に、地域の資源と資金を活用して、地域密着    
    型企業の立ち上げを国が支援する事業であり、うたせ館南側の未利用町有地において、    
    町外一事業者が新技術栽培による「じゅんさい」の収穫を行うため、ビニールハウスや    
    プラント等の設備整備費を助成するものであります。                   
     また、担い手確保・経営強化支援事業費補助金に、９５５万円を計上しております。    
     これは、地域の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械等の     
   導入について支援する事業でありますが、国の補正予算に対し本町から一法人が要望し     
   採択されたもので、トラクターはじめ４種類の農業用機械の導入費を補助してまいりま     
   す。                                           
   以上が一般会計補正予算（第８号）の概要であります。                   
   よろしくご審議の上、何卒ご可決くださるようお願い申し上げます。             
                                          議長 村井 
剛  議案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。はい、５番 石井議員。          
                                         ５番 石井清
人  ５番 石井です。ただ今の町長さんの説明で、事業の予算の趣旨はわかりましたけど      
  も、もしこの事業主、公表に差し支えなければ事業者がどなたなのか、教えて欲しいと      
  思います。それからですね、２，５００万の地域経済循環創造事業な訳ですけども、新      
  技術による栽培による新技術栽培で、じゅんさいとありますが、どのような新技術なの      
  か、これも合わせて教えていただければありがたいです。                   
                                          議長 村井 
剛  小野総務課長。                                      
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                                        総務課長 小野
良幸 ただ今のご質問にお答えいたします。事業者ですけれども、能代市の中友商事株式       
 会社でございます。新技術の内容ですけれども、ビニールハウスにおけるプラント栽培       
 でございまして、その栽培におけるプラントの形状等につきまして、実用新案を取得し       
 ております。以上でございます。                                
                                        産業課長 加藤
貞憲 先程の件でございますが、この事業者は農業生産法人のファーム夢未来でございま       
 す。以上です。                                        
                                        議長 村井 剛 
 はい、よろしいでしょうか。他にありますでしょうか。                     
           （質疑なしの声あり）                          
                                       議長 村井 剛 
 ないようですので、質疑なしと認めます。はい、１０番 金議員。                
                                       １０番 金一義 
 今、町長から色々説明ありましたけど、これ地域の経済のことなんですけども、町有        地
においてと謳っております。この町有地は今、能代市の方にどういう形で貸与するの        か、
それとも何年かを様子見て、その後有料にするのか、ようするに町有地とあります        ので、
その辺の町の考え方はどうなんですか。                             
                                     総務課長 小野良幸 
ただ今のご質問でございますが、うたせ館南側の町有地約１ヘクタールございます        けれ
ども、現在、町の普通財産になっております。町と財務規則に基づきまして、普通        財産
の貸出ということで考えております。以上です。                         
                                      １０番 金一義  
貸出ということですから、有料ということですね。                        
                                      総務課長 小野良幸 
はい、そうです。                                        
                                    １０番 金一義  そう
すると、その単価というのは決まってないということで、これから打合せでとい        うこと
ですか。                                            
                                    総務課長 小野良幸 単
価につきましては、固定資産台帳の現在価格が基本となって参ります。その参考        となる
土地が近くにございませんので、それらを調査いたしまして詳細について詰めて        いきた
いと考えております。以上です。                                 
                                    議長 村井 剛  他に
ありますでしょうか。                                      
       （質疑なしの声あり）                              
                                   議長 村井 剛  ないよ
うですので、質疑を終わります。討論を行います。討論ありませんか。               
       （討論なしの声あり）                               
                                  議長 村井 剛  討論なし
と認めます。採決いたします。追加日程第２、議案第２６号 平成２９年度        八郎潟町一
般会計補正予算（第８号）について、原案どおり決することに賛成の諸君の        起立を求め
ます。                                             
       （全員起立）                                  
                                  議長 村井 剛  起立全員
であります。よって議案第２６号は、原案どおり可決されました。             追加日程
第３、議案第２７号 平成２９年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計補正予        算（第５号）
について、を上程いたします。                            提案理由の
説明を求めます。                                        
                                 町長 畠山菊夫  議案第２７
号 平成２９年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）に        ついて   
                                          特別会計補
正予算書１ページ、歳入歳出にそれぞれ１９９万２千円を追加し、歳入歳        出予算の総額
を６，８５７万円としております。                          この度の補
正は、医療保険料における予算措置額から増額収入となっている部分の、        連合納付金へ
の追加計上であります。                                     
                                         予算措置を失
念していたものであり、誠に申し訳ございませんでした。               ４・５ページ、
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予算の内容ですが、歳入にあっては特別徴収・普通徴収を合わせ医療        保険料に１９９万
２千円を追加し、歳出にあっては後期高齢者医療広域連合納付金に同        額を追加しており
ます。                                     以上が後期高齢
者医療補正予算の概要であります。                        よろしくご審議
の上、何卒ご可決くださるようお願い申し上げます。                       
                                議長 村井 剛  議案に対する
質疑を行います。質疑ありませんか。                               
   （質疑なしの声あり）                                   
                              議長 村井 剛  ないようですの
で、質疑を終わります。討論を行います。討論ありませんか。                   
  （討論なしの声あり）                                    
                               
議長 村井 剛  討論なしと認めます。採決いたします。追加日程第３、議案第２７号 平成２９年度 
       八郎潟町後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）について、原案どおり決すること 
       に賛成の諸君の起立を求めます。                         
                    （全員起立）                     
                                               
議長 村井 剛  起立全員であります。よって議案第２７号は、原案どおり可決されました。    
         次に、追加日程第４、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ 
       いて、を上程いたします。                            
        提案理由の説明を求めます。                          
                                               
町長 畠山菊夫  諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて        
         平成３０年６月３０日に、任期満了となります小野美和氏の後任として、北嶋峰子氏 
       を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、法務大臣への推薦につ 
       いて、議会の意見を求めるものであります。                    
        北嶋氏は履歴資料にもありますように、人格識見高く、社会、介護福祉を通じ、多様 
       な町民と接する機会が豊富であり、人権擁護について理解を有する者としての、要件を 
       十分満たしていると思われますので、推薦に当たって諮問するものであります。    
        よろしくご審議をいただきますよう、お願い申し上げます。            
                                               
議長 村井 剛  議案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。               
                   （質疑なしの声あり）                  
                                               
議長 村井 剛  質疑なしと認めます。討論を行います。討論ありませんか。           
                   （討論なしの声あり）                  
                                               
議長 村井 剛  討論なしと認めます。それでは採決いたします。本件は１名の推薦が求められており 
       ます。人権擁護委員として、北嶋峰子氏を推薦することとし、答申することに賛成の諸 
       君の起立を求めます。                               
                    （全員起立）                     
                                              議
長 村井 剛  起立全員であります。よって諮問第１号 人権擁護委員の推薦については、北嶋峰  
      子氏を推薦することとし、答申することに決定いたしました。             
       以上、今定例会に付議された事件は全て終了いたしました。             
       これをもって、八郎潟町議会３月定例会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。   
                                                
                               （ 午後４時２５分 ）     
                                            

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                     


